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スウェーデンの制裁制度・二〇一五年
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序
　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
法
上
の
処
分
は

「
制
裁
（Påföljd

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
刑
法
典
の
構
成
に
由
来
し
て
い
る
。
刑
法
典
の
全
体
は
三
部
構
成

で
、
第
一
編
「
総
則
」（A

llm
änna	bestäm

m
elser

）、
第
二
編

「
罪
」（O

m
	brotten

）
及
び
第
三
編
「
制
裁
」（O

m
	påföljderna

）

と
な
っ
て
い
て
、
刑
罰
に
関
す
る
規
定
は
、
す
べ
て
第
三
編
に
組
込

ま
れ
て
い
る
。

　

現
行
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
は
一
九
六
二
年
に
制
定
さ
れ
、
一
九
六

五
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

刑
法
は
、
古
く
一
七
三
四
年
法
と
い
わ
れ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
法

典
）
1
（

が
そ
れ
以
前
の
マ
グ
ヌ
ス
・
エ
リ
ク
ソ
ン
都
市
法
典
（M

EStL

）

及
び
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
農
村
法
典
（K
rLL

）
を
廃
止
し
て
制
定
さ
れ

た
）
2
（

と
き
に
、
罪
に
つ
い
て
定
め
る
犯
罪
法
典
（M

issgiernings	
Balk

）
及
び
刑
に
つ
い
て
定
め
る
刑
罰
法
典
（Straff	Balk
）
の
二

個
の
法
典
で
構
成
さ
れ
て
い
た）（
（

。
次
い
で
一
七
三
四
年
法
典
の
犯
罪

法
典
及
び
刑
罰
法
典
を
廃
止
し
て
一
八
六
四
年
の
刑
法
（Straffl

ag
）

が
制
定
さ
れ）（
（

、
更
に
一
九
六
二
年
の
刑
法
典
（Brottsbalken

）
が

制
定
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
間
多
数
の
部
分
改
正
が
行

わ
れ
て
お
り
、
時
代
の
要
求
に
合
わ
せ
て
刑
法
は
、
絶
え
ず
実
質
的

に
改
正
さ
れ
て
き
た）5
（

。
現
行
刑
法
の
構
成
は
一
七
三
四
年
法
制
定
時

の
刑
法
と
同
様
の
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
六
二
刑
法
は
、
刑
法
典
の

構
成
を
再
度
一
七
三
四
年
法
当
初
の
構
成
に
戻
し
た
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
が
日
本
の
刑
法
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
は
、

「
制
裁
」
に
か
か
る
部
分
が
日
本
よ
り
も
重
視
さ
れ
て
い
る
と
み
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
全
体
の
条
文
の
数
で
比
較
す
る
と
、
日
本

の
刑
法
の
二
九
五
に
対
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
は
四
二
一
で
あ
り）6
（

、

そ
の
差
は
百
余
で
あ
る
が
、
罪
に
関
す
る
部
分
と
刑
に
関
す
る
部
分

に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
日
本
で
は
刑
に
関
す
る
部
分
は
総
則
に
含

ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
刑
に
関
す
る
部
分

が
制
裁
と
し
て
独
立
し
て
い
る
上
に
、
条
文
の
数
に
お
い
て
も
、
日

本
で
は
総
則
七
六
カ
条
の
う
ち
三
〇
弱
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
実
質

的
な
処
分
に
関
す
る
部
分
の
み
で
、
約
八
〇
に
及
ぶ
。
こ
こ
か
ら
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
に
お
い
て
は
刑
に
か
か
る
部
分
の
重
み
が
日
本
と

は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
つ
て
故
平
野
龍
一
教
授
が
刑
法
改
正
問
題
に
ふ
れ
て
、
犯
罪
法
典

と
処
遇
法
典
の
分
離
を
提
案
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
つ

の
モ
デ
ル
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
保
護
法
案
を
挙
げ
ら
れ
た
こ
と）（
（

は

も
っ
と
も
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。

　

以
下
で
は
、
一
九
六
五
年
施
行
当
時
の
刑
法
（
六
二
刑
法
）
か
ら

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
刑
法
（
現
刑
法
）
へ
の
変
化
を
概
観
し
、
続
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け
て
現
在
の
刑
を
含
む
各
制
裁
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
述
べ
て
い

く
。第

一　

六
二
刑
法
か
ら
現
刑
法
へ

一
、
制
定
当
時

　

六
二
刑
法
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
の
長
い
道
の
り
を
経
て
制
定

さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
「
保
護
法
草
案）8
（

」
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
刑
法
調
査
会
（Straffl

agberedningen<SLB>

）
の
答
申
で

あ
り
、
罪
に
関
し
て
は
刑
法
改
正
委
員
会
（Straffrätts-

kom
m
ittén<SRK

>

）
が
検
討
を
進
め
、
一
九
四
〇
年
と
四
四
年

に
そ
れ
ぞ
れ
答
申｢

刑
法
草
案｣

が
提
出
さ
れ）9
（

、
こ
の
二
つ
を
総
合

し
て
、
一
九
五
三
年
に
刑
法
改
正
草
案）（（
（

が
政
府
に
提
出
さ
れ
た
。
こ

れ
と
保
護
法
草
案）（（
（

と
を
総
合
し
た
刑
法
改
正
案）（（
（

が
一
九
六
二
年
に
国

会
に
提
出
さ
れ
、
同
年
制
定
、
公
布
さ
れ
た
。

　

六
二
刑
法
の
特
色
は
、
制
裁
に
関
す
る
規
定
を
第
三
編
と
し
て
独

立
さ
せ
た
こ
と
、
刑
を
拘
禁
と
罰
金
の
二
種
類
に
単
純
化
し
た
こ
と
、

刑
事
責
任
能
力
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
、
刑
罰
（
制
裁
）
の
目
的
と

し
て
一
般
予
防
を
無
視
は
し
な
い
が
、
個
別
予
防
に
重
点
を
お
い
た

こ
と
（
処
遇
思
想
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
制
定
当
初
の
六
二

刑
法
の
一
章
三
条
は
、

「
本
法
典
に
お
い
て
、
犯
罪
の
制
裁
と
は
、	

　

罰
金
及
び
拘
禁
と
い
う
通
常
の
刑
罰	

　

公
の
責
任
を
負
う
職
務
に
つ
く
人
の
停
職
又
は
解
職
及
び
軍
務
に
つ

く
人
々
に
対
す
る
懲
戒
罰
、
並
び
に	

　

条
件
付
判
決
、
保
護
観
察
、
少
年
拘
禁
、
抑
留
及
び
特
別
保
護
へ
の

引
渡
し
を
い
う
。」

と
規
定
し
、
拘
禁
、
罰
金
の
二
種
の
刑
罰
と
と
も
に
、
公
務
員
に
つ

い
て
は
解
職
と
停
職
、
軍
人
に
つ
い
て
は
懲
戒
罰
が
刑
罰
と
し
て
規

定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
条
件
付
判
決
、
保
護
観
察
、

少
年
拘
禁
、
抑
留
（
保
安
拘
禁
）、
特
別
保
護
へ
の
委
託
（
少
年
犯

罪
者
、
飲
酒
嗜
癖
犯
罪
者
及
び
精
神
障
害
犯
罪
者
）
が
定
め
ら
れ
て

い
た
。

　

刑
は
、
法
定
刑
と
し
て
刑
法
典
の
第
二
編
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

個
々
の
犯
罪
に
関
す
る
規
定
の
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他

の
制
裁
は
そ
れ
ら
の
規
定
の
中
に
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
の
要
件
に
従
っ
て
す
べ
て
の
犯
罪
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
て
い
る
。
制
裁
と
刑
と
は
等
置
さ
れ
、
両
者
の
間
に
軽
重
関
係

は
存
在
し
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
ほ
か
に
、
罪
の
特
別
効
果
と
し
て
没
収
（
一
九
八
七
年
に

企
業
罰
金
を
追
加
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
刑
事
損
害
賠
償
（
刑
法

典
と
は
別
に
損
害
賠
償
法<Skadeståndslag>

制
定
）
に
よ
る
義
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務
が
制
裁
と
と
も
に
犯
人
に
課
さ
れ
て
い
た
。

　

六
二
刑
法
に
は
、
日
本
の
刑
法
に
あ
る
心
神
喪
失
、
心
神
耗
弱
に

関
す
る
規
定
が
な
い）（（
（

。
旧
刑
法
に
存
在
し
た
い
わ
ゆ
る
責
任
能
力
の

概
念
は
無
用
の
も
の
と
し
て
捨
て
去
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
チ
ン
ベ

リ
ー
、
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
）
1

（
補
注

ら
、
い
わ
ゆ
る
保
護
法
草
案
の
推
進
者
の
主

張
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
保
護
法
草
案
の
段
階
で
は
、
刑
と
い
う
語

を
完
全
に
廃
棄
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
制
裁
の
適
用
に
あ
た
っ
て
守
る
べ
き
準
則
、

「
制
裁
を
選
択
す
る
に
あ
た
り
、
裁
判
所
は
、
一
般
の
法
律
遵
守
を
維

持
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
留
意
し
つ
つ
、
制
裁
が
判
決
を
受
け
た

犯
罪
者
の
社
会
復
帰
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
特
に
配
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」

が
刑
法
一
章
七
条
に
定
め
ら
れ
、「
制
裁
が
判
決
を
受
け
た
犯
罪
者

の
社
会
復
帰
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
特
に
配
慮
」
す
る
こ
と
が

法
的
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
処
遇
思
想
（behandl-

ingstanke

）
と
い
わ
れ
て
い
る）（（
（

。

二
、
不
定
期
制
裁
の
批
判
と
保
護
主
義
（
処
遇
思
想
）
批
判

　

一
九
七
四
年
に
法
務
省
の
内
部
に
犯
罪
防
止
委
員
会
と
い
う
犯
罪

問
題
の
専
門
的
研
究
機
関
が
創
設
さ
れ
、
そ
の
活
動
の
一
部
、
刑
事

政
策
部
会
に
よ
る
「
新
刑
罰
体
系）（（
（

」
が
一
九
七
七
年
に
発
表
さ
れ
、

保
護
主
義
批
判
が
展
開
さ
れ
た
。
特
に
、
保
護
主
義
に
基
づ
く
不
定

期
の
制
裁
が
そ
の
対
象
者
の
制
裁
経
験
後
の
再
犯
率
の
高
さ
を
批
判

さ
れ
、
一
九
八
〇
年
代
に
少
年
拘
禁
、
抑
留
（
保
安
拘
禁
）
及
び
保

護
観
察
に
併
科
さ
れ
る
施
設
処
遇
が
相
次
い
で
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の

一
方
一
九
六
七
年
に
は
秩
序
罰
が
新
た
な
罰
金
（
定
額
罰
金
）
の
賦

課
手
続
と
し
て
新
設
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

三
、
刑
罰
主
義
へ
の
転
換

　

一
九
八
八
年
の
刑
法
改
正
は
、
一
九
八
六
年
の
拘
禁
刑
委
員
会
の

答
申）（（
（

に
つ
ら
な
る
も
の
で
、
保
護
主
義
を
排
し
て
刑
罰
価
値
を
刑
の

適
用
の
基
本
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

刑
法
一
章
三
条
は
、	

「
本
法
典
に
お
い
て
罪
に
対
す
る
制
裁
と
は
、
刑
で
あ
る
罰
金
及
び
拘

禁
並
び
に
条
件
付
判
決
、
保
護
観
察
及
び
特
別
保
護
へ
の
委
託
と
理
解

さ
れ
る
。」

と
改
正
さ
れ
、
制
裁
の
軽
重
関
係
で
は
、「
拘
禁
は
条
件
付
判
決
及

び
保
護
観
察
よ
り
は
重
い
制
裁
と
さ
れ
る
」（
刑
法
三
〇
章
一
条
）
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と
い
う
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

　

更
に
、
刑
法
三
〇
章
は
制
裁
選
択
の
原
則
を
定
め
、
①
同
一
の
犯

罪
に
つ
い
て
複
数
の
制
裁
を
判
決
で
き
な
い
こ
と
（
同
章
二
条
）、

②
複
数
の
犯
罪
に
つ
い
て
制
裁
を
言
渡
す
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
犯

罪
す
べ
て
に
つ
い
て
総
合
さ
れ
た
制
裁
を
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
（
同
章
三
条
一
項
）、
③
制
裁
の
選
択
の
際
拘
禁
よ
り
も
軽

い
制
裁
を
支
持
す
る
状
況
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
同

章
四
条
一
項
）
が
定
め
ら
れ
た
。
社
会
内
処
遇
を
重
視
し
、
施
設
収

容
を
で
き
る
限
り
回
避
す
る
新
た
な
制
裁
選
択
の
基
本
態
度
が
こ
こ

に
表
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
刑
法
一
章
七
条
の
規
定
は
削
除
さ
れ
、
新
た

に
、
量
刑
に
関
す
る
規
則
が
二
九
章
及
び
三
〇
章
に
設
け
ら
れ
た
。

特
に
、
新
設
さ
れ
た
刑
法
二
九
章
「
量
刑
と
制
裁
の
猶
予
」
一
条
は
、

「
刑
は
、
統
一
的
な
法
の
適
用
の
利
益
を
考
慮
し
て
、
罪
及
び
総
合
さ

れ
た
犯
罪
の
刑
罰
価
値
に
従
い
適
用
可
能
な
刑
罰
尺
度
の
範
囲
内
で
定

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。	

　

刑
罰
価
値
の
判
断
に
当
た
つ
て
は
、
行
為
の
意
味
し
た
損
害
、
侵
害

又
は
危
険
、
被
告
人
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
認
識
し
も
し
く
は
認
識
す
べ

き
で
あ
つ
た
事
柄
、
及
び
、
被
告
人
が
有
し
て
い
た
意
図
も
し
く
は
動

機
が
個
別
的
に
考
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」

と
規
定
し
、
施
設
外
処
遇
の
重
視
と
並
ん
で
、
刑
罰
価
値
の
重
視
、

再
犯
可
能
性
の
重
視
、
刑
の
予
測
可
能
性
、
罪
刑
の
均
衡
（
正
義
）、

衡
平
の
観
点
が
制
裁
選
択
の
原
理
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た）（（
（

。

四
、
罪
刑
法
定
主
義
の
徹
底

　

前
出
の
拘
禁
刑
委
員
会
は
、
一
九
八
八
年
に
そ
の
最
終
答
申
「
刑

事
責
任
か
ら
の
解
放）（（
（

」
を
提
出
し
た
。
こ
の
中
で
提
案
さ
れ
た
こ
と

は
、「
刑
法
体
系
が
正
統
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
る
上
で
、
罪
刑
法
定

主
義
を
厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
が
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
」
と
の
前

提
で
、
罪
刑
法
定
主
義
を
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
、
類
推

解
釈
禁
止
の
厳
格
な
適
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

　

こ
う
し
て
、
一
九
九
四
年
に
刑
法
一
章
一
条
及
び
二
四
章
が
改
正

さ
れ
、
刑
法
一
章
一
条
は
、

「
罪
は
、
こ
の
法
典
又
は
他
の
法
律
も
し
く
は
法
令
の
中
に
、
以
下
に

述
べ
る
刑
罰
が
法
定
さ
れ
て
い
る
行
為
で
あ
る
。」

と
い
う
文
言
が

「
罪
は
、
本
法
典
又
は
他
の
法
律
も
し
く
は
法
令
に
記
述
さ
れ
て
い
る

行
為
で
あ
つ
て
、
以
下
に
述
べ
ら
れ
る
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を

い
う
。」



6（

法学研究	88	巻	12	号（2015：12）

と
改
め
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
刑
法
二
四
章
の
章
名
が
「
正
当
防
衛
及
び
そ
の
他
の
必
要

行
為
」
か
ら
「
刑
事
責
任
欠
如
の
一
般
的
根
拠
」
に
変
り
、
違
法
性

の
阻
却
さ
れ
る
場
合
を
指
示
す
る
九
個
の
規
定
が
以
下
の
よ
う
に
掲

げ
ら
れ
た
。

　

第
一
条
（
正
当
防
衛
等
）	

、
第
二
条
（
法
律
的
権
限
・
職
務
行

為
）、
第
三
条
（
法
律
的
権
限
・
上
官
の
命
令
等
）、
第
四
条
（
緊
急

状
態
）、
第
五
条
（
職
務
行
為
援
助
者
の
行
為
）、
第
六
条
（
過
剰
行

為
）、
第
七
条
（
被
害
者
の
承
諾
）、
第
八
条
（
命
令
服
従
行
為
）、

第
九
条
（
錯
誤
）。

五
、
制
裁
の
内
容
の
精
緻
化

　

以
上
の
基
本
的
な
変
化
の
中
で
個
別
的
に
実
現
し
た
制
裁
の
変
化

は
付
表
Ａ
「
制
裁
制
度
の
変
遷
」
に
示
す
と
お
り
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
表

か
ら
一
九
六
五
年
の
制
裁
（
表
左
側
）
は
比
較
的
単
純
な
内
容
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
二
〇
一
五
年
の
制
裁
（
表
の
右
側
）
は
そ
れ
ぞ
れ

細
か
い
い
わ
ば
中
分
類
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
て
、

個
々
の
刑
及
び
制
裁
の
内
容
が
精
緻
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

刑
で
は
な
い
が
、
犯
罪
の
特
別
効
果
と
し
て
企
業
罰
金
が
一
九
八
六

年
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
経
済
犯
罪
に
対
抗
す
る
た
め

に
企
業
の
違
法
収
益
を
没
収
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。

　

刑
事
未
成
年
で
あ
る
一
五
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
、
福
祉
的
措

置
に
す
べ
て
が
ま
か
さ
れ
、
司
法
部
は
関
与
し
な
い
。
こ
の
点
は
六

二
刑
法
と
現
刑
法
と
で
相
違
は
な
い
。

六
、
精
神
鑑
定
と
社
会
調
査

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
制
裁
制
度
を
実
務
的
に
支
え
て
い
る
も
の
に
被

告
人
の
個
人
的
状
況
を
調
査
す
る
シ
ス
テ
ム
に
早
く
か
ら
関
心
を
も

ち
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
き
た
先
人
の
努
力
が
あ
る
。
そ
の
足
取
り

は
、
付
表
Ｃ
「
精
神
鑑
定
と
社
会
調
査
の
展
開
」
か
ら
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。

　

精
神
鑑
定
は
、
一
九
三
一
年
よ
り
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
一

九
四
二
年
に
は
チ
ン
ベ
リ
ー
の
指
導
の
下
に
法
精
神
医
学
者
の
専
門

家
団
体
が
発
足
。
当
初
精
神
疾
患
者
法
の
一
部
に
定
め
ら
れ
て
い
た

法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
規
定
が
一
九
六
六
年
に
独
立
の
単
行

法
と
な
り）（（
（

、
更
に
、
一
九
九
一
年
に
法
医
学
庁
が
精
神
鑑
定
も
含
め

法
医
学
の
専
門
機
関
と
し
て
発
足
し
、
そ
の
後
に
現
行
の
法
精
神
医

学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
と
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
と

が
制
定
さ
れ
一
九
九
二
年
に
施
行
さ
れ
た）（（
（

。
現
在
法
医
学
庁
は
、
全

国
に
六
箇
所
の
セ
ン
タ
ー
が
存
在
し
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
（
親
子
鑑
定

等
）、
死
体
解
剖
（
死
因
調
査
等
）、
法
精
神
医
学
的
調
査
（
精
神
鑑

定
等
）
の
業
務
を
行
っ
て
い
る）（（
（

。
法
精
神
医
学
的
保
護
は
、
ラ
ン
ズ
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テ
ィ
ン
グ
（
地
方
自
治
体
と
し
て
の
州
）
の
業
務
で
あ
る
。
筆
者
は
、

か
つ
て
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
事
務
所
を
訪
問
し
た
際
に
、
そ
の
ア
ー

カ
イ
ブ
を
見
学
し
た
。
そ
こ
に
は
過
去
の
法
精
神
医
学
的
調
査
の
記

録
が
整
然
と
保
管
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
功
労
者
と
さ
れ
る
職
員
の
肖

像
が
額
に
収
ま
っ
て
い
た
。
同
事
務
所
は
カ
ロ
リ
ン
ス
カ
と
も
関
係

を
も
っ
て
お
り
、
日
本
の
現
状
と
は
か
け
離
れ
た
印
象
を
受
け
た
こ

と
を
思
い
出
す
。

　

判
決
前
調
査
に
つ
い
て
は
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
人
格
調
査
に

関
す
る
法
律
が
存
在
し）（（
（

、
矯
正
保
護
が
所
轄
し
、
そ
の
職
員
が
担
当

し
て
い
る
。
そ
の
七
条
に
は
、
簡
易
鑑
定
の
制
度
が
通
称
七
条
診
断

書
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
精
神
鑑
定
は
、
こ
の
七
条
診
断
書
と

法
精
神
医
学
的
調
査
の
二
本
立
て
で
行
わ
れ
て
い
る
。

第
二　

死
刑

　

こ
こ
か
ら
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
制
裁
制
度
の
現
況
に
つ
い
て
、

刑
法
第
三
編
の
規
定
に
基
づ
き
つ
つ
述
べ
て
い
く
が
、
最
初
に
死
刑

に
つ
い
て
取
上
げ
た
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
国
連
総
会
は
死
刑
廃
止
議
定
書
（
市
民
的
及
び

政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
の
第
二
選
択
議
定
書
）
を
一
九
八

九
年
に
採
択
し
、
国
際
連
合
の
大
部
分
の
加
盟
国
は
、
実
際
に
死
刑

を
廃
止
し
て
い
る
。
欧
州
連
合
が
日
本
に
死
刑
の
廃
止
を
求
め
て
い

る
こ
と
も
こ
こ
で
触
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う）（（
（

。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
死
刑
廃
止
国
の
一
つ
で
あ
る
。
死
刑
の
廃
止
は

遠
く
、
一
九
二
一
年
に
行
わ
れ
、
戦
時
に
お
け
る
死
刑
の
廃
止
が
一

九
七
三
年
に
行
わ
れ
た）（（
（

。
現
行
の
統
治
組
織
法
二
章
四
条
は
、
簡
潔

に
「
死
刑
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
の
み
規
定
し
て
い
る
。
同

時
に
、
同
章
五
条
は
、「
す
べ
て
の
国
民
は
、
身
体
刑
に
対
し
て
保

護
さ
れ
る
。
更
に
、
国
民
は
、
陳
述
を
強
制
し
又
は
妨
害
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
拷
問
及
び
薬
理
的
影
響
に
対
し
て
も
保
護
さ
れ
る
。」

と
規
定
し
、
身
体
刑
の
禁
止
も
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
死
刑
の
廃
止

を
定
め
て
い
る
欧
州
人
権
条
約
一
三
議
定
書
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内

法
と
す
る
こ
と
が
二
〇
〇
三
年
に
議
会
の
承
認
を
得
て
（
二
〇
〇
三

年
法
律
第
七
四
号
）、
同
年
八
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
死
刑
の
問
題
は
も
は
や
法
律
問
題
で
は
な
く
、
歴
史

の
問
題
に
属
し
て
い
る
。
実
際
に
、
死
刑
廃
止
の
年
一
九
二
一
年
の

一
〇
年
前
、
一
九
一
〇
年
に
平
時
に
お
け
る
最
後
の
死
刑
が
執
行
さ

れ
）
（（
（

、
以
後
一
〇
年
間
下
級
審
の
判
決
の
中
に
死
刑
の
判
決
が
散
見
さ

れ
る
が）（（
（

、
上
級
審
で
刑
が
変
更
さ
れ
る
等
、
死
刑
の
執
行
は
一
件
も

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
死
刑
の
廃
止
に
至
る
過
程
の

議
論
が
文
献
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
決
し
て
そ
の
道
は
平
坦
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）（（
（

。
ま
た
、
オ
リ
ベ
ク
ロ
ー
ナ
の
死
刑

研
究
で
は
、
死
刑
存
置
及
び
廃
止
の
理
由
が
詳
細
に
報
告
さ
れ
、
一
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八
世
紀
以
来
八
〇
年
に
わ
た
る
過
去
の
死
刑
に
関
す
る
詳
細
な
統
計

的
デ
ー
タ
が
残
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

第
三　

罰
金）（（
（

　

罰
金
は
刑
法
二
五
章
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
は

日
本
の
よ
う
な
罰
金
と
科
料
の
区
別
は
な
い
が
、
下
記
の
三
種
類
の

罰
金
が
刑
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

①　

標
準
化
罰
金
（N

orm
erade	böter

）、

②　

日
数
罰
金
（D

agsböter
）、

③　

定
額
罰
金
（Penningsböter
）、

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
三
種
の
罰
金
す
べ
て
が
他
の
制
裁
の
よ
う
に
判

決
手
続
き
を
経
て
科
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
日
本
と
同
様
に
簡
易
な

手
続
に
よ
る
賦
課
が
行
わ
れ
て
い
る
。
簡
易
手
続
は
訴
訟
手
続
法
に

規
定
さ
れ
、
略
式
命
令
と
秩
序
罰
に
分
け
ら
れ
る
。

　

な
お
、
罰
金
の
徴
収
は
、
日
本
で
は
検
察
庁
の
所
管
に
な
る
が
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
財
務
省
所
属
の
執
行
官
署
の
所
管
で
あ
る
。

従
っ
て
税
金
と
同
様
の
方
法
で
徴
収
さ
れ
る
。

一
、
標
準
化
罰
金

　

罰
則
規
定
の
中
に
罰
金
額
の
計
算
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罰
金

で
あ
る
。
刑
法
の
規
定
に
従
え
ば
、
標
準
化
罰
金
は
、
犯
罪
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
特
別
な
算
定
根
拠
に
従
っ
て

定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
法
二
五
章
四
条
一
項
）。
こ
の

罰
金
の
最
低
罰
額
は
、
百
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
（
同
章
四
条
二
項
）。

　

実
際
上
は
例
外
的
な
罰
金
で）（（
（

、
木
材
運
搬
用
公
共
水
路
の
浮
遊
物

に
関
す
る
法
律
七
七
条
及
び
漁
業
法
四
一
条
に
よ
る
罰
金
の
み
が
こ

れ
に
該
当
す
る
。
こ
の
前
者
で
は
上
記
水
路
を
利
用
し
て
違
法
に
運

搬
し
た
物
品
の
数
に
応
じ
て
、
後
者
で
は
違
法
に
入
手
し
た
魚
の
数

等
に
応
じ
て
罰
金
の
金
額
が
決
定
さ
れ
る
。

二
、
日
数
罰
金

　

刑
法
が
定
め
る
通
常
の
罰
金
で
あ
る
。
罰
則
に｢

罰
金
に
処
す
。｣

と
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
の
罰
金
は
す
べ
て
日
数
罰
金
の
適
用
を
受

け
る
。
刑
法
は
、
こ
れ
を
「
罰
金
は
、
一
定
の
罰
金
形
式
が
当
該
犯

罪
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
日
数
罰
金
と
し
て
」
言

渡
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
（
刑
法
二
五
章
一
条
一
項
）。

　

日
数
罰
金
は
、
日
数
と
日
額
と
に
よ
っ
て
金
額
を
定
め
て
言
渡
さ

れ
る
。
日
数
は
三
〇
日
以
上
一
五
〇
日
以
下
に
定
め
ら
れ
、
日
額
は
、

被
告
人
の
収
入
、
財
産
、
扶
養
義
務
及
び
そ
の
他
の
経
済
的
状
況
に

て
ら
し
て
相
当
と
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
五
〇
ク
ロ
ー
ネ
以

上
一
、
〇
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
以
下
の
定
額
に
定
め
ら
れ
れ
る
。
し
か
し
、

特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
日
額
を
減
額
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。
日
数
罰
金
の
最
低
金
額
は
七
五
〇
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
（
刑
法
二

五
章
二
条）（（
（

）。

三
、
定
額
罰
金

　

定
額
罰
金
は
、
罰
則
の
中
に
一
定
の
罰
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る

場
合
の
罰
金
を
い
う
。
そ
の
金
額
は
通
常
二
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
以
上
四
、

〇
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
以
下
で
あ
る
。
特
別
な
場
合
に
は
二
、
〇
〇
〇
ク

ロ
ー
ネ
を
こ
え
る
罰
金
額
（
多
額
の
下
限
）
を
法
律
で
定
め
る
こ
と

は
許
容
さ
れ
る
が
、
寡
額
の
上
限
を
二
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
を
下
回
る
額

に
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
刑
法
二
五
章
三
条
）。
当
該
犯
罪
に

対
す
る
量
刑
と
し
て
三
〇
日
の
日
数
に
満
た
な
い
日
数
罰
金
を
適
用

す
べ
き
場
合
に
は
、
そ
の
罰
金
は
定
額
罰
金
と
し
て
言
渡
さ
れ
る

（
刑
法
二
五
章
一
条
）。

四
、
併
合
さ
れ
た
刑
と
し
て
の
罰
金

　

以
上
は
単
一
の
犯
罪
に
対
す
る
法
定
刑
に
従
っ
て
罰
金
が
科
さ
れ

る
場
合
で
あ
る
。
複
数
の
犯
罪
に
対
し
て
罰
金
を
科
す
場
合
に
は
別

の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。

　

複
数
の
罪
の
法
定
刑
に
そ
れ
ぞ
れ
罰
金
が
あ
る
場
合
、
そ
の
一
つ

に
日
数
罰
金
が
規
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
日
数
罰
金
の
み
を
科
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
日
数
罰
金
の
上
限
は
二
〇
〇
日
に
、
定
額

罰
金
の
み
の
場
合
の
定
額
罰
金
の
上
限
は
一
〇
、
〇
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ

に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
罪
に
罰
金

額
の
下
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
下
回
る
罰
金

を
科
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

併
合
さ
れ
た
刑
と
し
て
の
罰
金
は
、
標
準
化
罰
金
が
定
め
ら
れ
て

い
る
罪
又
は
拘
禁
に
換
刑
で
き
な
い
罰
金）（（
（

に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

五
、
罰
金
の
簡
易
賦
課
手
続

　

罰
金
の
簡
易
賦
課
手
続
は
訴
訟
手
続
法
四
八
章
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
手
続
は
、
検
察
官
に
よ
る
略
式
命
令
と

警
察
官
に
よ
る
秩
序
罰
と
に
分
か
れ
る
。

Ａ
．
略
式
命
令

　

検
察
官
は
、
同
章
一
条
に
よ
り
、
略
式
命
令
を
発
す
る
権
限
を

も
っ
て
い
る
。
標
準
化
罰
金
を
除
く
す
べ
て
の
罰
金
は
略
式
命
令
に

よ
っ
て
賦
課
さ
れ
る
ほ
か
条
件
付
判
決
そ
の
他
の
判
決
と
併
科
さ
れ

る
罰
金
の
場
合
に
も
略
式
命
令
に
よ
る
賦
課
が
な
さ
れ
る
。
日
本
の

い
わ
ゆ
る
余
罪
に
あ
た
る
罪
の
場
合
（
刑
法
三
四
章
一
条
）
に
も
罰

金
刑
は
略
式
命
令
で
賦
課
さ
れ
る
（
訴
訟
手
続
法
四
八
章
四
条
参

照
）。

　

以
上
の
ほ
か
財
産
の
没
収
、
犯
罪
の
特
別
法
律
効
果
、
被
害
者
の

私
的
請
求
、
企
業
罰
金
及
び
被
害
者
基
金
へ
の
犯
罪
に
よ
る
損
害
手
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数
料
の
支
払
等
す
べ
て
略
式
命
令
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
（
同
章
二

条
参
照
）。
た
だ
し
、
略
式
命
令
に
よ
る
企
業
罰
金
は
五
〇
万
ク

ロ
ー
ネ
を
限
度
と
す
る
（
同
章
四
条
三
項
参
照
）。
そ
れ
以
上
の
金

額
の
企
業
罰
金
は
、
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
被
告
人
に
賦
課
さ
れ

る
。

Ｂ
．
秩
序
罰

　

警
察
官
は
、
訴
訟
手
続
法
四
八
章
一
条
に
よ
り
一
定
の
場
合
に
秩

序
罰
を
賦
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
秩
序
罰
は
、
定
額
の
罰
金
以
外

の
罰
金
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
罪
で
、
検
事
総
長
が
警
察
庁
と
協
議

し
て
選
ん
だ
交
通
違
反
等
の
秩
序
罰
を
科
す
る
罪
（
同
章
一
四
条
二

項
）
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
（
同
章
一
三
条
参
照
）。
政
府
は
、
秩

序
罰
の
多
額
及
び
そ
の
他
の
秩
序
罰
賦
課
の
条
件
を
定
め
（
同
章
一

四
条
一
項
）、
検
事
総
長
（
又
は
検
事
長
）
は
そ
の
範
囲
内
で
個
々

の
罪
に
対
す
る
秩
序
罰
（
定
額
罰
金
）
の
金
額
を
定
め
る
（
同
条
三

項
）。

　

秩
序
罰
は
、
警
察
官
の
ほ
か
検
察
官
、
税
関
職
員
及
び
沿
岸
警
備

隊
員
も
こ
れ
を
発
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
章
二
〇
条
参
照
）。

　

略
式
命
令
は
検
察
官
が
、
秩
序
罰
は
警
察
官
が
直
接
被
疑
者
に
賦

課
す
る
も
の
で
、
被
疑
者
が
そ
れ
を
認
諾
し
、
支
払
を
完
了
す
れ
ば
、

罰
金
刑
の
執
行
が
終
了
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
執
行
の
所
管
官
庁

は
国
の
執
行
官
事
務
所
で
あ
る
。

第
四　

拘
禁

　

拘
禁
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
の
定
め
る
唯
一
の
自
由
刑
で
あ
る
。

現
行
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典
が
制
定
さ
れ
た
当
初
、
自
由
刑
に
属
す

る
も
の
と
し
て
、
刑
罰
と
し
て
の
拘
禁
の
ほ
か
に
不
定
期
の
制
裁
と

し
て
少
年
拘
禁
及
び
抑
留
（
保
安
拘
禁
）
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
後
二
者
は
不
定
期
の
制
裁
に
対
す
る
批
判
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
順

次
廃
止
さ
れ
、
定
期
刑
で
あ
る
拘
禁
の
み
が
残
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
少
年
拘
禁
廃
止
と
一
九
八
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
国
立
の

少
年
福
祉
学
校
の
廃
止
と
に
よ
っ
て
少
年
犯
罪
者
に
対
す
る
効
果
的

な
自
由
剥
奪
処
分
が
消
滅
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
九
九
〇
年
代
に

な
っ
て
新
た
に
「
閉
鎖
的
少
年
保
護
」
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
、
少

年
犯
罪
者
に
対
す
る
実
質
的
な
自
由
剥
奪
処
分
が
復
活
し
て
い
る

（
後
述
第
七
の
三
参
照
）。

　

拘
禁
は
刑
罰
の
一
つ
で
あ
り
、
終
身
拘
禁
と
有
期
拘
禁
と
に
分
か

れ
る
（
刑
法
二
六
章
一
条
）。
こ
の
ほ
か
に
拘
禁
の
特
別
形
態
と
し

て
罰
金
不
納
付
者
に
対
す
る
換
刑
処
分
と
し
て
の
拘
禁
（
刑
法
二
五

章
八
条
二
項
）
と
保
護
観
察
に
併
科
さ
れ
る
拘
禁
（
刑
法
二
八
章
三

条
一
項
）
と
が
存
在
す
る
。

　

拘
禁
の
選
択
基
準
と
し
て
刑
法
三
〇
章
四
条
は
犯
罪
の
刑
罰
価
値

と
被
告
人
の
犯
罪
歴
に
注
意
を
払
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、

二
一
歳
未
満
の
被
告
人
に
対
し
て
拘
禁
を
選
択
す
る
こ
と
は
強
く
制
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限
さ
れ
て
い
る
（
刑
法
三
〇
章
五
条
）。

一
、
終
身
拘
禁

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
最
も
重
い
刑
罰
で
あ
る
。
行
為
時
二
一

歳
未
満
の
者
を
終
身
拘
禁
に
処
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
刑
法

二
九
章
七
条
二
項
）。

　

こ
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
犯
罪
は
、
謀
殺
、
略
取
誘
拐
、
重
放

火
、
重
公
共
危
険
災
害
、
重
業
務
妨
害
、
重
航
空
機
、
船
舶
又
は
車

両
強
取
、
重
海
上
及
び
航
空
業
務
妨
害
、
重
空
港
業
務
妨
害
、
重
毒

物
及
び
病
原
菌
散
布
、
国
家
治
安
妨
害
、
反
逆
罪
、
対
外
交
渉
に
お

け
る
不
忠
実
の
罪
、
戦
争
状
態
に
お
い
て
国
家
の
自
決
権
を
危
う
く

し
た
場
合
の
対
外
交
渉
に
お
け
る
専
断
的
行
為
の
罪
、
重
ス
パ
イ
罪
、

刑
法
二
一
章
に
戦
時
下
の
戦
闘
員
の
規
律
違
反
行
為
と
し
て
犯
罪
化

さ
れ
て
い
る
重
大
な
犯
罪
群
、
及
び
刑
法
二
二
章
に
定
め
る
戦
時
下

の
国
防
反
逆
罪
、
対
人
地
雷
使
用
、
化
学
兵
器
使
用
、
放
射
能
散
布

等
に
関
す
る
重
大
な
犯
罪
群
で
あ
り
、
特
別
刑
法
で
は
、
民
族
殺
人
、

テ
ロ
リ
ス
ト
鎮
圧
の
た
め
の
欧
州
共
同
体
の
決
定
に
基
づ
く
一
定
の

犯
罪
（
テ
ロ
リ
ス
ト
犯
罪
）
で
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、
実
際
に
は
謀
殺

（m
ord

）
に
対
し
て
の
み
終
身
刑
が
適
用
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
終
身
拘
禁

の
言
渡
し
件
数
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
増
加
が
み
ら
れ
た）（（
（

が
、
最
近

（
二
〇
一
〇
年
代
）
で
は
減
少
傾
向
に
あ
る
（
付
表
Ｄ-

Ⅴ
及
び
Ⅵ
参

照
）。

　

終
身
拘
禁
と
い
っ
て
も
他
の
受
刑
者
と
同
様
に
外
泊
制
度
が
適
用

さ
れ
る）（（
（

の
で
、
近
親
者
等
を
訪
問
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
な
く
、
そ

の
間
に
逃
走
事
故
を
起
こ
す
者
も
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

終
身
拘
禁
に
は
仮
釈
放
の
制
度
の
適
用
が
な
い
。
以
前
は
終
身
刑

受
刑
者
は
恩
赦
の
申
請
を
行
い
、
恩
赦
が
認
め
ら
れ
る
と
終
身
刑
が

有
期
刑
に
減
刑
さ
れ
る
の
で
、
減
刑
後
の
有
期
刑
に
つ
い
て
仮
釈
放

の
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
ほ
ぼ
一
〇
年
な
い
し
一
四
年
前
後
の

刑
期
を
終
え
た
時
点
で
仮
釈
放
さ
れ
て
い
た
と
い
う）（（
（

。

　

し
か
し
、
二
〇
〇
六
年
に
終
身
拘
禁
刑
の
変
換
に
関
す
る
法
律

（
二
〇
〇
六
年
法
律
第
四
五
号
）
が
制
定
さ
れ
て
、
恩
赦
に
よ
る
以

外
に
終
身
拘
禁
を
有
期
拘
禁
に
変
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
二

〇
〇
六
年
一
一
月
に
施
行
さ
れ
た
こ
の
法
律
に
よ
る
と
、
変
換
の
申

請
は
、
受
刑
者
又
は
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
矯
正
保
護
が

行
う
（
同
法
二
条
）。
変
換
の
申
請
は
、
受
刑
者
が
終
身
刑
の
執
行

を
、
一
〇
年
を
超
え
て
受
け
終
っ
た
と
き
に
、
書
面
で
（
同
法
六

条
）、
検
察
官
を
相
手
方
と
し
て
（
同
法
七
条
）
こ
れ
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
（
同
法
三
条
）。
変
換
の
審
理
に
際
し
て
は
、
対
象
者
が

受
け
終
っ
た
刑
期
、
量
刑
の
根
拠
と
な
っ
た
事
情
に
つ
い
て
判
決
よ

り
読
取
れ
る
事
項
、
受
刑
者
が
重
大
な
犯
罪
の
再
犯
を
す
る
危
険
が

存
在
す
る
か
否
か
、
受
刑
者
が
終
身
刑
の
執
行
の
際
に
適
用
さ
れ
る
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事
項
を
無
視
し
た
か
否
か
、
及
び
対
象
者
が
自
ら
の
社
会
復
帰
を
促

進
す
る
こ
と
に
協
力
し
た
か
否
か
が
特
に
考
慮
さ
れ
る
（
同
法
四
条

一
項
）。

　

特
に
、
再
犯
の
可
能
性
に
関
す
る
情
報
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
必
要

が
明
ら
か
に
な
い
場
合
を
除
き
、
法
医
学
庁
の
所
見
を
取
得
し
な
い

で
、
変
換
の
決
定
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
同
法
一
〇
条）（（
（

）。

　

申
請
が
認
容
さ
れ
る
と
宣
告
さ
れ
た
終
身
刑
は
有
期
の
拘
禁
刑
に

変
換
さ
れ
る
。
刑
期
は
、
受
刑
者
が
受
刑
し
終
っ
た
刑
期
を
出
発
点

と
し
か
つ
仮
釈
放
の
規
則
並
び
に
自
由
な
生
活
へ
の
移
行
を
容
易
に

す
る
た
め
に
受
刑
者
の
必
要
と
す
る
措
置
を
考
慮
し
て
定
め
る
が
、

宣
告
し
得
る
最
長
の
有
期
刑
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。
変
換
の
申

請
（
書
面
の
み
）
は
エ
レ
ブ
ロ
地
方
裁
判
所
が
こ
れ
を
審
理
す
る

（
同
法
六
条
）。
審
理
に
は
参
審
員
が
関
与
し
、
裁
判
は
決
定
で
な
さ

れ
る
（
同
法
一
三
条
）。

二
、
有
期
拘
禁

　

拘
禁
の
最
低
期
間
は
一
四
日
、
原
則
と
し
て
最
長
期
間
は
一
〇
年

で
あ
る
（
刑
法
二
六
章
一
条
）。
併
合
罪
、
再
犯
に
よ
る
加
重
が
行

わ
れ
る
場
合
に
は
最
長
期
間
は
一
八
年）（（
（

で
あ
る
。
最
長
期
間
は
、
拘

禁
の
上
限
一
〇
年
（
同
章
一
条
）
に
刑
法
二
六
章
二
条
に
よ
る
加
重

の
上
限
（
四
年
）
と
同
章
三
条
の
再
犯
加
重
の
上
限
（
四
年
）
と
を

加
え
た
年
数
で
定
ま
る
が
、
一
八
年
が
限
度
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
法

二
六
章
三
条
一
項
）。
併
合
罪
と
し
て
拘
禁
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

併
合
さ
れ
る
罪
の
一
つ
に
拘
禁
が
規
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
他
の
罪
に

拘
禁
が
規
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
拘
禁
を
適
用
で
き
る
（
刑
法
二
六

章
二
条
）。

　

有
期
拘
禁
に
処
さ
れ
た
者
は
、
刑
期
の
一
月
以
上
か
つ
三
分
の
二

を
終
了
し
た
と
き
に
仮
釈
放
さ
れ
る
。
仮
釈
放
は
必
要
的
で
あ
る
。

た
だ
し
、
反
則
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
仮
釈
放
に
反
対
す
る
明
白
な
理

由
が
あ
る
場
合
に
は
延
期
さ
れ
る）（（
（

。
仮
釈
放
さ
れ
た
者
は
原
則
と

し
て
残
存
刑
期
の
観
察
期
間
中
保
護
司
の
監
督
を
受
け
る
。

　

仮
釈
放
は
、
保
護
観
察
と
併
科
さ
れ
る
拘
禁
（
後
述
第
六
の
三
参

照
）
及
び
罰
金
の
換
刑
処
分
と
し
て
の
拘
禁
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

終
身
拘
禁
に
適
用
が
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
。

三
、
拘
禁
の
執
行

　

拘
禁
に
は
二
つ
の
執
行
形
式
が
あ
る
。
一
つ
は
矯
正
保
護
施
設
に

収
容
し
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
他
は
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
せ
ず
に

行
う
も
の
で
あ
る
。

　

通
常
拘
禁
に
処
さ
れ
た
者
は
、
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
る

（
刑
法
二
六
章
五
条
）。
矯
正
保
護
施
設
内
に
お
け
る
処
遇
は
、
拘
禁

法
（
二
〇
一
〇
年
法
律
六
一
〇
号
）
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
し
か
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し
、
刑
期
が
六
月
以
下
の
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
が
請
求
す

る
場
合
、
電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九

四
年
法
律
四
五
一
号
）
に
従
っ
て
施
設
外
で
執
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

Ａ
．
矯
正
保
護
施
設
に
お
け
る
執
行

　

通
常
の
執
行
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
の
執
行
は
矯
正
保
護
施

設
の
中
で
完
了
す
る
も
の
で
は
な
く
、
執
行
終
了
後
通
常
の
社
会
生

活
に
戻
っ
た
後
に
再
犯
が
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
矯

正
保
護
の
現
代
化
の
標
語
の
下
に
受
刑
者
の
社
会
復
帰
に
重
点
を
置

い
た
矯
正
保
護
の
改
革
が
進
み
、
行
刑
法
（
一
九
七
四
年
法
律
二
〇

三
号
）
が
廃
止
さ
れ
て
、
現
行
の
拘
禁
法
が
制
定
、
施
行
さ
れ
て
い

る
）
（（
（

。

　

重
点
は
、
仮
釈
放
と
の
接
続
を
意
識
し
つ
つ
、
施
設
内
の
生
活
と

出
所
後
の
生
活
の
連
続
性
を
ど
の
よ
う
に
保
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
）
（（
（

。
在
来
の
施
設
外
滞
在
に
関
す
る
行
刑
法
三
四
条
を
廃
止
し
て
、

下
記
の
四
個
の
出
所
措
置
を
設
け
る
法
改
正
が
二
〇
〇
六
年
に
行
わ

れ
（
二
〇
〇
七
年
改
革
）、
そ
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
拘
禁
法

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

①　

外
部
通
勤

　

受
刑
者
が
日
中
施
設
外
で
勤
務
し
、
学
科
教
育
も
し
く
は
職
業
訓

練
に
参
加
し
、
処
遇
（
治
療
）
を
受
け
、
又
は
特
に
準
備
さ
れ
た
活

動
に
参
加
す
る
こ
と
を
い
い
、
受
刑
者
が
釈
放
後
通
常
の
社
会
生
活

に
入
っ
て
い
け
る
よ
う
に
し
て
や
る
必
要
の
あ
る
者
に
対
し
て
認
め

ら
れ
る
（
拘
禁
法
一
一
章
二
条
）。

　

②　

保
護
滞
在

　

社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
二
〇
〇
一
年
法
律
四
五
三
号
）
六
章
一
条
に

定
め
る
居
住
と
保
護
の
た
め
の
ホ
ー
ム）（（
（

に
収
容
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
の
措
置
の
対
象
と
な
る
の
は
、
依
存
性
の
薬
物
乱
用
の
あ
る

受
刑
者
な
ど
で
、
再
犯
そ
の
他
の
危
険
の
な
い
者
で
あ
る
（
拘
禁
法

一
一
章
三
条
）。

　

③　

中
間
施
設
収
容

　

こ
れ
は
、
受
刑
者
を
補
導
援
護
す
る
の
に
適
し
た
、
矯
正
保
護
の

統
制
下
に
あ
る
施
設
に
受
刑
者
を
収
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
三
月
以

上
か
つ
刑
期
の
半
分
の
執
行
を
受
け
終
っ
た
者
で
、
再
犯
そ
の
他
の

危
険
の
な
い
者
が
こ
の
措
置
の
対
象
に
な
る
。
受
刑
者
は
、
中
間
施

設
で
服
役
し
、
学
科
教
育
も
し
く
は
職
業
訓
練
に
参
加
し
、
処
遇

（
治
療
）
を
受
け
、
又
は
特
に
準
備
さ
れ
た
活
動
に
参
加
す
る
こ
と

に
な
る
（
拘
禁
法
一
一
章
四
条
）。

　

④　

延
長
外
部
通
勤

　

こ
れ
は
、
矯
正
保
護
の
統
制
を
受
け
な
が
ら
、
自
宅
で
刑
の
執
行

を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
三
月
以
上
か
つ
刑
期
の
半
分
の
執
行

を
受
け
終
っ
た
者
で
、
再
犯
そ
の
他
の
危
険
の
な
い
者
が
こ
の
措
置
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の
対
象
に
な
る
。
住
宅
と
し
て
使
用
で
き
る
自
宅
の
あ
る
者
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
受
刑
者
は
、
自
宅
で
服
役
し
、
学
科
教
育
も
し
く

は
職
業
訓
練
に
参
加
し
、
処
遇
（
治
療
）
を
受
け
、
又
は
特
に
準
備

さ
れ
た
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
（
拘
禁
法
一
一
章
五
条
）。

　

以
上
の
出
所
措
置
の
許
可
に
は
矯
正
保
護
当
局
が
必
要
と
す
る
条

件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
条
件
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
電

子
的
補
助
手
段
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
拘
禁
法
一
一
章
六
条
）。

一
方
、
上
記
の
出
所
措
置
を
受
け
る
者
は
、
善
行
を
保
持
し
、
ア
ル

コ
ー
ル
そ
の
他
の
酩
酊
性
物
質
の
摂
取
を
控
え
、
そ
の
統
制
の
た
め

に
血
液
検
査
、
尿
検
査
、
呼
気
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら

れ
、
施
設
外
滞
在
に
つ
い
て
有
意
味
な
状
況
を
矯
正
保
護
に
連
絡
し
、

矯
正
保
護
の
指
示
に
従
っ
て
矯
正
保
護
と
接
触
を
保
ち
、
出
所
措
置

に
適
用
さ
れ
る
条
件
又
は
規
定
を
守
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る

（
拘
禁
法
一
一
章
七
条
）。

　

出
所
措
置
の
許
可
は
、
①
そ
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
又
は

②
対
象
者
が
告
知
さ
れ
た
条
件
に
従
っ
て
自
ら
を
正
さ
ず
、
又
は
出

所
措
置
に
伴
う
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
破
棄
さ
れ
る
（
拘
禁
法
一

一
章
八
条
）。

Ｂ
．
電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察

　

電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
は
六
月
以
下
の
拘
禁
に
処
さ
れ
た

受
刑
者
本
人
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
矯
正
保
護
施
設
外
で
実
施
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
保
護
観
察
に
併
科
さ
れ
た
拘
禁
受
刑
者
に
は
適
用
が

な
い
。
こ
れ
に
関
す
る
規
定
は
刑
法
の
中
に
は
な
く
、
別
に
電
子
的

統
制
を
伴
う
強
化
観
察
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
四
年
法
律
四
五
一

号
）
（（
（

）
が
存
在
す
る
。
裁
判
所
は
単
に
被
告
人
を
有
期
の
拘
禁
に
処
す

る
。
拘
禁
に
処
さ
れ
た
者
が
そ
の
執
行
を
受
け
る
段
階
で
、
矯
正
保

護
が
受
刑
者
に
そ
の
情
報
を
提
供
す
る
（
同
法
一
〇
条
）。
受
刑
者

の
申
請
に
基
づ
い
て
矯
正
保
護
が
審
理
を
行
い
（
同
法
九
条
一
項
）、

そ
の
判
断
で
強
化
観
察
が
実
施
さ
れ
る
。
申
請
に
対
す
る
矯
正
保
護

の
決
定
に
対
し
て
は
不
服
申
立
が
で
き
る
（
同
条
二
項
）。

　

電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
者
（
同

法
三
条
）
は
、
足
に
発
信
機
を
装
着
さ
れ
、
同
時
に
自
宅
の
電
話
器

に
矯
正
保
護
に
接
続
す
る
受
信
装
置
を
付
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行

動
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
機
械
の
使
用
の
た
め
に
受
刑

者
は
一
定
の
費
用
を
負
担
す
る
（
同
法
五
条
）。
受
刑
者
は
矯
正
保

護
と
接
触
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
六
条
）。
ま
た
、
対

象
者
は
、
尿
検
査
、
血
液
検
査
、
呼
気
検
査
等
必
要
な
検
査
を
随
時

受
け
る
義
務
を
科
さ
れ
る
（
同
法
四
条
）。

　

施
設
外
執
行
は
保
護
観
察
で
は
な
い
の
で
保
護
司
は
選
任
さ
れ
ず
、

矯
正
保
護
の
職
員
が
直
接
対
象
者
と
接
触
を
保
ち
、
行
動
の
監
視
に

あ
た
る
。
監
視
の
た
め
に
補
助
者
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法

六
条
二
項
）。
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こ
の
制
度
は
、
拘
禁
に
よ
る
自
由
の
剥
奪
が
も
た
ら
す
有
害
な
効

果
を
減
殺
す
る
と
同
時
に
、
拘
禁
と
い
う
刑
罰
の
も
つ
介
入
的
な
性

格
は
維
持
し
た
い
と
い
う
刑
事
政
策
的
な
関
心
に
基
づ
い
て
構
想
さ

れ
た
。
電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
が
拘
禁
の
施
設
外
執
行
或
い

は
拘
禁
の
一
形
態
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る）（（
（

。

第
五　

条
件
付
判
決

　

条
件
付
判
決
は
刑
法
二
七
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
制
裁
で
あ
る
。

罰
金
が
充
分
な
制
裁
と
さ
れ
る
犯
罪
に
は
用
い
ら
れ
な
い
（
同
章
一

条
）。
し
か
し
一
方
、
拘
禁
を
猶
予
す
る
と
い
う
判
決
に
な
る
わ
け

で
も
な
い
。
刑
罰
（
罰
金
と
拘
禁
）
を
含
め
て
刑
法
に
規
定
さ
れ
て

い
る
制
裁
を
条
件
付
き
で
猶
予
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

条
件
付
判
決
に
処
さ
れ
た
者
に
は
二
年
間
の
観
察
期
間
が
科
さ
れ

る
。
そ
の
間
対
象
者
は
、
善
行
を
保
持
し
、
能
力
に
応
じ
て
自
分
の

生
計
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
法
二
七
章
四
条
一
項
）。

　

条
件
付
判
決
に
は
、
犯
罪
に
対
す
る
法
定
刑
に
罰
金
が
含
ま
れ
て

い
る
か
否
か
に
関
係
な
く
二
〇
〇
日
以
下
の
日
数
罰
金
を
併
科
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
刑
法
二
七
章
二
条
、
同
三
〇
章
八
条
）。
そ
の
他

遵
守
事
項
と
し
て
刑
事
損
害
賠
償
義
務
の
履
行
と
と
も
に
、
被
害
者

に
協
力
し
て
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
回
復
を
図
る
こ
と
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
法
二
七
章
五
条
）。

　

条
件
付
判
決
に
は
い
わ
ゆ
る
社
会
奉
仕
命
令
を
遵
守
事
項
と
し
て

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
章
二
条
の
二
）。
社
会
奉
仕
命
令
は
、

自
由
刑
の
代
替
処
分
と
し
て
一
九
九
〇
年
よ
り
試
行
的
に
実
施
さ
れ）（（
（

、

そ
の
効
果
を
確
認
し
た
後
保
護
観
察
の
遵
守
事
項
と
し
て
一
九
九
三

年
一
月
一
日
よ
り
全
国
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
命
令
は
、
更
に
一
九
九

九
年
一
月
一
日
よ
り
条
件
付
判
決
に
拡
大
さ
れ
、
そ
の
際
に
特
別
法

か
ら
刑
法
典
の
中
に
取
込
ま
れ
た
。

　

社
会
奉
仕
命
令
は
条
件
付
判
決
を
言
渡
す
際
に
観
察
期
間
中
の
遵

守
事
項
と
し
て
被
告
人
に
科
さ
れ
る
。
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
と
、

四
〇
時
間
以
上
二
四
〇
時
間
以
下
で
裁
判
所
の
定
め
る
時
間
無
報
酬

の
労
働
に
服
す
る
こ
と
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
社
会
奉
仕
命
令
は
被

告
人
が
同
意
す
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
、
拘
禁
と
同
様
の
介
入
性

を
求
め
ら
れ
る
が
、
人
間
性
に
反
す
る
よ
う
な
使
役
を
内
容
と
し
て

は
な
ら
な
い
。
同
意
を
要
件
と
す
る
の
は
、
こ
の
命
令
の
実
質
的
な

効
果
を
実
現
す
る
た
め
に
は
被
告
人
の
意
欲
が
決
定
的
で
あ
る
と
同

時
に
社
会
奉
仕
を
強
制
労
働
と
し
な
い
た
め
で
あ
る）（（
（

。
作
業
の
内
容

は
、
環
境
・
自
然
保
護
、
教
育
・
文
化
・
体
育
活
動
な
ど
公
共
活
動

に
関
る
も
の
を
選
ぶ
も
の
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

こ
の
命
令
は
保
護
観
察
と
条
件
付
判
決
の
双
方
に
用
い
ら
れ
る
が
、

ど
ち
ら
の
場
合
も
拘
禁
に
代
替
す
る
性
格
を
も
ち
、
対
象
者
の
社
会

適
応
を
促
進
す
る
と
認
め
ら
れ
る
点
は
同
様
で
あ
る
。
そ
の
相
違
は
、
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条
件
付
判
決
と
保
護
観
察
の
制
裁
の
相
違
に
帰
さ
れ
る
。
そ
の
要
点

は
、
対
象
者
の
犯
し
た
罪
が
初
犯
で
継
続
の
危
険
性
が
な
い
場
合
、

対
象
者
に
対
す
る
監
督
の
必
要
性
の
な
い
場
合
等
が
条
件
付
判
決

（
刑
法
三
〇
章
七
条
一
項
参
照
）、
そ
の
逆
の
場
合
が
保
護
観
察
と
さ

れ
る
（
刑
法
三
〇
章
九
条
一
項
参
照
）。
ま
た
、
社
会
奉
仕
命
令
を

独
立
の
制
裁
と
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
制
裁
体
系
の
中
の
位
置

付
け
、
特
に
制
裁
選
択
に
関
す
る
現
行
規
則
の
変
更
と
い
う
大
き
い

問
題
を
引
起
こ
す
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

　

条
件
付
判
決
に
罰
金
を
併
科
す
る
の
は
犯
罪
の
重
さ
に
対
す
る
考

慮
を
働
か
せ
る
た
め
で
、
前
述
の
よ
う
に
条
件
付
判
決
に
は
罰
金
が

併
科
さ
れ
る）（（
（

。
社
会
奉
仕
命
令
が
併
科
さ
れ
る
の
は
、
犯
罪
は
軽
い

が
対
象
者
の
個
人
的
状
況
か
ら
そ
れ
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
た
め
で

あ
る
。
損
害
賠
償
等
は
、
そ
の
必
要
性
に
応
じ
て
命
じ
ら
れ
る
。

　

社
会
奉
仕
命
令
を
遵
守
事
項
と
す
る
条
件
付
判
決
の
言
渡
し
に
は
、

拘
禁
に
換
算
し
た
場
合
の
刑
期
の
指
定
が
必
要
と
さ
れ
る
（
同
章
二

条
の
二
、
二
項
）。
換
算
率
は
、
下
限
の
四
〇
時
間
が
一
月
の
拘
禁
、

以
下
一
月
ご
と
に
二
〇
時
間
を
加
算
し
、
上
限
の
二
四
〇
時
間
は
一

一
月
の
拘
禁
に
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
こ
の
基
準
は
社
会

奉
仕
命
令
の
試
行
期
間
中
の
運
用
の
評
価
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

最
高
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
と
、
次
の
場
合
に
社
会
奉
仕
命
令
付

の
条
件
付
判
決
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
①
一
五
四
リ
ッ
ト
ル
の
焼
酎

を
ド
イ
ツ
か
ら
密
輸
入
し
よ
う
と
し
た
男
に
対
し
て
、
刑
を
受
け
た

前
歴
が
な
い
こ
と
、
犯
罪
を
継
続
す
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、

社
会
奉
仕
命
令
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
そ
の
個
人
的
状
況
等

に
て
ら
し
て
こ
の
命
令
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

②
運
転
後
の
検
査
で
呼
気
一
リ
ッ
ト
ル
中
〇
・
六
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
の

ア
ル
コ
ー
ル
が
検
出
さ
れ
た
飲
酒
運
転
の
男
に
対
し
て
、
検
出
量
が

比
較
的
小
さ
い
こ
と
、
飲
酒
運
転
が
交
通
量
の
少
な
い
時
間
帯
に
行

わ
れ
、
危
険
性
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
、
運
転
は
早
朝
駐
車
場
か
ら
自

宅
ま
で
の
短
距
離
の
移
動
で
あ
っ
た
こ
と
、
犯
罪
を
継
続
す
る
と
は

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
社
会
奉
仕
命
令
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
及
び

そ
の
個
人
的
状
況
等
に
て
ら
し
て
こ
の
命
令
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
処
分
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

社
会
奉
仕
命
令
の
執
行
は
、
矯
正
保
護
の
所
管
で
あ
る
（
社
会
内

制
裁
の
執
行
に
関
す
る
政
令
（
一
九
九
八
年
六
四
三
号
）
三
章
一

条
）。第

六　

保
護
観
察

　

保
護
観
察
は
刑
法
二
八
章
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
罰
金
で
十
分
な

犯
罪
に
つ
い
て
被
告
人
を
保
護
観
察
に
処
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

保
護
観
察
の
判
決
は
、
確
定
を
ま
た
ず
に
執
行
さ
れ
、
執
行
開
始
の

日
か
ら
原
則
と
し
て
三
年
間
継
続
す
る
。
そ
の
間
対
象
者
は
監
督
に
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服
す
る
（
刑
法
二
八
章
四
条
）。
そ
の
た
め
刑
法
は
、
裁
判
所
が
判

決
の
確
定
す
る
ま
で
そ
の
執
行
を
延
期
で
き
る
と
い
う
趣
旨
の
規
定

を
設
け
て
い
る
（
同
章
五
条
）。
保
護
観
察
の
執
行
は
、
社
会
内
制

裁
の
執
行
に
関
す
る
政
令）（（
（

に
よ
る
。

一
、
監
督

　

保
護
観
察
の
特
徴
は
、
条
件
付
判
決
の
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

監
督
と
結
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
監
督
は
保
護
司
を
通
し
て

行
わ
れ
る
。
保
護
司
に
は
矯
正
保
護
の
職
員
が
あ
た
る
場
合
と
一
般

の
民
間
人
が
あ
た
る
場
合
が
あ
る
（
同
政
令
二
章
三
条
一
項
）。
保

護
観
察
の
判
決
の
際
裁
判
所
は
判
決
の
中
で
矯
正
保
護
が
保
護
観
察

に
責
任
を
も
つ
旨
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
政
令
二
章
一

条
）。
矯
正
保
護
は
、
保
護
観
察
の
判
決
の
通
知
を
受
け
た
後
速
や

か
に
監
督
が
実
行
で
き
る
よ
う
に
準
備
を
し
、
判
決
に
保
護
司
の
指

定
の
な
い
場
合
に
は
保
護
司
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
政

令
二
章
二
条
）。
保
護
司
の
指
定
に
つ
い
て
対
象
者
は
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
（
同
政
令
二
章
三
条
後
段
）。
監
督
は
保
護
観
察

の
継
続
中
存
続
す
る
が
、
通
常
は
一
年
で
終
了
す
る
（
刑
法
二
八
章

五
條
二
項
）。

二
、
社
会
奉
仕
命
令

　

保
護
観
察
に
は
社
会
奉
仕
命
令
を
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
条
件
は
、
条
件
付
判
決
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
（
刑
法
二
八
章
二

条
の
二
、
一
項
）。
規
定
の
文
言
は
条
件
付
判
決
に
関
す
る
二
七
章

二
条
の
二
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
条
件
付
判
決
の
場

合
と
同
様
に
日
数
罰
金
を
併
科
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
刑

法
二
八
章
二
条
）。

三
、
拘
禁
の
併
科

　

こ
の
ほ
か
、
保
護
観
察
に
は
一
四
日
以
上
三
月
以
下
の
拘
禁
を
併

科
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
章
三
条
）。
六
二
刑
法
の
制
定
の
際
、

保
護
観
察
に
は
短
期
の
施
設
収
容
処
遇
を
付
加
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
た）（（
（

が
、
少
年
拘
禁
の
廃
止
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
、
現
在
の
制

度
が
導
入
さ
れ
た
。
法
務
資
料
の
刑
法
典
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
二
八

章
三
条
の
規
定
の
内
容
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
施
設
内
処

遇
は
少
年
犯
罪
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
少
年

拘
禁
へ
の
批
判
と
と
も
に
こ
の
制
度
も
批
判
さ
れ
、
一
九
八
〇
年
の

少
年
拘
禁
の
廃
止
（
一
九
七
九
年
法
律
六
八
〇
号
）
に
あ
わ
せ
て
廃

止
さ
れ
た）（（
（

。

　

こ
の
背
景
か
ら
本
条
の
拘
禁
は
刑
法
二
六
章
に
定
め
る
拘
禁
と
は

性
質
が
異
な
る
。
こ
の
場
合
の
拘
禁
に
は
仮
釈
放
が
な
い
（
刑
法
二
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六
章
六
条
二
項
）。
拘
禁
の
刑
期
を
合
算
す
る
場
合
に
除
外
さ
れ
る

（
同
章
八
条
）。
刑
法
に
規
定
さ
れ
た
拘
禁
の
下
限
が
三
月
を
超
え
て

い
て
も
こ
れ
を
下
回
る
拘
禁
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
少
年
犯

罪
者
に
対
し
て
拘
禁
に
処
す
べ
き
と
き
に
選
択
で
き
る
閉
鎖
的
少
年

保
護
を
言
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い）（（
（

。
ま
た
、
拘
禁
を
併
科
す
る
と
き

に
は
同
時
に
被
告
人
に
社
会
奉
仕
命
令
を
言
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
、
契
約
治
療
保
護

　

更
に
、
保
護
観
察
の
付
随
処
分
と
し
て
契
約
治
療
保
護
の
制
度
が

存
在
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
別
の
機
会
に
紹
介
し
た
こ
と
が

あ
る）（（
（

。
刑
法
三
〇
章
九
条
二
項
三
号
は
、「
依
存
性
薬
物
の
乱
用
又

は
本
質
的
な
程
度
で
保
護
も
し
く
は
そ
の
他
の
処
遇
を
必
要
と
す
る

そ
の
他
の
特
別
な
状
況
が
犯
罪
の
実
行
を
た
す
け
て
い
た
場
合
で

あ
っ
て
、
か
つ
被
告
人
が
自
分
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
計
画
に
従
っ

て
保
護
観
察
の
執
行
と
同
時
に
命
じ
ら
れ
る
適
切
な
処
遇
を
受
け
る

意
思
を
明
確
に
し
て
い
る
か
」
否
か
に
注
意
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て

お
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
裁
判
所
は
判
決
主
文
に
代
替
的
拘
禁
の
刑

期
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
被
告
人
が
自
ら
実
行
す
る
処
遇
計
画
に

関
す
る
遵
守
事
項
を
常
に
言
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
法
二
八

章
六
条
の
二
）。
契
約
治
療
保
護
が
言
渡
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
処
遇

は
長
期
に
わ
た
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
保
護
観
察
の
観
察
期

間
の
終
了
の
例
外
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
同
章
五
条
四
項
）。

　

保
護
観
察
の
選
択
基
準
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
に
替
え
て
保
護
観
察

を
選
択
す
る
と
き
に
考
慮
す
べ
き
事
項
が
刑
法
三
〇
章
九
条
に
下
記

の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
１
）　

保
護
観
察
が
再
犯
の
防
止
に
役
立
つ
こ
と
。

　
（
２
）　

被
告
人
の
罪
と
結
合
し
て
い
る
個
人
的
状
況
に
変
化
が

あ
っ
た
か
。

　
（
３
）　

薬
物
乱
用
に
対
す
る
処
遇
を
受
け
て
い
る
か
。

　
（
４
）　

契
約
治
療
保
護
を
受
け
る
意
思
を
明
確
に
し
て
い
る
か
。

　
（
５
）　

社
会
奉
仕
命
令
の
併
科
に
同
意
し
て
い
る
か
。

第
七　

少
年
の
特
別
保
護
へ
の
委
託

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
の
刑
事
責
任
年
齢
は
一
五
歳
で
あ
る
（
刑
法

一
章
六
条
）。
こ
の
年
齢
に
満
た
な
い
少
年
は
刑
事
処
分
の
対
象
に

な
ら
ず
、
す
べ
て
地
方
の
社
会
福
祉
委
員
会
が
担
当
す
る
。
仮
に
触

法
行
為
を
行
っ
て
も
完
全
な
秘
密
が
守
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
刑
法

に
は
次
の
よ
う
な
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
①
二
一
歳
未
満
の
者

に
対
し
て
は
拘
禁
の
適
用
が
制
限
さ
れ
る
（
刑
法
三
〇
章
五
条
）。

②
裁
判
所
は
そ
の
若
さ
に
配
慮
し
て
刑
を
で
き
る
だ
け
軽
く
す
る
必

要
が
あ
る
ほ
か
、
二
一
歳
未
満
の
者
を
終
身
拘
禁
に
付
す
こ
と
は
禁

止
さ
れ
て
い
る
（
刑
法
二
九
章
七
条
）。
特
に
、
③
一
八
歳
未
満
の
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者
へ
の
科
刑
を
回
避
す
る
こ
と
は
、
現
行
刑
法
制
定
の
当
初
よ
り
確

立
し
た
原
理
に
な
っ
て
お
り
（
六
二
刑
法
三
三
章
四
条
、
現
刑
法
三

〇
章
五
条
）、
こ
の
点
は
一
九
八
〇
年
の
社
会
福
祉
改
革
後
も
変
化

し
て
い
な
い）（（
（

。

　

一
九
八
〇
年
の
社
会
福
祉
改
革）（（
（

に
よ
り
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
社
会
福

祉
制
度
は
大
き
い
変
革
を
受
け
、
統
合
的
な
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
一
本

化
さ
れ
た
。
児
童
福
祉
も
こ
の
中
に
包
み
込
ま
れ
、
日
本
の
教
護
院

な
い
し
児
童
自
立
支
援
施
設
に
類
す
る
施
設
で
あ
っ
た
国
立
の
少
年

福
祉
学
校
は
廃
止
さ
れ
、
強
制
的
要
素
を
最
小
限
に
す
る
改
革
が
な

さ
れ
た
。
そ
の
不
足
を
補
う
た
め
少
年
の
保
護
に
関
す
る
特
別
規
定

が
別
に
制
定
さ
れ
て
、
犯
罪
少
年
を
含
む
要
保
護
児
童
は
、
同
規
定

一
二
条
に
よ
り
特
別
な
名
称
の
な
い
「
特
別
に
厳
格
な
監
視
に
服
す

る
必
要
の
あ
る
少
年
の
保
護
の
た
め
の
特
別
な
少
年
ホ
ー
ム
」
に
収

容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
一
二
条

ホ
ー
ム
と
い
う
通
称
の
元
と
な
っ
た
。

　

少
年
の
特
別
保
護
へ
の
委
託
は
二
〇
〇
六
年
の
刑
法
改
正
で
採
用

さ
れ
た
章
名
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
刑
法
三
一
章

一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
社
会
福
祉
委
員
会
へ
の
委
託
は
廃
止
さ
れ
、

刑
法
三
二
章
一
条
以
下
に
少
年
保
護
が
規
定
さ
れ
、
同
章
二
条
に
少

年
奉
仕
命
令
が
独
立
の
制
裁
と
し
て
新
設
さ
れ
、
か
つ
、
同
章
五
条

に
同
じ
く
刑
法
三
一
章
一
条
の
二
に
規
定
さ
れ
て
い
た
閉
鎖
的
少
年

保
護
が
移
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
少
年
に
対
す
る
制
裁
は
刑
法
三
二

章
の
中
に
「
少
年
の
特
別
保
護
へ
の
委
託
」
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
、
少
年
の
保
護
（
刑
法
三
二
章
一
条
）

　

六
二
刑
法
三
一
章
一
条
は
二
一
歳
未
満
の
被
告
人
が
社
会
サ
ー
ビ

ス
法
（
二
〇
〇
一
年
法
律
四
五
三
号）（（
（

）
又
は
少
年
の
保
護
に
関
す
る

特
別
規
定
（
一
九
九
〇
年
法
律
五
二
号）（（
（

）
に
よ
る
保
護
又
は
そ
の
他

の
措
置
の
対
象
と
な
り
得
る
場
合
、
裁
判
所
が
被
告
人
を
児
童
（
社

会
）
福
祉
委
員
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

こ
の
規
定
は
上
記
の
よ
う
に
二
〇
〇
六
年
に
廃
止
に
な
り
、
新
た
に

「
少
年
の
保
護
（U

ngdom
svård

）」
と
い
う
独
立
し
た
制
裁
に
処

す
と
い
う
規
定
が
三
二
章
一
条
に
新
設
さ
れ
た
。

　

少
年
の
保
護
の
内
容
は
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
一
つ
は
社
会

サ
ー
ビ
ス
法
に
根
拠
を
も
つ
も
の
、
他
は
少
年
の
保
護
に
関
す
る
特

別
規
定
に
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
社
会
福
祉
委

員
会
は
被
告
人
で
あ
る
二
一
歳
未
満
の
少
年
と
の
間
で
少
年
契
約

（U
ngdom

skontrakt

）
を
結
び
、
そ
れ
を
守
る
旨
の
遵
守
事
項
を

裁
判
所
は
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
場
合
は
社
会
福
祉
委

員
会
の
作
成
す
る
保
護
計
画
を
判
決
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
に
は
少
年
の
保
護
に
関
す
る
特
別
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
一
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二
条
ホ
ー
ム
へ
の
収
容
が
主
な
狙
い
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
同
規

定
に
よ
る
と
次
の
二
つ
の
場
合
に
少
年
に
対
し
て
強
制
的
保
護
、
即

ち
一
二
条
ホ
ー
ム
へ
の
収
容
が
可
能
で
あ
る
が
、
犯
罪
少
年
の
場
合

は
ほ
ぼ
す
べ
て
②
の
行
為
事
由
に
該
当
す
る）（（
（

。

①　

家
庭
内
に
お
け
る
身
体
的
又
は
心
理
的
暴
行
、
虐
待
、
養
育

の
欠
陥
又
は
そ
の
他
の
状
況
に
基
づ
き
少
年
の
健
康
又
は
発
達

が
害
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
存
す
る
場
合
（
同
規
定
二
条
・
環

境
事
由
）、

②　

少
年
が
依
存
性
薬
物
の
乱
用
、
犯
罪
行
動
、
又
は
そ
の
他
の

社
会
的
に
破
壊
的
な
行
動
に
よ
り
害
さ
れ
る
明
白
な
危
険
に
自

ら
の
健
康
又
は
発
達
を
曝
し
て
い
る
場
合
（
同
規
定
三
条
・
行

為
事
由
）。

　

制
裁
と
し
て
の
少
年
の
保
護
の
導
入
に
よ
り
、
少
年
に
対
す
る
刑

事
処
分
の
形
式
は
整
っ
て
き
た
が
、
ま
だ
、
司
法
処
分
と
し
て
の
制

裁
と
そ
の
後
に
つ
づ
く
行
政
処
分
と
し
て
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
及
び

少
年
の
保
護
に
関
す
る
特
別
規
定
に
よ
る
保
護
の
接
続
に
は
問
題
が

残
っ
て
い
る
。
裁
判
所
も
社
会
福
祉
委
員
会
も
独
立
の
判
断
機
関
で

あ
る
こ
と
、
及
び
行
政
的
に
は
地
方
行
政
裁
判
所
等
の
上
級
判
断
機

関
と
社
会
福
祉
機
関
と
の
関
係
に
よ
り
裁
判
所
の
意
向
通
り
に
こ
の

制
裁
が
運
用
さ
れ
る
保
証
が
な
い
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　

犯
罪
の
刑
罰
価
値
及
び
被
告
人
の
犯
罪
歴
に
て
ら
し
て
必
要
な
場

合
、
社
会
福
祉
委
員
会
へ
の
委
託
に
は
、
後
述
の
少
年
奉
仕
命
令
を

併
科
で
き
る
ほ
か
、
犯
罪
に
罰
金
が
法
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
関

係
な
く
二
〇
〇
日
以
下
の
日
数
罰
金
を
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
三
二
章
三
条
一
項
）。

　

ま
た
、
三
二
章
一
条
五
項
は
財
産
的
損
害
を
生
じ
た
犯
罪
を
行
っ

た
少
年
に
対
し
て
、
生
じ
た
損
害
の
回
復
そ
の
他
の
作
業
を
被
害
者

の
た
め
に
行
う
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
命
令
は
被
害
者
が
同
意
す
る
場
合
に
の
み
付
加
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

二
、
少
年
奉
仕
命
令

　

少
年
奉
仕
命
令
は
社
会
奉
仕
命
令
の
少
年
版
で
あ
る
。
無
報
酬
の

労
働
又
は
指
定
さ
れ
た
活
動
へ
の
参
加
を
意
味
し
て
い
る
。
少
年
奉

仕
命
令
が
検
討
課
題
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、

少
年
犯
罪
審
議
会
が
そ
の
答
申
の
中
で
こ
れ
を
独
立
の
制
裁
と
し
て

規
定
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た）（（
（

。

　

少
年
犯
罪
者
へ
の
対
応
は
、
刑
事
処
分
で
は
な
く
社
会
サ
ー
ビ
ス

法
の
措
置
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
の
が
変
わ
ら
ぬ
姿
勢
で
あ
り
、
一

九
九
九
年
施
行
の
刑
法
改
正
で
、
社
会
福
祉
委
員
会
へ
の
委
託
が
制

裁
と
し
て
規
定
さ
れ
た
際
に
、
そ
の
付
随
処
分
と
し
て
刑
法
に
規
定

さ
れ
た
。
犯
罪
の
刑
罰
価
値
及
び
被
告
人
の
犯
罪
歴
に
て
ら
し
て
必
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要
な
場
合
、
社
会
福
祉
委
員
会
へ
の
委
託
に
は
、
少
年
の
同
意
を
条

件
に
二
〇
時
間
以
上
一
〇
〇
時
間
以
下
の
少
年
奉
仕
命
令
を
併
科
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
現
刑
法
旧
三
一
章
一
条
三
項
二
号
）
と
定
め
ら

れ
た
。

　

し
か
し
、
少
年
奉
仕
命
令
の
教
育
的
意
味
合
い
、
同
命
令
を
罰
金

又
は
短
期
の
自
由
剥
奪
に
代
わ
る
、
少
年
に
適
し
た
制
裁
と
す
る
考

え
方
が
、
こ
れ
に
よ
り
制
裁
体
系
が
複
雑
化
し
て
理
解
困
難
に
な
る

と
い
う
反
対
論
を
制
し
て
、
二
〇
〇
六
年
の
改
正
で
少
年
奉
仕
命
令

を
独
立
の
制
裁
と
し
て
刑
法
に
規
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の

際
、
他
の
制
裁
と
の
軽
重
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
少
年
奉
仕
命

令
と
社
会
福
祉
委
員
会
委
託
と
の
選
択
基
準
は
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
の

提
供
す
る
援
助
措
置
の
要
否
で
、
援
助
措
置
の
不
要
な
少
年
を
少
年

奉
仕
命
令
に
処
す
こ
と
と
さ
れ
た）（（
（

。

　

少
年
奉
仕
命
令
は
、
少
年
の
同
意）2

（
補
注

を
要
件
と
し
て
二
〇
時
間
以
上

一
五
〇
時
間
以
下
の
無
償
労
働
の
義
務
を
課
す
も
の
で
あ
る
。
少
年

奉
仕
命
令
が
少
年
の
同
意
を
前
提
と
し
て
い
る
理
由
は
社
会
奉
仕
命

令
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
年
奉
仕
命
令
は
社
会
奉
仕

命
令
よ
り
も
広
範
囲
な
適
用
が
必
要
と
さ
れ
、
拘
禁
代
替
処
分
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
保
護
観
察
の
代
替
処
分
と
し
て
も
活
用
す
べ
き
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
少
年
奉
仕
命
令
の
実
施
機
関
は
矯
正
保
護
で

は
な
く
、
社
会
福
祉
委
員
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
少
年
奉
仕
命
令
が
少

年
の
特
別
保
護
へ
の
委
託
の
執
行
形
式
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
当

然
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。

三
、
閉
鎖
的
少
年
保
護
（
刑
法
三
二
章
五
条
）

　

こ
れ
は
一
の
特
殊
な
場
合
で
あ
る
。
一
の
場
合
に
一
二
条
ホ
ー
ム

に
収
容
さ
れ
た
少
年
が
裁
判
所
の
意
図
し
た
処
遇
を
受
け
て
い
る
か

と
い
う
点
で
、
裁
判
所
に
あ
る
種
の
不
信
感
が
あ
り
、
こ
れ
が
出
発

点
に
な
っ
て
一
二
条
ホ
ー
ム
で
の
処
遇
を
統
制
の
取
れ
た
も
の
と
す

る
改
革
が
一
九
九
八
年
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
の
別

稿
）
（（
（

を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
現
在
、
こ
の
制
裁
は
少
年
に
対
し
て
、
拘

禁
に
代
わ
る
制
裁
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

　

こ
の
改
革
で
刑
法
三
一
章
に
新
た
な
規
定
（
拘
禁
に
代
え
て
「
閉

鎖
的
少
年
保
護
」
を
科
す
）
が
追
加
さ
れ
る
（
一
九
九
八
年
法
律
六

〇
四
号
）
と
同
時
に
、
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
執
行
に
関
す
る
法
律

（
一
九
九
八
年
法
律
六
〇
三
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
が
二

〇
〇
六
年
の
改
正
で
新
設
の
刑
法
三
二
章
五
条
に
移
さ
れ
た
。
こ
の

規
定
に
よ
る
と
、
一
八
歳
未
満
の
者
が
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の

犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
を
選
択
す
べ
き
と
き
に
、
そ
の
拘
禁
に
換
え
て

有
期
の
閉
鎖
的
少
年
保
護
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
の
期
間
は
一
四
日
以
上
四
年
以
下
の
範
囲
で
裁
判
所

が
定
め
る
。
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閉
鎖
的
少
年
保
護
の
執
行
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
と
、
閉
鎖
的
少

年
保
護
の
執
行
は
い
わ
ゆ
る
一
二
条
ホ
ー
ム
で
行
わ
れ
る
（
同
法
一

条
）。
そ
し
て
、
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
執
行
の
責
任
は
中
央
の
国
営

施
設
庁
が
負
う
（
同
法
三
条
）。
国
営
施
設
庁）（（
（

は
一
九
九
三
年
に
発

足
し
た
機
関
で
、
一
九
八
〇
年
の
社
会
福
祉
改
革
に
よ
っ
て
少
年
福

祉
学
校
が
消
滅
し
、
そ
れ
ら
の
施
設
の
管
理
運
営
の
権
限
が
地
方
に

委
譲
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
取
扱
困
難
な
犯
罪
少
年
に
対
す

る
効
果
的
処
遇
の
実
現
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
営
施
設
庁
は
、

一
九
九
四
年
に
は
薬
物
乱
用
者
に
対
す
る
保
護
施
設
の
運
営
責
任
を

も
引
受
け
て
い
る
。

　

本
法
制
定
後
、
こ
の
制
裁
の
数
は
増
え
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
に

は
九
九
人
が
こ
の
制
裁
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
減
少
し
て
い

る
（
付
表
Ｄ-

Ⅴ
及
び
Ⅵ
参
照
）。
二
〇
一
五
年
八
月
現
在
閉
鎖
的
少

年
保
護
を
執
行
し
て
い
る
国
営
施
設
庁
の
所
轄
す
る
一
二
条
ホ
ー
ム

は
二
四
施
設
、
薬
物
乱
用
者
保
護
施
設
は
一
一
施
設
と
な
っ
て
い
る

（
国
営
施
設
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
）。

四
、
検
察
官
に
よ
る
公
訴
放
棄

　

刑
法
上
の
制
裁
で
は
な
い
が
、
少
年
犯
罪
者
へ
の
対
策
と
し
て
現

行
刑
法
制
定
以
前
よ
り
存
在
す
る
制
度
で
あ
る
。
少
年
法
律
違
反
者

に
関
す
る
特
別
規
定
（
一
九
六
四
年
法
律
一
六
七
号）（（
（

）
に
規
定
さ
れ

て
お
り
、
訴
訟
手
続
法
二
〇
章
七
条
に
よ
る
公
訴
放
棄）（（
（

の
ほ
か
に
、

一
八
歳
未
満
の
者
は
下
記
の
場
合
に
公
訴
の
放
棄
が
な
さ
れ
る
（
同

特
別
規
定
一
七
条
一
及
び
二
項
）。

①　

社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
定
め
る
保
護
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
場

合
。

②　

少
年
の
保
護
に
関
す
る
特
別
規
定
に
定
め
る
保
護
の
対
象
に

な
っ
て
い
る
場
合
。

③　

少
年
が
補
導
援
護
を
得
る
そ
の
他
の
措
置
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
場
合
。

④　

犯
罪
が
単
な
る
い
た
ず
ら
に
す
ぎ
な
い
場
合
。

⑤　

少
年
が
一
二
条
ホ
ー
ム
に
収
容
中
の
場
合
（
同
特
別
規
定
九

条
）。

　

公
訴
の
放
棄
の
審
査
に
際
し
て
、
検
察
官
は
、
少
年
が
被
害
者
に

対
す
る
賠
償
の
実
現
に
誠
意
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
特
別
規
定
一
七
条
三
項
）。

　

少
年
へ
の
教
育
的
効
果
を
図
る
た
め
、
公
訴
の
放
棄
は
少
年
の
面

前
で
、
保
護
者
等
の
在
席
を
求
め
て
担
当
検
察
官
が
直
接
言
渡
す
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
（
特
別
規
定
一
八
条
）。

第
八　

特
別
保
護
へ
の
委
託

　

特
別
保
護
へ
の
委
託
は
、
刑
法
三
一
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
特
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別
保
護
は

　

一
、
薬
物
乱
用
者
に
対
す
る
保
護
及
び

　

二
、
法
精
神
医
学
的
保
護

に
分
け
ら
れ
る
が
、
二
〇
〇
六
年
の
法
改
正
で
刑
法
三
一
章
の
一
条

及
び
一
条
の
二
は
廃
止
さ
れ
、
前
述
の
よ
う
に
三
二
章
が
新
設
さ
れ

た
。一

、
薬
物
乱
用
者
に
対
す
る
保
護
（
刑
法
三
一
章
二
条
）

　

犯
罪
を
行
っ
た
者
が
薬
物
乱
用
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九

八
八
年
法
律
八
七
〇
号
）
の
対
象
者
に
な
り
得
る
場
合
、
裁
判
所
は

社
会
福
祉
委
員
会
又
は
そ
の
者
を
収
容
し
て
い
る
保
護
ホ
ー
ム
の
責

任
者
に
保
護
の
準
備
を
委
託
で
き
る
（
刑
法
三
一
章
二
条
）。

　

現
行
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
定
め
る
保
護
は
す
べ
て
対
象
者
の
同

意
を
前
提
と
す
る
任
意
の
措
置
で
あ
る
。
強
制
の
要
素
の
排
除
は
一

九
八
〇
年
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
一
九
八
〇
年
法
律
六
二
〇
号
）
の

基
本
理
念）（（
（

の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
強
制
の
要
素
を
排
除
で
き

な
い
領
域
と
し
て
少
年
犯
罪
者
及
び
薬
物
乱
用
者
が
残
り
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
個
別
の
単
行
法
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
少
年
の
保

護
に
関
す
る
特
別
規
定
（
一
九
八
〇
年
法
律
六
二
一
号
）
で
あ
り
、

他
が
薬
物
乱
用
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
八
八
年
法
律
八
七

〇
号
）
で
あ
る
。

　

刑
法
三
一
章
二
条
は
法
定
刑
の
上
限
が
一
年
以
下
の
拘
禁
に
あ
た

る
す
べ
て
の
犯
罪
に
つ
い
て
適
用
が
あ
り
、
特
定
の
関
連
犯
罪
、
例

え
ば
日
本
で
い
え
ば
覚
醒
剤
取
締
法
違
反
で
有
罪
に
な
っ
た
者
と
い

う
よ
う
な
制
限
は
存
在
し
な
い
。
逆
に
、
被
告
人
の
個
人
的
状
況
か

ら
薬
物
乱
用
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
れ

ば
、
誰
で
も
上
記
の
法
定
刑
の
上
限
に
よ
る
制
限
の
範
囲
内
で
、
こ

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
。
複
数
の
犯
罪
を
行
っ
た
者
の
場
合
に
は

そ
れ
ら
の
中
に
一
つ
で
も
一
年
を
超
え
る
法
定
刑
が
規
定
さ
れ
て
い

れ
ば
委
託
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
逆
に
下
限
は
規
定
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
法
定
刑
が
罰
金
の
み
の
事
件
で
も
本
条
を
適
用
で

き
る）（（
（

。
少
年
成
人
の
区
別
は
特
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
少
年
の

場
合
は
刑
法
三
二
章
の
適
用
を
受
け
る
の
で
、
こ
の
規
定
は
主
と
し

て
成
人
被
告
人
に
適
用
さ
れ
る）（（
（

。

　

薬
物
乱
用
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
四
条
一
項
は
、
下
記
の
場

合
に
、
強
制
保
護
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。

①　

ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
又
は
揮
発
性
溶
剤
の
継
続
的
使
用
の
結

果
そ
の
乱
用
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
保
護
を
必
要
と
す
る
場
合
、

②　

保
護
の
必
要
が
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
二
〇
〇
一
年
法
律
四
五

三
号
）
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
は
充
足
で
き
な
い
場
合
、
及
び

③　

乱
用
の
結
果
、

　

Ａ
．
自
ら
の
肉
体
的
も
し
く
は
精
神
的
健
康
を
深
刻
な
危
険
に
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曝
し
て
い
る
場
合
、

　

Ｂ
．
自
ら
の
生
命
を
毀
損
す
る
明
ら
か
な
危
険
を
犯
し
て
い
る

場
合
、
又
は

　

Ｃ
．
自
ら
又
は
近
親
者
に
深
刻
な
損
傷
を
も
た
ら
す
危
険
の
あ

る
場
合
。

　

こ
の
要
件
が
充
足
さ
れ
、
か
つ
法
定
刑
が
一
年
以
下
に
あ
た
る
犯

罪
事
実
が
認
定
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
特
別
保
護
へ
の
委
託
の
判
決

が
可
能
に
な
る
（
刑
法
三
一
章
二
条
）。

　

上
記
の
五
個
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
充
足
す
る
場
合
、
薬
物
乱
用

者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
は
、
乱
用
者
と
規
則
的
に
接
触
す
る
機
関

及
び
医
師
に
乱
用
者
を
社
会
福
祉
委
員
会
に
届
出
る
義
務
を
課
し
て

い
る
（
同
法
六
条
）。
社
会
福
祉
委
員
会
は
届
出
に
よ
り
乱
用
者
を

知
っ
た
場
合
に
は
調
査
を
開
始
し
、
調
査
の
結
果
強
制
的
保
護
が
必

要
だ
と
認
め
た
場
合
に
は
地
方
行
政
裁
判
所
に
対
し
て
強
制
的
保
護

の
申
請
を
行
う
（
同
法
一
一
条
一
項
）。
こ
の
申
請
に
は
第
九
条
に

よ
る
医
師
の
診
断
書
又
は
社
会
福
祉
委
員
会
の
調
査
の
結
果
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
一
一
条
二
項
）。
申
請
に
基
づ
い
て

地
方
行
政
裁
判
所
は
審
理
を
行
い
、
強
制
的
保
護
に
つ
い
て
決
定
す

る
（
同
法
五
条
）。
刑
法
の
規
定
に
従
っ
て
乱
用
者
の
保
護
の
委
託

が
な
さ
れ
る
場
合
に
も
こ
れ
ら
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
、
そ

の
結
果
例
え
ば
地
方
行
政
裁
判
所
が
社
会
福
祉
委
員
会
の
強
制
的
保

護
の
申
請
を
棄
却
し
た
場
合
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
裁
判
所
は

事
件
を
再
審
理
し
て
他
の
制
裁
を
言
渡
す
（
刑
法
三
八
章
二
条）（（
（

）。

　

こ
の
制
度
は
、
前
述
の
契
約
治
療
保
護
と
は
異
な
る
。
契
約
治
療

保
護
は
保
護
観
察
の
付
随
処
分
で
あ
り
、
保
護
司
又
は
矯
正
保
護
の

職
員
に
よ
る
監
督
に
服
す
る
上
、
条
件
違
反
に
対
し
て
は
拘
禁
が
科

さ
れ
る
。
一
方
刑
法
三
一
章
二
条
の
制
裁
は
、
独
立
の
制
裁
で
、
被

告
人
を
社
会
福
祉
委
員
会
に
委
託
す
る
か
又
は
被
告
人
が
既
に
乱
用

者
保
護
の
た
め
の
ホ
ー
ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
に
同
ホ
ー
ム
の

理
事
会
に
必
要
な
保
護
の
準
備
を
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
裁
判
所
が
社
会
福
祉
委
員
会
又
は
ホ
ー
ム
の
代
表
者
を
審
問
す
る

こ
と
を
同
条
は
定
め
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
ち
ら
は
、
社
会

サ
ー
ビ
ス
の
機
関
に
被
告
人
の
処
遇
責
任
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

矯
正
保
護
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
五
年
に
、
乱
用
者
保
護
に
関
し
て
対
象
者
の
人
権
の
尊
重

と
処
遇
効
果
の
確
保
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
改
革
が
行
わ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
上
記
の
保
護
措
置
の
要
件
の
明
確
化
が
行
わ
れ
、
同
時

に
国
営
施
設
庁
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
。

　

強
制
的
保
護
を
実
施
す
る
薬
物
乱
用
者
収
容
施
設
は
Ｌ
Ｖ
Ｍ
ホ
ー

ム
と
呼
ば
れ
る
（
薬
物
乱
用
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
二
二
条
）。

こ
れ
ら
の
ホ
ー
ム
は
国
営
施
設
庁
が
所
管
す
る
（
同
法
二
五
条
一
項

参
照
）。
国
営
施
設
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
二
〇
一
五
年
八
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月
現
在
Ｌ
Ｖ
Ｍ
ホ
ー
ム
は
全
国
に
一
一
施
設
が
あ
る
、
そ
の
定
員
は

二
〇
〇
七
年
の
資
料
で
は
三
四
八
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
代
に
こ
の

制
裁
を
受
け
て
い
る
数
は
、
一
〇
件
前
後
で
あ
る
（
付
表
Ｄ-

Ⅵ
）。

二
、
法
精
神
医
学
的
保
護
（
刑
法
三
一
章
三
条
）

　

こ
れ
は
精
神
障
害
犯
罪
者
の
取
扱
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
刑
法

三
一
章
三
条
が
、

「
定
め
ら
れ
た
制
裁
が
罰
金
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
る
罪
を
犯

し
た
者
が
深
刻
な
精
神
障
害
に
罹
っ
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
そ
の

精
神
状
態
及
び
そ
の
他
の
個
人
的
な
事
情
に
て
ら
し
て
そ
の
者
を
自
由

剥
奪
及
び
そ
の
他
の
強
制
と
結
合
し
た
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
医

療
保
護
施
設
に
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
、
そ
の
者
を
法
精
神
医
学

的
保
護
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

罪
が
深
刻
な
精
神
障
害
の
影
響
下
に
犯
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ

の
精
神
障
害
の
結
果
そ
の
者
が
重
大
な
犯
罪
を
再
度
実
行
す
る
危
険
が

存
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一

九
九
一
年
法
律
一
一
二
九
号
）
に
よ
り
特
別
な
解
除
事
由
審
理
が
行
わ

れ
る
べ
き
旨
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。	

　

被
告
人
の
過
去
の
犯
罪
に
て
ら
し
て
又
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
必

要
な
場
合
、
裁
判
所
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
委
託
と
結
合
し
て

他
の
制
裁
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
拘
禁
又
は
他
の
特
別

保
護
へ
の
委
託
を
言
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」

と
規
定
す
る
一
方
、
刑
法
三
〇
章
六
条
は
、

「
深
刻
な
精
神
的
障
害
の
影
響
の
下
に
罪
を
犯
し
た
者
を
拘
禁
に
処
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
右
の
場
合
、
他
の
い
か
な
る
制
裁
も
判
決
さ
れ
る

べ
き
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
に
制
裁
の
免
除

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
い
な
い
。」

と
規
定
し
て
い
た
（
二
〇
〇
七
年
ま
で
）。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
一
九
六
五
年
の

刑
法
改
正
で
責
任
能
力
に
関
す
る
規
定
を
全
廃
し
た）（（
（

。
こ
の
改
正
を

指
導
し
た
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
を
支
え
た
精
神
医
学
者
、
チ
ン
ベ
リ
ー
は

す
べ
て
の
犯
罪
者
を
精
神
障
害
者
と
考
え
て
い
た
と
い
わ
れ
、
責
任

能
力
概
念
を
不
要
と
し
て
い
た
。
チ
ン
ベ
リ
ー
に
よ
る
自
由
意
思
否

定
の
根
拠
は
、
①
科
学
的
思
考
が
進
め
ば
、
一
般
的
な
因
果
法
則
か

ら
の
離
脱
を
認
め
る
人
は
い
な
く
な
る
、
②
自
由
意
思
の
有
無
を
判

断
す
る
基
準
は
存
在
し
な
い
、
③
自
由
意
思
を
有
す
る
人
が
そ
れ
を

失
う
と
い
う
の
は
自
由
意
思
の
概
念
に
反
す
る
、
④
自
由
意
思
に
代

わ
る
概
念
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
責
任
能
力
概
念
の
基
礎
に
す
る
試
み

は
失
敗
し
て
い
る
、
の
四
点
で
あ
る）（（
（

。
責
任
能
力
概
念
の
放
棄
に
際

し
て
特
別
な
議
論
は
な
か
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る）（（
（

。
筆
者
は
、
責
任
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能
力
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
に
は

暗
い
の
で
、
こ
れ
以
上
こ
の
問

題
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
避
け

た
い
。
た
だ
、
責
任
能
力
概
念

を
否
定
し
た
結
果
生
じ
て
い
る

こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

責
任
能
力
概
念
が
存
在
し
な

い
の
で
、
罪
を
犯
し
た
者
、
日

本
流
に
い
え
ば
構
成
要
件
に
該

当
す
る
事
実
が
認
定
さ
れ
た
者

は
違
法
性
が
具
備
さ
れ
れ
ば
す

べ
て
何
ら
か
の
刑
法
上
の
制
裁

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
前
述

の
刑
法
三
〇
章
六
条
の
取
扱
い

は
例
外
的
で
あ
り
、
件
数
も
少

な
い
。
違
法
性
の
阻
却
事
由
に

つ
い
て
は
刑
法
二
四
章
に
個
別

的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
レ

ボ
リ
に
よ
れ
ば
、
責
任
能
力
概

念
の
問
題
を
多
様
化
さ
れ
た
制

裁
体
系
が
解
決
し
て
い
る
と
さ

れ
る）（（
（

。

　

か
く
て
、
故
意
及
び
過
失
に
つ
い
て
も
、
そ
の
存
否
の
判
断
よ
り

も
精
神
障
害
の
存
否
の
判
断
が
優
先
す
る
と
の
立
場
が
と
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
、
明
ら
か
に
故
意
又
は
過
失
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
被
告

人
を
無
罪
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
基
礎
に
は
精
神

障
害
の
概
念
が
当
然
故
意
概
念
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

判
断
が
あ
る
。
例
え
ば
、
被
害
妄
想
に
悩
む
者
が
妄
想
に
よ
っ
て
あ

る
人
を
殺
害
し
た
よ
う
な
場
合
、
そ
の
者
に
は
明
確
に
人
を
殺
害
す

る
故
意
が
あ
り
、
殺
害
す
る
こ
と
を
欲
し
て
そ
の
行
為
を
行
っ
て
い

る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
精
神
障

害
者
の
行
為
に
故
意
の
存
在
を
認
定
し
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
）
（（
（

。

　

精
神
障
害
の
判
定
は
二
段
に
分
け
て
行
わ
れ
る
。
犯
行
時
と
裁
判

時
の
二
段
で
あ
る
。
刑
法
三
〇
章
六
条
は
、
行
為
の
時
に｢

深
刻
な

精
神
的
障
害）（（
（

の
影
響
下
に
罪
を
犯
し
た
者
を
拘
禁
に
処
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
た
。
と
同
時
に
、
刑
法
三
一
章
三
条

は
、「
…
…
罪
を
犯
し
た
者
が
深
刻
な
精
神
的
障
害
に
罹
っ
て
い
る

場
合
、
裁
判
所
は
、
そ
の
精
神
状
態
…
…
に
て
ら
し
て
…
…
そ
の
者

を
法
精
神
医
学
的
保
護
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し

て
い
た
。
こ
の
二
個
の
規
定
は
、
深
刻
な
精
神
障
害
の
影
響
下
に
罪

を
犯
し
た
者
を
拘
禁
に
処
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
と
と
も
に
、
裁
判
の

図Ａ　精神障害犯罪者の取扱い

深刻な精神障害の有無
（○はあり、×はなし）

制　　裁

行　為　時 裁　判　時 拘　禁 法精神医学的保護
場合１ ○ × 禁　止 不可能
場合２ ○ ○ 禁　止 可　能
場合３ × ○ 可　能 可　能

「場合２」の場合、深刻な犯罪の再犯の危険性があるときは、
地方行政裁判所による特別な解除事由審査が必要になる。
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時
に
深
刻
な
精
神
的
障
害
を
示
し
て
い
な
い
者
を
法
精
神
医
学
的
保

護
に
委
託
出
来
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
状
況
は
、
図
Ａ
の
よ

う
に
図
示
さ
れ
た）（（
（

。

　

こ
の
問
題
に
か
か
わ
り
の
あ
る
刑
法
の
改
正
は
二
〇
〇
八
年
に
行

わ
れ
（
二
〇
〇
八
年
法
律
三
二
〇
号
）、
刑
法
三
〇
章
六
条
は
、
左

記
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た）（（
（

。

｢

深
刻
な
精
神
障
害
の
影
響
下
に
罪
を
行
っ
た
者
は
、
第
一
に
拘
禁
以

外
の
制
裁
に
処
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
明
白
な
理
由
が

存
す
る
場
合
に
の
み
拘
禁
に
処
す
こ
と
が
で
き
る
。（
以
下
編
略
）｣

し
か
し
、
精
神
障
害
犯
罪
者
の
問
題
は
現
在
も
な
お
検
討
中
で
あ
る）（（
（

。

　

以
上
の
諸
点
を
念
頭
に
お
い
て
改
め
て
刑
法
三
一
章
三
条
を
み
る
。

　

同
条
は
、
犯
罪
を
行
っ
た
者
が
精
神
障
害
者
で
あ
っ
た
場
合
の
制

裁
を
定
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
一
項
か
ら
三
項
ま
で
三
個
の
要
件
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

Ａ
．
刑
法
三
一
章
三
条
一
項

　

刑
法
三
一
章
三
条
一
項
は
、
当
該
犯
罪
に
対
す
る
制
裁
を
罰
金
に

止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
る
犯
罪
を
行
っ
た
者
が
深
刻

な
精
神
障
害
に
罹
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
者
を
法
精
神
医
学
的
保
護

に
付
す
こ
と
を
定
め
る
。

　

こ
こ
に
い
う
深
刻
な
精
神
障
害
と
し
て
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護

及
び
法
精
神
医
学
的
保
護
の
社
会
庁
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、

⑴
現
実
評
価
の
障
害
、
妄
想
、
幻
覚
及
び
錯
乱
を
伴
う
精
神
病
性
の

状
態
。

⑵
脳
外
傷
の
結
果
と
し
て
の
現
実
評
価
障
害
及
び
見
当
識
能
力
の
欠

如
を
伴
う
深
刻
な
精
神
的
機
能
の
低
下
（
認
知
症
）。

⑶
自
殺
念
慮
を
伴
う
深
刻
な
抑
う
つ
状
態
。

⑷
重
篤
な
人
格
障
害
（
性
格
障
害
）。

⑸
精
神
病
的
な
性
質
の
、
精
神
的
機
能
へ
の
影
響
を
も
つ
危
機
反
応
。

⑹
震
顫
譫
妄
、
ア
ル
コ
ー
ル
性
幻
覚
及
び
明
ら
か
な
痴
呆
状
態
（
認

知
症
）
を
伴
う
ア
ル
コ
ー
ル
性
精
神
病
。

⑺
薬
物
乱
用
者
を
襲
う
精
神
的
疾
患
。

⑻
薬
物
乱
用
者
の
落
ち
込
む
深
刻
な
錯
乱
状
態
で
、
そ
の
健
康
及
び

生
命
に
明
白
な
危
険
を
及
ぼ
す
も
の
。

⑼
一
定
の
、
短
期
間
の
重
篤
な
状
態
の
禁
断
症
状
。

⑽
精
神
分
裂
病
（
統
合
失
調
症
）
や
う
つ
状
態
も
そ
の
状
態
に
よ
り
、

深
刻
な
精
神
障
害
に
含
め
ら
れ
る
。

⑾
そ
の
他
の
精
神
障
害
で
、
そ
の
性
質
及
び
症
状
か
ら
深
刻
な
も
の

と
評
価
さ
れ
る
も
の
。

⑿
窃
盗
狂
、
放
火
狂
、
性
的
倒
錯
、
ペ
ド
フ
ィ
リ
ア
、
性
的
サ
デ
ィ

ズ
ム
も
場
合
に
よ
り
含
ま
れ
る
。
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を
深
刻
な
精
神
障
害
と
し
て
例
示
し
、
検
討
の
必
要
性
を
指
摘
し
て

い
る）（（
（

。

　

こ
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
被
告
人
を
法
精
神
医
学

的
保
護
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
託
に
際
し
て

は
必
ず
法
精
神
医
学
的
調
査
が
実
施
さ
れ
、
こ
の
委
託
を
必
要
と
す

る
精
神
科
医）（（
（

の
意
見
が
必
要
で
あ
る
。
法
精
神
医
学
的
調
査
は
法
医

学
庁
の
管
轄
下
に
あ
る
法
精
神
医
学
ク
リ
ニ
ク
が
行
う
。
法
精
神
医

学
的
保
護
は
犯
罪
性
精
神
障
害
者
に
対
す
る
医
療
行
為
と
な
る
の
で
、

ラ
ン
ズ
テ
ィ
ン
グ
・
コ
ム
ー
ン
が
そ
の
責
任
を
負
う
。
つ
ま
り
、
対

象
者
は
公
立
病
院
の
専
用
の
閉
鎖
病
棟
に
収
容
さ
れ
て
治
療
を
受
け

る
。
筆
者
は
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
市
郊
外
の
施
設
を
訪
問
し
た
こ
と

が
あ
る
が
、
法
精
神
医
学
的
保
護
の
対
象
者
の
収
容
施
設
と
精
神
障

害
者
の
強
制
的
保
護
病
棟
と
は
同
じ
敷
地
内
に
あ
り
、
設
備
も
ほ
ぼ

同
一
で
外
見
上
の
相
違
は
な
い
よ
う
に
思
え
た
。

　

Ｂ
．
刑
法
三
一
章
三
条
二
項

　

同
条
二
項
が
定
め
る
の
は
、
深
刻
な
精
神
障
害
の
あ
る
犯
罪
者
で

同
種
の
罪
の
再
犯
可
能
性
の
あ
る
者
で
あ
る
。
再
犯
の
危
険
性
を
判

定
す
る
の
は
法
精
神
医
学
的
調
査
で
あ
る
。
危
険
性
が
認
定
さ
れ
る

と
裁
判
所
は
、
特
別
な
解
除
事
由
の
審
理
を
伴
う
法
精
神
医
学
的
保

護
に
被
告
人
を
付
す
る
。

　

こ
の
場
合
、
保
護
の
終
了
、
即
ち
解
除
を
地
方
行
政
裁
判
所
の
審

理
に
委
ね
、
精
神
科
医
の
判
断
の
み
で
患
者
を
退
院
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
（
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
一
六
条
の
二
）
と

さ
れ
、
同
時
に
精
神
医
学
的
強
制
保
護
及
び
法
精
神
医
学
的
保
護
の

双
方
に
共
通
す
る
開
放
的
保
護
（
通
院
保
護
）
を
制
度
化
し
た）（（
（

。
そ

し
て
、
再
犯
可
能
性
の
判
定
は
法
精
神
医
学
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
法
医
学
庁
の
制
定
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル）（（
（

が
存
在
す
る
。
そ

の
詳
細
は
、
注（
92
）に
記
載
し
て
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
筆

者
は
、
た
ま
た
まH

CR-20

と
い
う
診
断
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
入
手
し
た
。

こ
れ
は
、
カ
ナ
ダ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
向
け

に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
る）（（
（

。

　

Ｃ
．
刑
法
三
一
章
三
条
三
項

　

同
条
三
項
は
、
保
護
観
察
、
条
件
付
判
決
又
は
罰
金
を
法
精
神
医

学
的
保
護
へ
の
委
託
の
制
裁
に
併
科
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

前
記
の
よ
う
に
、
精
神
障
害
犯
罪
者
を
拘
禁
に
処
す
こ
と
は
明
文
を

も
っ
て
制
限
さ
れ
て
お
り
、
犯
罪
歴
あ
る
対
象
者
等
、
再
犯
を
防
止

す
る
た
め
に
委
託
以
外
の
措
置
が
必
要
な
場
合
、
事
件
の
大
き
さ
か

ら
何
ら
か
の
補
充
的
処
分
が
必
要
な
場
合
等
に
対
応
す
る
た
め
に
、

制
裁
の
併
科
が
必
要
に
な
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
保
護
観
察
を
併
科

し
た
場
合
に
は
、
契
約
治
療
保
護
に
か
か
る
遵
守
事
項
を
命
じ
る
こ

と
が
可
能
に
な
る）（（
（

。
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第
九　

最
近
に
お
け
る
改
正
提
案

　

以
上
で
現
行
の
制
裁
内
容
の
紹
介
を
終
え
る
が
、
二
〇
一
二
年
に

奇
し
く
も
刑
法
改
正
に
関
す
る
新
た
な
調
査
会
答
申）（（
（

と
精
神
医
学
的

強
制
保
護
及
び
法
精
神
医
学
的
保
護
の
領
域
に
お
け
る
新
た
な
答
申）（（
（

と
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
こ
こ
で
概
略
紹
介
し
て
お
き

た
い
。

一
、「
新
制
裁
」

　

一
九
八
九
年
に
一
九
八
八
年
公
布
の
刑
法
改
正
法
律
（
現
刑
法
）

が
施
行
さ
れ
た
後
今
日
ま
で
に
な
さ
れ
た
制
裁
体
系
の
全
面
的
検
討

に
は
、
二
〇
一
二
年
の
答
申
の
ほ
か
に
も
一
つ
一
九
九
五
年
に
提
出

さ
れ
た
刑
罰
体
系
審
議
会
の
答
申
が
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
審
議
会
の
設
置
指
示
（D

ir	1992:	（（

）
の
中
に
、
拘
禁
の

代
替
処
分
と
し
て
施
設
外
で
執
行
さ
れ
る
措
置
が
増
加
し
て
い
る
こ

と
を
前
提
に
、
刑
罰
の
基
本
的
な
分
類
を
罰
金
、
拘
禁
及
び
条
件
付

拘
禁
と
い
う
三
個
の
刑
事
処
分
の
も
と
に
構
造
化
す
る
と
い
う
案
が

取
上
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

　

こ
の
指
示
を
受
け
て
、
審
議
会
答
申
は
、
刑
法
の
制
裁
体
系
の
再

構
築
を
意
図
し
て
検
討
を
行
い
、
制
裁
制
度
の
改
革
案
と
し
て
、
罰

金
以
外
に
、観
察
刑（Prövotidsstraff

）、監
督
刑（Ö

vervaknings	-
straff

）、
社
会
奉
仕
命
令
（Sam

hällstjänst

）、
電
子
的
統
制
に
よ

る
拘
禁
（Fängelse	genom

	elektronisk	övervakning

）、
施

設
内
拘
禁
（Fängelse	inom

	anstalt

）、
契
約
治
療
保
護

（K
ontraktvård

）、
及
び
特
別
保
護
へ
の
委
託
（Ö

verläm
nande	

till	säeskild	vård

）
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
制
裁
と
し
て
規
定
す
る

こ
と
を
提
案
す
る
一
方
で
、
条
件
付
拘
禁
の
刑
と
し
て
の
新
設
の
提

案
を
行
わ
な
か
っ
た）（（
（

。
し
か
し
、
同
時
に
審
議
会
の
意
図
し
た
各
処

分
の
独
立
化
も
立
法
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
審
議
会
答
申
の
後
に
、

政
府
内
立
法
覚
書
、「
少
年
法
律
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
（D

s	
199（:	（2

）」
に
基
づ
い
て
、
拘
禁
に
代
わ
る
少
年
犯
罪
者
に
対
す
る

閉
鎖
的
少
年
保
護
（
前
述
第
七
の
三
）
が
二
〇
〇
六
年
に
法
制
化
さ

れ
た）（（（
（

。

　

更
に
、
二
〇
〇
八
年
に
設
置
さ
れ
た
刑
罰
水
準
審
議
会
は
、
そ
の

答
申
の
中
で
い
わ
ゆ
る
均
衡
理
論）（（（
（

に
基
づ
い
て
特
に
人
身
犯
の
重
罰

化
の
方
向
で
法
定
刑
と
量
刑
の
問
題
を
扱
い）（（（
（

、
そ
の
結
果
二
〇
一
〇

年
の
刑
法
一
部
改
正
が
行
わ
れ
た）（（（
（

。

　

一
方
、
二
〇
〇
九
年
法
務
大
臣
は
、「
制
裁
体
系
の
検
討
」
指
示）（（（
（

を
出
し
、
こ
の
指
示
に
基
づ
き
「
制
裁
調
査
会
（påföljds-

utredning

）」
が
組
織
さ
れ
、
均
衡
理
論
を
基
礎
と
し
て）（（（
（

下
記
の
事

項
の
調
査
が
委
託
さ
れ
た）（（（
（

。

①　

調
査
会
は
、
罪
の
意
義
の
限
定
と
そ
の
内
容
の
明
確
化
を
図

り
、
更
に
過
去
の
犯
罪
が
そ
の
後
の
犯
罪
に
対
し
て
持
つ
意
義
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を
、
制
裁
の
量
定
と
そ
の
後
の
犯
罪
の
効
果
的
防
止
の
観
点
か

ら
の
調
査
す
る
こ
と
、

②　

制
裁
体
系
の
信
頼
性
を
維
持
し
つ
つ
、
拘
禁
、
特
に
短
期
の

拘
禁
を
減
少
す
る
こ
と
、

③　

再
犯
そ
の
他
の
条
件
違
反
行
為
に
対
す
る
、
施
設
内
執
行
の

拘
禁
以
外
の
介
入
措
置
、

④　

電
子
的
統
制
に
よ
る
強
化
観
察
の
拡
大
活
用
、

⑤　

日
数
罰
金
の
利
用
拡
大
と
効
果
的
徴
収
法
の
検
討
、

⑥　

一
八
歳
以
上
の
者
を
刑
法
上
成
人
と
し
て
扱
う
こ
と
、

⑦　

一
八
歳
未
満
の
少
年
へ
の
罰
金
の
適
用
、
及
び

⑧　

条
件
付
拘
禁
の
採
否
。

　

変
更
の
基
本
は
「
条
件
付
拘
禁）（（（
（

」
の
新
設
に
あ
り
、
旧
刑
法
時
代

の
宣
告
猶
予
あ
る
い
は
日
本
の
執
行
猶
予
に
類
似
し
た
制
度
の
い
わ

ば
再
導
入
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

導
入
を
必
要
と
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
制
裁

体
系
の
分
か
り
易
さ
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
九
八
八
年
の
改
革
は
、

個
々
の
制
裁
の
多
様
な
組
合
せ
に
よ
り
制
裁
体
系
が
複
雑
化
さ
れ
た

た
め
非
常
に
分
か
り
に
く
い
も
の
に
な
っ
た
と
批
判
さ
れ
る）（（（
（

。
そ
こ

で
、
刑
を
罰
金
と
拘
禁
の
二
種
に
限
定
し
、
い
わ
ゆ
る
社
会
内
処
遇

を
全
て
拘
禁
の
施
設
外
執
行
と
と
ら
え
、
施
設
外
処
遇
の
対
象
者
が

処
遇
期
間
中
の
再
犯
や
条
件
違
反
を
犯
し
た
と
き
の
処
分
が
通
常
何

ら
か
の
形
の
拘
禁
の
施
設
内
執
行
に
な
る
点
に
着
目
し
て
、
こ
れ
ら

を
条
件
付
拘
禁
の
個
別
的
内
容
と
み
な
す
の
で
あ
る）（（（
（

。
こ
れ
が
、
理

由
の
中
核
で
、
拘
禁
（
実
刑
）
以
外
の
す
べ
て
の
処
分
は
拘
禁
代
替

処
分
だ
と
み
る
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
裁
体
系
は

単
純
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
多
様
な
社
会
内
処
遇
を
含
む
制
裁
群
は
、

拘
禁
に
次
い
で
、
制
裁
の
重
さ
を
順
序
付
け
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　

同
調
査
会
は
、
改
正
草
案
の
中
で
上
記
を
基
本
に
一
章
三
条
を

「
本
法
に
お
い
て
罪
に
対
す
る
制
裁
は
、
刑
で
あ
る
罰
金
及
び
拘
禁
並

び
に
第
三
二
章
に
定
め
る
少
年
法
律
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
と
理
解
さ

れ
る
。」

と
改
正
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
条
件
付
判
決
、
保
護
観
察
及
び
特
別

保
護
へ
の
委
託
を
制
裁
か
ら
は
取
除
い
て
い
る）（（（
（

。
ま
た
、
提
案
さ
れ

て
い
る
草
案
の
新
た
な
章
別
に
従
っ
て
第
三
編
の
内
容
を
示
す
と
、

①
罰
金
（
二
五
章
）、
②
拘
禁
（
二
六
章
）、
③
条
件
付
拘
禁
（
二
七

章
・
新
）、
刑
の
量
定
及
び
制
裁
の
猶
予
（
二
九
章
）、
⑤
制
裁
の
決

定
（
三
〇
章
・
新
）、
⑥
条
件
付
拘
禁
の
要
件
（
三
一
章
・
新
）、
⑦

少
年
の
制
裁
（
三
二
章
・
新
）
の
順
と
な
り
（
以
下
編
略
）、
保
護

観
察
（
二
八
章
・
現
）
及
び
特
別
保
護
へ
の
委
託
（
三
一
章
・
現
）

は
削
除
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
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条
件
付
拘
禁
の
内
容
は
、
制
裁
と
し
て
の
罰
金
及
び
少
年
の
保
護

を
除
き
拘
禁
が
選
択
さ
れ
な
い
場
合
に
選
択
さ
れ
る
制
裁
で
あ
る）（（（
（

。

条
件
付
拘
禁
に
は
試
験
期
間
が
定
め
ら
れ
、
同
時
に
一
定
の
条
件

（
犯
罪
を
継
続
し
な
い
こ
と
及
び
一
定
の
処
分
に
服
す
）
が
付
さ
れ

る
）
（（（
（

。
付
随
処
分
に
は
、
現
行
の
監
督
、
社
会
奉
仕
命
令
、
契
約
治
療

保
護
な
ど
の
ほ
か
新
規
の
処
分
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
調
査
会

は
、
草
案
の
二
七
章
及
び
三
一
章
に
詳
細
な
規
定
を
設
け
て
お
り
、

現
在
矯
正
保
護
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
拘
禁
に
代
替

す
る
処
分
す
べ
て
が
条
件
付
拘
禁
に
併
科
さ
れ
る
処
分
と
し
て
取
扱

わ
れ
る）（（（
（

。
電
子
的
統
制
に
よ
る
強
化
観
察
も
拘
禁
の
執
行
方
法
で
は

な
く
、
付
随
処
分
と
し
て
扱
わ
れ
る）（（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
改
正
提
案
の
う
ち
、
刑
の
量
定
に
関
し
て
、
本
年
（
二

〇
一
五
年
）
刑
法
の
部
分
改
正
が
実
現
し
、
刑
法
二
九
章
五
条
が
改

正
さ
れ
た）（（（
（

。
改
正
の
内
容
は
、
二
九
章
五
条
中
三
号
を

「
被
告
人
が
自
首
し
た
か
、
又
は
、
罪
の
捜
査
に
本
質
的
な
重
要
性
を

も
つ
情
報
を
任
意
に
提
供
し
た
か
」

と
改
正
し
て
五
号
と
し
、
八
号
に

「
罪
の
刑
罰
価
値
に
従
い
量
定
さ
れ
た
刑
が
、
当
該
罪
の
結
果
受
け
た

他
の
法
律
的
制
裁
に
て
ら
し
て
、
不
釣
合
い
に
厳
し
い
も
の
と
な
る

か
」

の
規
定
を
新
設
し
、
規
定
の
各
事
項
の
配
列
を
変
更
、
整
理
し
た
も

の
で
あ
る）（（（
（

。
こ
の
前
者
は
、
い
わ
ゆ
る
訴
答
（
司
法
）
取
引
に
相
当

す
る
制
度
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る）（（（
（

。
も
う
一
つ
の
改
正
は
、
少
年
奉

仕
命
令
（
刑
法
三
二
章
二
条
）
の
要
件
に
少
年
の
同
意
を
不
要
と
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る）（（（
（

（
本
稿
第
七
の
二
参
照
）。

　

以
上
を
含
め
て
、
現
在
形
で
制
裁
制
度
全
体
の
改
正
作
業
が
ど
の

よ
う
に
進
展
し
て
い
く
か
、
関
心
を
深
め
て
い
き
た
い）（（（
（

。

二
、
精
神
医
学
と
法
律

　

精
神
医
学
法
制
調
査
会
の
改
正
草
案
の
中
核
は
、
精
神
医
学
的
強

制
保
護
に
関
す
る
法
律
の
全
面
改
正
と
法
精
神
医
学
的
保
護
の
廃
止

で
あ
る
。
形
の
上
で
は
再
び
一
九
九
一
年
法
制）（（（
（

（
現
行
法
制
）
成
立

以
前
の
状
態
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
法
医
学
庁）（（（
（

が
存
在
し
、

精
神
医
学
が
格
段
に
進
歩
し
て
い
る
現
在
、
制
度
の
実
質
的
内
容
は

そ
の
当
時
よ
り
は
る
か
に
進
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る）（（（
（

。
同
時
に
、
改
正
草
案
に
は
危
険
な
精
神
障
害
犯
罪
者

に
対
す
る
社
会
防
衛
処
分
（
措
置
）
に
関
す
る
法
律
の
草
案
が
含
ま

れ
て
い
る
。
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答
申
は
、
刑
法
上
の
問
題
と
精
神
医
学
上
の
問
題
の
双
方
を
扱
い
、

精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
処
分
の
総
合
的
な
検
討
を
図
っ
て
い
る
。

そ
の
出
発
点
は
精
神
責
任
委
員
会
の
答
申）（（（
（

で
あ
り
、
こ
の
答
申
の
中

で
は
、
刑
事
責
任
能
力
制
度
の
復
活
と
と
も
に
社
会
防
衛
處
分
の
制

度
化
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　

精
神
医
学
法
制
調
査
会
の
意
図
す
る
刑
事
責
任
能
力
の
復
活
は
、

具
体
的
に
は
刑
法
一
章
に
二
条
の
二
、

「
下
記
の
四
個
の
事
由
が
あ
っ
て
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
そ
の
行
為
の

内
容
を
理
解
し
、
又
は
自
ら
の
行
動
を
そ
の
理
解
に
適
合
さ
せ
る
能
力

を
欠
い
て
い
た
場
合
そ
の
者
の
犯
し
た
行
為
は
罪
を
構
成
し
な
い
。

一
、
深
刻
な
精
神
障
害
、

二
、
一
時
的
な
意
識
混
乱
、

三
、
重
い
発
達
障
害
、
又
は

四
、
深
刻
な
痴
呆
状
態
（
認
知
症
）。」

を
新
設
す
る
こ
と
で
あ
り）（（（
（

、
社
会
防
衛
処
分
は
、
刑
法
上
の
制
裁
で

は
な
く
、
精
神
医
療
法
制
の
中
に
単
行
法
と
し
て
犯
罪
的
に
危
険
な

精
神
障
害
者
の
再
犯
を
防
止
す
る
た
め
の
強
制
的
閉
鎖
的
処
遇
を
実

現
す
る
も
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

筆
者
の
解
釈
で
は
、
刑
法
学
と
精
神
医
学
の
双
方
に
共
通
す
る
概

念
と
し
て
「
深
刻
な
精
神
障
害）（（（
（

」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
状
態
に
あ
る
犯
罪
者
は
す
べ
て
精
神
医
学
の
領
域
に
取
込
み
、

刑
法
上
は
特
別
保
護
へ
の
委
託
と
い
う
制
裁
を
置
い
て
い
る
と
い
う

現
状
を
改
め
て
、
刑
法
上
の
概
念
と
し
て
刑
事
責
任
能
力
を
復
活
さ

せ
て
、
そ
の
種
犯
罪
者
を
刑
法
上
の
制
裁
か
ら
排
除
し
、
同
時
に
そ

の
危
険
性
の
発
現
の
防
止
を
精
神
医
学
の
領
域
で
図
る
と
い
う
発
想

で
あ
る
。

　

た
だ
、
刑
事
責
任
能
力
制
度
を
採
用
し
な
い
場
合
に
は
、
刑
法
上

の
処
分
と
し
て
新
し
い
制
度
を
考
え
る
必
要
は
な
く
、
す
べ
て
を
精

神
医
学
の
領
域
に
ゆ
だ
ね
、
そ
の
治
療
活
動
の
中
で
生
じ
得
る
人
権

と
自
由
の
制
限
に
か
か
る
決
定
を
精
神
科
医
師
の
判
断
に
委
ね
ず
、

行
政
裁
判
所
の
介
入
を
求
め
て
妥
当
な
判
断
を
導
こ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
精
神
責
任
委
員
会
の
答
申
は
、
社
会
防
衛
措
置
を
刑
法
の
中

に
規
定
し）（（（
（

、
精
神
医
学
法
制
調
査
会
は
、
こ
れ
を
刑
法
と
は
別
の
特

別
法）（（（
（

と
し
て
制
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
点
で
の
両
者

の
考
え
方
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
精
神
医
学
法
制
調
査
会
の
答
申
の

提
案
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
の
全
面
改
正
と
法
精

神
医
学
的
保
護
の
廃
止
が
ご
く
自
然
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る

よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
実
際
に
こ
の
答
申
が
現
在
ど
の
よ
う
に
政
府

及
び
議
会
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
は
、
こ
れ
も
新
制
裁
同
様
今
後

の
展
開
に
注
意
を
向
け
て
い
き
た
い）（（（
（

。
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第
一
〇　

二
〇
一
五
年
の
状
況

　

以
上
制
裁
制
度
の
現
在
を
ま
と
め
て
き
た
が
、
五
〇
年
の
変
化
を

統
計
数
値
か
ら
み
る
と
、
付
表
Ｄ-

Ⅰ
な
い
し
Ⅵ
が
得
ら
れ
る
。
こ
の

表
で
は
左
の
端
に
一
九
六
五
年
の
制
裁
の
種
類
と
そ
の
統
計
数
値
を
、

右
の
端
に
二
〇
一
四
年
の
制
裁
の
種
類
と
そ
の
統
計
数
値
を
置
い
て
、

こ
の
間
の
す
べ
て
の
年
の
統
計
数
値
を
連
続
し
て
掲
げ
て
い
る
。

　

一
九
六
五
年
と
二
〇
一
三
年
の
統
計
を
、
罰
金
を
除
い
て
比
較
す

る
と
図
Ｂ
（
二
〇
一
四
年
の
統
計
は
本
稿
執
筆
時
未
発
表
）
が
え
ら

れ
る
。
こ
の
図
か
ら
公
訴
の
放
棄
が
減
少
し
て
条
件
付
判
決
の
数
が

増
加
し
、
拘
禁
と
保
護
観
察
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

同
時
に
、
二
〇
一
三
年
に
は
略
式
命
令
又
は
社
会
奉
仕
命
令
を
伴
う

条
件
付
判
決
が
相
当
数
み
ら
れ
る
な
ど
、
執
行
さ
れ
て
い
る
制
裁
の

種
類
が
一
九
六
五
年
に
く
ら
べ
て
豊
富
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。
ま
た
、
制
裁
の
選
択
及
び
刑
の
量
定
は
法
律
に
定
め
る
基
準
に

従
っ
て
な
さ
れ
、
少
年
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
詳
細
な
量
刑
テ
ー

ブ
ル
を
作
成
し
て
い
る
専
門
家
も
い
る）（（（
（

。
た
だ
、
拘
禁
の
数
が
余
り

変
わ
ら
な
い
と
い
っ
て
も
、
電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
が
実
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
施
設
外
の
処
遇
、
自
由
制

限
的
制
裁
が
徐
々
に
主
役
の
座
に
上
っ
て
来
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、

処
遇
内
容
の
密
度
が
濃
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

現
在
の
刑
事
政
策
的
雰
囲
気
と
し
て
は
客
観
的
に
行
為
を
刑
罰
価

値
に
基
づ
い
て
判
断
し
、
こ
れ
に
衡
平
事
由
を
加
味
し
て
、
犯
罪
者

に
対
す
る
適
切
な
処
分
を
公
平
に
下
す
方
向
が
看
取
さ
れ
る）（（（
（

。
制
裁

体
系
の
新
た
な
検
討
も
進
行
し
て
お
り
、
刑
事
責
任
能
力
制
度
の
復

活
も
問
題
に
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

そ
の
一
方
、
犯
罪
に
対
す
る
対
策
の
指
導
理
念
が
、
我
が
田
に
水

を
引
く
こ
と
に
な
る
が
、

と
い
う
標
語
で
理
解
さ
れ
得
る
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
犯
罪
の

常
態
化）（

（
補
注

と
は
、
誰
が
何
時
ど
こ
で
犯
罪
を
行
っ
て
も
お
か
し
く
な
い

状
況
を
指
し
、
人
間
的
扱
い
と
は
、
犯
罪
者
も
人
の
子
と
し
て
そ
の

個
人
的
状
況
を
で
き
る
限
り
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
す
。
従
っ
て
、
犯
罪
者
の
処
遇
は
自
由
の
剥
奪
で
は
な
く
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
制
裁
体
系
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
自
由
剥
奪
の
回
避

と
、
そ
れ
に
替
わ
る
厳
し
さ
を
も
つ
社
会
内
処
遇
の
展
開
に
向
か
う

こ
と
を
示
す
。
筆
者
は
、
こ
れ
を
過
去
の
研
究
で
探
っ
た
犯
罪
者
処

遇
の
指
導
理
念）（（（
（

に
つ
け
加
え
た
い
。

　

一
方
、
国
際
的
な
政
治
状
況
か
ら
は
、
革
新
的
な
体
制
批
判
、
攻

撃
の
激
化
が
み
ら
れ
る
。
テ
ロ
リ
ス
ト
犯
罪
の
影
響
下
に
犯
罪
防
止

の
た
め
の
事
前
措
置
と
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
、
監

視
カ
メ
ラ
、
電
話
傍
受
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。
人
権
の
侵
害
が
問
わ

犯
罪
の
原
因

対
策
の
基
礎

制
度
的
表
現

犯
罪
の
常
態
化

人
間
的
扱
い

社
会
内
処
遇
（
自
由
制
限
刑
）
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年
1965

制
裁

等
の

内
容

実
数

比
率

1
公

訴
放

棄
25988

0.55
2

（
LU

L	1条
）

4931
0.10

（
（

BvL	69条
）

1827
0.04

（
拘

禁
9（88

0.21
5

（
終

身
拘

禁
）

4
0.00

6（
閉

鎖
的

精
神

医
学

的
保

護
（（（

0.00
8910

開
放

的
精

神
医

学
的

保
護

92
0.00

11
条

件
付

判
決

21（0
0.0（

121（
保

護
観

察
56（9

0.12
1（

（
施

設
内

処
遇

）
519

0.01
15161（18

保
安

拘
禁（

抑
留

）
15（

0.00
19

少
年

拘
禁

（85
0.01

202122
児

童
福

祉
委

員
会

（（2
0.02

2（2（2526
禁

酒
保

護
委

員
会

111
0.00

2（
免

職
等

15
0.00

28
懲

戒
罰

9（1
0.02

29
罰

金
総

数
（15（1（

（0
（

判
決

罰
金

）
89167

（1
（

略
式

命
令

・
人

）
226147

（2（（（（（5
（

換
刑

処
分

・
拘

禁
変

換
）

160
（6

刑
法

（（
章

1
条

適
用

総
数

1086
0.02

（（
（

拘
禁

）
157

0.00
（8（9

（
少

年
拘

禁
）

170
0.00

（0
（

保
安

拘
禁

／
抑

留
）

467
0.01

（1
（

保
護

観
察

）
286

0.01
（2

（
条

件
付

判
決

）
6

0.00
（（

制
裁

免
除（

BrB	（（:2）
（5

0.00
（（

制
裁

猶
予（

BrB	（（:（）
（2

0.00
罰

金
を

除
く

総
数

（（（（8
1.00

201（
201（

年
比

率
実

数
制

裁
等

の
内

容
0.（5

1（596
公

訴
放

棄
1

0.07
3404

（
LU

L1（
条

）
2

0
（

LU
L9

条
）

（
0.22

11212
拘

禁
（

0.00
5

（
終

身
拘

禁
）

5
0.00

（2
閉

鎖
的

少
年

保
護

6（
0.01

28（
法

精
神

医
学

的
保

護
8

0.00
212

（
解

除
理

由
審

査
）

910
0.21

10512
条

件
付

判
決

11
0.08

4263
（

社
会

奉
仕

命
令

）
12

0.1（
6（1（

保
護

観
察

1（1（
0.00

147
（

拘
禁

の
併

科
）

15
0.02

882
（

契
約

治
療

保
護

）
16

0.03
1296

（
社

会
奉

仕
命

令
）

1（1819
0.0（

1（08
少

年
の

保
護

20
0.0（

1（92
少

年
奉

仕
命

令
2122

社
会

サ
ー

ビ
ス

法
2（

（
少

年
奉

仕
命

令
）

2（
0.00

8
薬

物
乱

用
者

保
護

へ
の

委
託

25262（28
（（（800

罰
金

総
数

29
31162

（
判

決
罰

金
）

（0
34670

（
略

式
命

令
）

（1
2312

（
条

件
付

判
決

に
併

科
）

（2
307968

秩
序

罰（
人

員
）

（（
322599

秩
序

罰（
件

数
）

（（
拘

禁
と

し
て

処
理

（5
0.0（

1820
刑

法
（（

章
1
条

適
用

総
数

（6
0.01

366
（

拘
禁

）
（（

0.00
5

（
閉

鎖
的

少
年

保
護

）
（8（9（0

0.03
1334

（
保

護
観

察
）

（1
0.00

114
（

条
件

付
判

決
）

（2
0.00

5
制

裁
免

除（
BrB	（0:6）

（（
0.00

（2
制

裁
猶

予（
BrB	29:6）

（（
1.00

50825
罰

金
を

除
く

総
数

図
Ｂ
　
犯
罪
に
よ
り
司
法
処
理
さ
れ
た
者
（
1965

年
と
2013

年
の
比
較
）

制
裁

名
カ

ッ
コ

内
及

び
数

値
の

イ
タ

リ
ッ

ク
は

内
数

。
欄

外
の

数
字

は
付

表
Ｄ

-Ⅰ
〜

Ⅵ
の

欄
外

の
数

字
と

対
応

。
付

表
Ｄ

-Ⅰ
及

び
Ⅵ

参
照

。

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 0.00
0.10

2013

2013

1965（
上
）

2013（
下
）

1965

1965

2013
2013
1965

2013
2013

2013
1965

1965
1965
2013

0.20
0.30

0.50
0.60

0.40
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れ
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
九
・
一
一
事
件
以
降
の
欧
米
社
会
全
体

の
刑
事
政
策
的
雰
囲
気
と
み
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

制
裁
体
系
の
変
化
及
び
精
神
障
害
犯
罪
者
の
取
扱
い
の
変
化
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
付
表
Ａ
及
び
付
表
Ｃ
を
作
成
し
た
。
前
者
は
刑

法
第
三
編
の
章
名
の
変
化
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
精
神

障
害
犯
罪
者
法
制
の
変
動
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
付
表
Ｂ
は
、

刑
法
一
編
及
び
二
編
の
各
章
の
章
名
の
変
化
を
表
示
し
て
い
る
。
本

稿
の
記
述
を
理
解
す
る
一
助
と
な
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

結
語

　

本
稿
で
は
、
一
九
六
五
年
施
行
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典
の
約
五

〇
年
に
わ
た
る
変
化
を
、
制
裁
制
度
を
中
心
に
概
観
し
た
。
こ
れ
か

ら
先
、
制
裁
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
予
測
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
法
に
は
、
国
家
の
道
具
で
あ
る
も
の
と
国
家
を
規
制

す
る
も
の
と
が
あ
る
と
い
う）（（（
（

。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
事
法
は
、
日
本

の
刑
事
法
と
も
ど
も
ど
ち
ら
の
方
向
へ
の
歩
み
を
こ
れ
か
ら
進
め
て

行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
制
裁
体
系
が
現
在
理
想
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

罪
刑
の
均
衡
、
正
義
、
明
確
性
、
予
見
性
、
一
貫
性
、
人
間
性
の
各

理
念
の
実
現
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
拘
禁
の
回
避
と
代
替
処

分
の
探
求
が
根
強
く
存
在
す
る）（（（
（

。
そ
こ
で
は
、
拘
禁
に
比
肩
で
き
る

強
い
介
入
性
と
と
も
に
、
制
裁
の
内
容
の
人
間
性
、
経
済
性
が
強
く

求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
制
裁
の

内
容
が
多
様
化
し
て
、
き
め
の
細
か
い
処
遇
を
可
能
に
し
て
い
る
。

一
方
、
我
が
国
で
は
ま
だ
保
護
観
察
で
す
ら
刑
法
上
の
処
分
と
し
て

の
独
立
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
筆
者
は
、
保
護
観
察

を
刑
に
格
上
げ
す
る
必
要
性
を
感
じ
、
刑
法
学
会
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
な
ど
で
そ
の
旨
発
言
を
し
た
こ
と
が
あ
る）（（（
（

。
犯
罪
者
処
遇
の
多
様

化
に
向
か
う
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
制
度
に
は
参
考
に
す
べ
き
点
が
多
い

と
思
う
。
そ
う
し
て
、
被
告
人
自
身
が
納
得
で
き
る
（
こ
れ
は
刑
の

執
行
を
容
易
に
し
、
受
刑
後
の
再
犯
を
減
少
さ
せ
る
）
刑
罰
制
度
の

実
現
に
意
を
も
ち
い
て
欲
し
い
と
思
う
。
裁
判
員
制
度
の
運
営
を
考

慮
す
る
と
き
こ
の
思
い
は
ひ
と
き
わ
強
く
な
る
。

　

筆
者
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
制
裁
制
度
研
究
は
、
国
内
で
は
、
故
宮
澤

浩
一
教
授
、
故
菱
木
昭
八
朗
教
授
及
び
萩
原
金
美
教
授
と
の
出
会
い

に
よ
り
進
展
し
た
。
そ
し
て
今
松
澤
伸
教
授
に
よ
っ
て
引
継
が
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
筆
者
自
身
の
精
進
も
含
め
、
今
後
の
研
究
の
発
展

を
願
い
な
が
ら
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

　

最
後
に
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
犯
罪
学
部
名
誉
教
授
ク
ヌ
ト
・

ス
ベ
リ
博
士
（Prof.	Em

.	D
r.	K

nut	Sveri,	K
rim

inologiska	
institutionen,	Stockholm

s	universitetet.

）
に
心
か
ら
謝
意
を

表
す
る
と
と
も
に
、
同
研
究
所
の
ス
タ
ッ
フ
（
サ
ル
ネ
ッ
キ
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（Prof.	Jerzy	Sarnecki

）、
タ
ム
（Prof.	em

.	H
enrik	T

ham

）、

故
ホ
ー
フ
エ
ル
（f.d.	Prof.	H

anns	v.	H
ofer

）
の
各
教
授
）、
矯

正
保
護
庁
の
ク
ラ
ン
ツ
氏
（M

r.	Lars	K
ranz

）、
法
医
学
庁
の
グ

ラ
ン
ス
ト
レ
ー
ム
氏
（M

r.	Pelle	Granström

）、
犯
罪
防
止
委
員

会
、
矯
正
保
護
、
社
会
庁
及
び
国
家
施
設
庁
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に

も
心
か
ら
謝
意
を
表
す
る
。（
平
成
二
七
年
九
月
中
秋
の
日
）

（
1
）　Sveriges	Rikes	Lag,	Rättshistoriskt	bibliotek,	Bd.（（,	

N
ordiska	Bokhandeln,	198（

が
筆
者
の
手
許
の
参
照
可
能
な
写

真
製
版
に
よ
る
復
刻
版
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

（
2
）　Inger,	Göran:	Svensk	rättshistoria,	Liber	Förlag,	198（,	

s.16.	

（
（
）　Inger,	a.a.ss.1（（f.	

刑
法
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、

Sim
son,	Gerhard:	D

as	schw
edische	K

rim
inalgesetzbuch	

von	21.	D
ezem

ber	1962,	W
alter	de	Gruyer,	19（6	

（
紹
介
・

宮
澤
浩
一
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ム
ソ
ン
著
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典

一
九
七
六
年
（
マ
マ
）』、
法
学
研
究
四
九
巻
六
号
一
一
八
頁
以
下
。）

及
びW

allén,	Per-Edw
in:	Svensk	straffrättshistoria	D

el	2,	
A
lm

qvist	&
	W

iksel,	19（（.	A
nners,	Erik:	Straffteorierna	i	

svensk	rättshistoria,	SvJT
	（9	årg.	196（,	ss.2（1-25（.	A

gge,	
Ivar:	Straffrättens	allm

änna	del.	（-e	tryck.	19（0	(1st.	1961),	
ss.1（0-151.

（
（
）　Inger,	a.	a.	ss.	2（1-2（（.　

な
お
、
古
い
時
代
の
刑
法
史
に
つ

い
て
は
、A
nnrs,	Erik:	Svensk	straffrättshistoria	D

el.	1,	2-ra	
uppl.,	A

lm
qvist	&

	W
iksell,	19（（.

（
5
）　

付
表
Ａ
及
び
Ｂ
参
照
。
制
裁
に
関
す
る
部
分
（
第
三
編
）
の
改

正
年
表
は
、Jareborg,	Nils	&

	Zila,	Josef:	Strafrättens	påföljdslära,	
2ra	uppl.,	200（,	ss.28-9

に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
罪
に
関

す
る
部
分
（
第
二
編
）
の
改
正
に
つ
い
て
は
、H

olm
qvist,	Lena	

et	al.,	Brottsbalken	I,	1（	Suppl.,	s.Inled:	（-（,	ss.A
A
:	（-5

の

解
説
を
参
照
。
行
為
類
型
の
種
類
と
数
は
旧
刑
法
と
大
き
い
相
違
は

な
い
。
旧
刑
法
で
は
個
々
に
単
純
な
記
述
が
選
ば
れ
て
い
た
が
、
六

二
刑
法
で
は
各
行
為
類
型
ご
と
に
罪
の
重
さ
の
段
階
付
け
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
四
二
年
の
改
正
の
影
響
と
さ
れ
る
。

（
6
）　

条
文
の
数
は
二
〇
〇
四
年
当
時
。
旧
刑
法
で
は
刑
は
第
二
章
に

規
定
さ
れ
て
い
た
。
旧
刑
法
第
二
章
第
一
条
の
一
八
六
四
年
制
定
当

時
の
規
定
で
は
、
刑
は
、
死
刑
（D

ädsstraff

）、
懲
役
（Straff-

arbete

）、
禁
錮
（Fängelse

）
及
び
罰
金
（Böter

）
と
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
一
つ
の
特
徴
は
刑
事
損
害
賠
償
（Skadestånd

）
に

関
す
る
規
定
が
第
六
章
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

（
（
）　

平
野
龍
一
著
、
犯
罪
者
処
遇
法
の
諸
問
題
、
有
斐
閣
、
昭
和
三

八
年
、
五
頁
。

（
8
）　

宮
澤
浩
一
、「
一
九
六
二
年
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
新
刑
法
典
に
お
け

る
『
制
裁
』
に
つ
い
て
」、
同
、
刑
事
政
策
の
源
流
と
潮
流
（
刑
事

法
論
集
第
三
巻
）、
成
文
堂
、
昭
和
五
二
年
、
一
三
五
頁
以
下
。
法
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務
省
刑
事
局
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
保
護
法
草
案
（Skyddslag,	SO

U
	

1956:	55

）、
刑
事
基
本
法
改
正
資
料
第
三
号
（
佐
藤
豁
訳
）、
昭
和

三
七
年
。
こ
れ
以
前
の
も
の
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
チ
ュ
レ
ン
草
案

独
語
版
・T

hyrén,	Johan	C.W
.:	Prinzipen	einer	Strafgesetz-

reform
	I,	G

leerupska	universitetsbokhandeln,	Lund,	
1910

）、
及
び
、
改
正
作
業
の
批
判
的
紹
介
、O

lin,	Gustav:	D
en	

svenska	strafflagsrevisionen,	SvJT
	192（,	ss.5-22,	（（-100,	

（21-（（2

が
存
在
す
る
。W

allén:	a.	a.	Svensk	straffrätts-
historia,	ss.2（ff.

は
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
を
チ
ュ

レ
ン
時
代
と
名
づ
け
て
い
る
。

（
9
）　Straffl

agskom
m
issionen,	SO

U
	19（0:	20	och	SO

U
	19（（:	69.

（
10
）　Straffl

agskom
m
issionen	(SRK

),	Brottsbalk,	SO
U
	195（:	1（.

（
11
）　Straffl

agberedningen	(SLB),	Skyddslag,	SO
U
	1956:	55.	

注（
（
）及
び（
8
）参
照
。

（
12
）　Brottsbalk,	Prop	1962:	10.	W

allén:	a.	a.	Svensk	straffrätts-
historia,	ss.（6f.

は
、
一
九
六
二
刑
法
の
改
正
点
を
、
①
部
分
改
正

の
積
み
上
げ
、
及
び
②
法
典
構
成
の
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ー
ク
か
ら
シ
ス

テ
マ
テ
ィ
ー
ク
へ
の
変
換
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
1（
）　

後
述
第
八
の
二
参
照
。

（
1（
）　Beckm

an,	N
ils	et	al.:	Brottsbalken	I,	5te	uppl.	N

orstedts,	
198（,	ss.60-6（ff.

ペ
ト
リ(O

laus	Petri)

の
裁
判
官
規
則
第
二
五
か

ら
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
坂
田
仁
、｢

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
『
裁
判

官
規
則
』」、
法
学
研
究
七
一
巻
一
〇
号
、
平
成
一
〇
年
、
一
一
〇
頁

参
照
。

（
15
）　N

ytt	straffsystem
,	Brå	rapport	19（（:	（.	

抄
訳
、
坂
田
仁
、

「
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価
」、
法
学
研
究

五
二
巻
一
二
号
、
昭
和
五
四
年
、
五
八
頁
以
下
。

（
16
）　

坂
田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
罰
金
制
度
の
沿
革
―
日

数
罰
金
を
中
心
に
―
」、
法
学
研
究
六
三
巻
四
号
、
平
成
二
年
、
五

〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
1（
）　Påföljd	för	brott,	SO

U
	1986:	1（-15,	1986.	

抄
訳
、
坂
田

仁
、「
現
行
制
裁
体
系
を
改
正
す
べ
き
理
由
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）」、

法
学
研
究
六
二
巻
三
号
、
平
成
元
年
、
八
四
頁
以
下
。

（
18
）　

坂
田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
に
お
け
る
制
裁
の
量
定
」、
人

間
科
学
論
究
二
〇
巻
、
常
磐
大
学
、
平
成
二
四
年
、
四
九
頁
以
下
、

及
び
、「
オ
ー
グ
レ
ン
著
『
刑
法
29
章
5
条
に
お
け
る
衡
平
理
由
に

つ
い
て
』
を
読
む
」、
常
磐
大
学
大
学
院
学
術
論
究
、
創
刊
号
、
常

磐
大
学
、
平
成
二
六
年
、
一
頁
以
下
。
松
澤
伸
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

に
お
け
る
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
量
刑
論
―
い
わ
ゆ
る
均
衡
原
理
の

基
礎
―
」、
罪
と
罰
五
一
巻
三
号
、
平
成
二
六
年
、
七
六
頁
以
下
。

こ
こ
で
はstraffvärde

（
刑
罰
価
値
）
が
処
罰
価
値
と
訳
さ
れ
て

い
る
。

（
19
）　Frihet	från	ansvar,	SO

U
	1988:	（.

（
20
）　SO

U
	1988:	（,	s.51.	N

JA
-2	199（,	ss.（1（ff.

（
21
）　Hofer,	Hanns	von:	Brott	och	straff	i	Sverige,	Krim

inologiska	
institutionen,	Stockholm

s	universitetet,	2008,	ss.1（（ff.	cf.
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（
22
）　R

ylander,	G
östa:	Sam

hället	och	de	psykiskt	
avvikande,	A

ldusserien,	1968,	ss.15（ff.

（
2（
）　

坂
田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
『
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る

法
律
』
及
び
『
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
』（
仮
訳
）」、

法
学
研
究
七
六
巻
九
号
、
平
成
一
五
年
、
六
七
頁
以
下
、
及
び
、

「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
法
上
の
処
分
―

二
〇
〇
八
年
の
刑
法
一
部
改
正
に
つ
い
て
―
」、
慶
應
義
塾
大
学
創

立
一
五
〇
年
記
念
法
学
部
論
文
集
・
慶
應
の
法
律
学　

刑
事
法
、
平

成
二
〇
年
、
八
五
頁
以
下
。

（
2（
）　Rättsm

edicinalverket	(RM
V
):	T

he	N
ational	Board	of	

Forensic	M
edicine	(pam

phlet),

年
不
詳
、
及
び
、T

he	Facts	
of	the	Case

―Expert	answ
ers	to	tough	legal	questions

―

(pam
phlet),	

年
不
詳
。RM

V

（
法
医
学
事
業
体
）
は
法
精
神
医
学
、

法
医
学
、
法
化
学
及
び
法
血
清
学
の
中
央
研
究
機
関
と
し
て
一
九
九

一
年
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
裁
判
所
、
検
察
庁
、
警
察
官
署
、

社
会
福
祉
委
員
会
の
委
託
を
受
け
て
調
査
・
研
究
を
行
う
機
関
で
、

二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
の
答
申
（
法
廷
科
学
研
究
所
・
刑
事
調

査
技
術
、
法
医
学
及
び
法
精
神
医
学
に
係
る
新
公
務
所

<Forensiska	institutet.	N
y	m

yndighet	för	krim
inalteknik,	

rättsm
edicin	och	rättssykiatri>)

に
基
づ
き
、
国
家
刑
事
調
査

技
術
研
究
所
（Statens	krim

inaltekniska	laboratorium

）
を

統
合
し
、
法
精
神
医
学
的
調
査
（
精
神
鑑
定
）、
刑
事
訴
訟
事
件
に

お
け
る
人
格
調
査
に
関
す
る
法
律
七
条
に
定
め
る
医
師
の
診
断
書

（
七
条
診
断
書
）
作
成
、
検
視
業
務
、
犯
罪
に
関
す
る
法
的
診
断
書

作
成
、
裁
判
所
、
州
庁
、
検
察
官
及
び
警
察
官
署
の
請
求
に
よ
る
法

医
学
的
協
力
、
法
化
学
的
及
び
法
発
生
学
的
調
査
、
そ
の
責
任
領
域

に
お
け
る
情
報
の
他
機
関
又
は
個
人
へ
の
提
供
、
そ
の
責
任
領
域
に

お
け
る
国
際
協
力
、
そ
の
事
業
に
有
意
義
な
研
究
の
開
発
支
援
、
及

び
終
身
刑
の
変
換
に
関
す
る
法
律
（
二
〇
〇
六
年
法
律
第
四
五
号
）

に
よ
る
再
犯
の
危
険
性
に
関
す
る
調
査
を
業
務
と
す
る
こ
と
に
な
っ

た
（
法
医
学
事
業
体
に
関
す
る
法
律
（
二
〇
〇
七
年
法
律
第
九
七
六

号
）
二
条
）。

（
25
）　

刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
人
格
調
査
に
関
す
る
法
律(Lag	

1991:20（1)	om
	särskild	personutredning	i	brottm

ål	m
.m

.).	

坂
田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
情
状
鑑
定
類
似
制
度
」、
上
野
正
吉
他

編
、
刑
事
鑑
定
の
理
論
と
実
務
、
成
文
堂
、
昭
和
五
二
年
、
七
三
頁

以
下
。
同
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
人
格
調
査

に
関
す
る
法
律
」、
法
学
研
究
四
三
巻
一
一
号
、
昭
和
四
六
年
、
五

四
頁
以
下
（
同
稿
に
お
い
てnåd

を
王
室
と
訳
し
た
が
こ
れ
は
恩

赦
の
誤
訳
で
あ
り
、
訂
正
す
る
）。
同
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
に
お

け
る
少
年
犯
罪
に
関
す
る
人
格
調
査
に
つ
い
て
」、
家
庭
裁
判
月
報

二
六
巻
四
号
、
昭
和
四
八
年
、
一
二
九
頁
以
下
。

（
26
）　http://jpn.cec.eu.int/hom

e/new
s_jp_new

sobj509.php

（
平
成
二
七
年
一
一
月
現
在
ア
ク
セ
ス
不
能
）cf.	http://w

w
w
.

euinjapan.jp/en/w
orld/hum

an/penalty/

にT
he	E

U
,	

Japan	&
	the	D

eath	Penalty

と
い
う
リ
ン
ク
が
あ
り
、
こ
の
中
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に
日
本
へ
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
2（
）　Nelson,	A

.,	Efterskrift	till	Ivar	Seths	arbete	om
	dödsstraffet,	

Seth,	Ivar:	O
verheten	och	svärdet,	N

ordiska	bokhandeln,	
Stockholm

,	198（.,	ss.（00-（,	

宮
澤
浩
一
訳
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法

典
、
法
務
資
料
四
〇
六
号
、
昭
和
四
三
年
、
三
頁
。
フ
ラ
イ
、
エ

ス
・
マ
ー
ゲ
リ
ー:	

オ
ラ
ン
ダ
及
び
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
於
け
る

死
刑
廃
止
、	

刑
政
四
四
巻
五
号
、
昭
和
六
年
、
折
込
表
参
照
。
チ
ン

ベ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
八
六
四
年
刑
法
の
制
定
直
前
死
刑
は
ほ
と
ん

ど
廃
止
寸
前
で
あ
っ
た
と
い
う
（
チ
ン
ベ
リ
ー
、
刑
事
学
の
根
本
問

題
、
酒
井
書
店
、
昭
和
三
一
年
、
二
二
五
頁
）。

（
28
）　SCB(Statistiska	centralbyrån):	Statistiska	årsbok	1950,	

SCB,	1950,	s.265,	T
ab.256.

（
29
）　K

ungl.	statistiska	centralbyrån:	B
rottsligheten,	

Stockholm
	(191（/1（),	s.1（6,	T

ab.（,	D
o.	(191（/18),	s.122,	

T
ab.5,	D

o.	(1919/20),	s.112,	T
ab.（.

（
（0
）　Seth,	Ivar,	a.	a.	ss..2（1-299	cf.

（
（1
）　O

livecrona,	S.D
.R.K

.:	O
m
	dödsstraffet,	U

ppsala,	1866,	
III	cap.

及
びIV

	cap.	A
nners,	Erik:	H

um
anitet	och	rationalism

,	
N
ordiska	bokhandeln,	1965	

は
法
制
史
の
面
か
ら
嬰
児
殺
と
死

刑
の
関
係
を
取
上
げ
て
い
る
。
坂
田
仁
（
書
評
）、
Ｅ
．
ア
ン
ネ

シ
ュ
著
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
合
理
主
義
」、
常
磐
大
学
人
間
科
学

部
紀
要
、
人
間
科
学
一
六
巻
二
号
、
平
成
一
一
年
、
四
九
頁
以
下
。

（
（2
）　

坂
田
仁
、
前
掲
法
学
研
究
六
三
巻
四
号
を
参
照
。

（
（（
）　V

ictor,	D
ag	et	al.:	Brottsbalken	III,	N

orstedts	juridik,	
1（e	suppl.,	200（,	s.25:	21	cf.

（
（（
）　

日
額
決
定
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
略
式
命
令
の
金
額
決
定
に
使

用
す
る
検
事
総
長
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
（RåR	200（:2

）
が
制
定
さ
れ
て

お
り
、
税
引
き
後
の
年
収
の
千
分
の
一
が
日
額
に
な
る
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
基
準
は
、
裁
判
官
が
日
数
罰
金
を
算
定
す
る
際
に
も
参
考

に
さ
れ
る
。（V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	Supplem

ent	18,	200（,	
ss.25:	1（ff.

）

（
（5
）　V

ictor,	D
ag	et	al.:	a.	a.	Supplem

ent	18,	200（,	s.25:	25	cf.

（
（6
）　SO

U
	2002:	26,	Frigivning	fran	livstidsstraff,	p.195-（	cf.

（
（（
）　SO

U
	2002:	26,	s.11.

（
（8
）　SO

U
	2002:	26,	ss.（5-6.	

付
表
Ｄ
参
照
。

（
（9
）　SO

U
	2002:	26,	s.81

（
（0
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.a.s.26:	8,	SO

U
	2002:	26,	ss.（（-8,	（（-5	

cf.

（
（1
）　

終
身
拘
禁
の
変
換
に
関
す
る
政
令
（
二
〇
〇
六
年
法
律
一
一
一

九
号
）
三
条
な
い
し
八
条
参
照
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
法
医
学
庁
内
の

法
精
神
医
学
部
が
担
当
し
、
医
師
、
心
理
士
、
法
廷
社
会
調
査
士
及

び
法
精
神
医
学
的
調
査
業
務
の
看
護
士
が
チ
ー
ム
を
組
ん
で
再
犯
の

危
険
性
を
判
定
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。SO

SFS	2006:	16,	Rätts-
m

edicinalverkets	föreskrifter	och	allm
änna	råd	om

	
riskutredning	inför	prövning	av	om

vandling	av	fängelse	
på	livstid	cf.	

こ
の
社
会
庁
令
は
二
〇
一
五
年
現
在
有
効
で
あ
る
。



98

法学研究	88	巻	12	号（2015：12）

（
（2
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.a.s.26:	15.

（
（（
）　

二
〇
〇
六
年
法
律
四
三
一
号
に
よ
る
改
正
で
対
象
者
本
人
の
要

求
に
よ
る
延
期
は
廃
止
さ
れ
た
。Jareborg,	N

ils	&
	Zila,	Josef,	

a.	a.	ss.（8f.

に
よ
る
と
、
仮
釈
放
の
制
度
は
現
行
刑
法
制
定
以
来
頻

繁
に
改
正
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
、
例
え
ば
裁
判
所
が
厳
し
い

処
分
を
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
と
き
に
は
早
く
出
所
さ
せ
る
な
ど
、

公
平
な
刑
の
執
行
の
観
点
か
ら
事
実
上
執
行
期
間
の
調
整
作
用
を
果

た
し
て
き
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
。
筆
者
自
身
も
、
か
つ
て

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
仮
釈
放
に
つ
い
て
刑
法
学
会
で
報
告
し
た
際
、
こ

の
制
度
が
い
ず
れ
廃
止
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
こ
と
が
あ

る
（
坂
田
仁
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
仮
釈
放
、
刑
法
雑
誌
二
七
巻
三
号
、

昭
和
六
一
年
、
六
四
八
頁
）。

（
（（
）　

こ
の
改
正
は
、
い
わ
ゆ
る
二
〇
〇
七
年
改
革
（P

rop.	
2005/06:	12（,	En	m

oderna	krim
inalvårdslag

）
を
前
提
に
し

て
、
行
刑
法
の
標
題
を
端
的
に
拘
禁
を
示
す
拘
禁
法
に
改
め
、
刑
罰

と
し
て
の
拘
禁
の
内
容
を
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
坂
田
仁
「
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
『
拘
禁
法
』
の
制
定
に
つ
い
て
」、
法
学
研
究
八
四
巻

九
号
、
平
成
二
三
年
、
四
一
九
頁
以
下
、
及
び
同
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
新
拘
禁
法
」、
刑
政
一
二
三
巻
七
号
、
平
成
二
四
年
、
二
〇
頁

以
下
を
参
照
。

（
（5
）　O
p.	cit.,	Prop	2005/06:	12（,	ss.2（ff,	

施
設
生
活
か
ら
通
常

の
社
会
生
活
へ
の
橋
渡
し
を
ス
ム
ー
ス
に
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
様
々
な
出
所
措
置
、
他
機
関
と
の
協
力
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
（6
）　N

orström
,	Carl	et	al.:	N

ya	sociallagarna,	20e	uppl.,	
N
orstedts	juridik,	200（,	ss.1（5-152,	ss.16（f.	cf.

（
（（
）　Lag	(199（:	（51)	om

	intensivövervakning	m
ed	elektronisk	

kontroll.

（
（8
）　

坂
田
仁
、
電
子
的
統
制
を
伴
う
強
化
観
察
、
犯
罪
と
非
行
一
二

五
号
、
平
成
一
二
年
、
二
〇
五
頁
、SO

U
	1995:	91,	Ett	reform

-
erat	straffsystem

	(D
el	II),	ss.2（1ff.	cf.

（
（9
）　

社
会
奉
仕
命
令
の
試
行
に
関
す
る
法
律
（
一
九
八
九
年
法
律
九

二
八
号
）。

（
50
）　N

JA
-2:	1998,	ss.（06-（.	

社
会
内
制
裁
の
執
行
に
関
す
る
政
令

（
注（
56
）参
照
）
第
三
章
に
執
行
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。

（
51
）　SO

U
	1995:	91	(D

el	II),	s.25（	cf.

（
52
）　N

JA
-2:	1988,	s.（08.

（
5（
）　N

JA
-2:	1998,	s.（26,	V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	s.（0:	68	cf.

（
5（
）　N

JA
-2:	1998,	s.（09.

（
55
）　N

JA
-1:	2000,	ss.1（-21,	ss.69-（2.

（
56
）　Förordning	(1998:	6（2)	om

	verkställighet	av	frivårds-
påföljder.

（
5（
）　

宮
澤
浩
一
訳
、
前
掲
法
務
資
料
四
〇
六
号
、
一
〇
二
頁
。

（
58
）　

坂
田
仁
、
犯
罪
者
処
遇
の
思
想
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
昭

和
五
九
年
、
一
〇
五
頁
以
下
参
照
。

（
59
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	s.28:	12.

（
60
）　

坂
田
仁
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
契
約
治
療
保
護
、
犯
罪
と
非
行
九
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六
号
、
平
成
元
年
。

（
61
）　Borgeke,	M

artin	&
	M

ansson,	Cathalina,	D
en	nya	

lagstiftningen	om
	påföljder	för	unga	lagöverträdare,	

SvJT
	92,	200（,	ss.181-20（

は
、
改
正
の
背
景
と
量
刑
実
務
へ
の

影
響
を
述
べ
て
い
る
。

（
62
）　

坂
田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
社
会
福
祉
新
立
法
―
社
会
サ
ー

ビ
ス
法
私
訳
―
」、
家
庭
裁
判
月
報
三
三
巻
一
一
号
、
昭
和
五
六
年
、

一
五
七
頁
以
下
。
現
行
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（
二
〇
〇
一
年
法
律
四

五
三
号
）
と
は
別
物
。

（
6（
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	s.（2:	8.

（
6（
）　Socialtjänstlag	(2001:	（5（).
一
九
八
二
年
以
前
は
児
童
福
祉

委
員
会
。

（
65
）　Lag	(1990:	52)	m

ed	särskilda	bestäm
m
elser	om

	vård	
av	unga.

一
九
八
二
年
以
前
は
少
年
福
祉
学
校
。

（
66
）　N

orström
,	Carl	et	al.,	a.	a.	20e	uppl.,	ss.280-292	cf.

（
6（
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	Supp.（	(2001),	ss.（2:	12f.

（
68
）　Prop.	2005/06:	165,	Ingripande	m

ot	unga	lagöverträdare,	
s.6（,	SO

U
	199（:	（5,	Reaktion	m

ot	ungdom
sbrott	(D

el	I-II),	
D
el	A

,	s.（86f.

（
69
）　Prop.	2005/06:	165,	ss.6（f,	ss.（2f.	

（
（0
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	Supp.9	(200（),	ss.（1:	（8f.

（
（1
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	s.（1:（0.

（
（2
）　Lag	(1998:	60（)	om

	verkställighet	av	sluten	ungdosm
vård.

坂
田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
閉
鎖
的
少
年
保
護
」、
日
本
刑
事
法
の

理
論
と
展
望
（
下
巻
）、
信
山
社
、
平
成
一
九
年
、
五
一
一
頁
以
下
。

（
（（
）　

国
営
施
設
庁
の
設
置
に
関
す
る
政
令
（F

örord
n
in

g
	

(199（:	8（（)	m
ed	instruktion	för	Statens	institutionsstyrelse

）

一
条
参
照
。
現
在
の
規
定
はSFS	200（:	11（2

。
な
お
、
少
年
福
祉

学
校
（U

ngdom
svårdsskola

）
に
つ
い
て
は
、
坂
田
仁
、「
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
少
年
刑
務
所
と
少
年
福
祉
学
校
」、
法
学
研
究
四
四

巻
八
号
、
昭
和
四
二
年
、
二
五
頁
以
下
。

（
（（
）　Lag	(196（:	16（)	m

ed	särskilda	bestäm
m
elser	om

	unga	
lagöverträdare.

（
坂
田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
少
年
法

律
違
反
者
に
対
す
る
特
別
規
定
」、
法
学
研
究
四
〇
巻
九
号
、
昭
和

四
二
年
、
八
〇
頁
以
下
参
照
）。
な
お
、
筆
者
が
同
稿
で
、
法
律
番

号
を
一
九
六
四
年
五
四
二
号
と
し
た
の
は
同
年
一
六
七
号
の
誤
り
。

法
律
全
体
は
一
九
九
四
年
に
再
印
刷
さ
れ
、
法
令
番
号
一
九
九
四
年

法
律
一
七
六
〇
号
と
し
て
同
名
の
法
律
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

法
律
は
、
二
〇
〇
六
年
の
刑
法
改
正
（
二
〇
〇
六
年
法
律
八
九
一

号
）
と
合
わ
せ
て
更
に
改
正
さ
れ
、
少
年
の
刑
事
事
件
手
続
の
変
更

が
行
わ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
た
だ
公
訴
放
棄
の
な
さ
れ
る
場

合
は
実
質
的
に
変
化
し
て
い
な
い
。

（
（5
）　

訴
訟
手
続
法
二
〇
章
七
条
に
よ
る
と
、
①
罪
が
罰
金
以
外
の
制

裁
に
当
た
ら
な
い
と
き
、
②
制
裁
が
条
件
付
判
決
に
当
た
る
場
合
で
、

起
訴
放
棄
に
す
る
特
別
な
理
由
が
存
在
す
る
と
き
、
③
被
疑
者
が
再

犯
し
て
い
る
場
合
で
、
前
の
罪
を
事
由
と
す
る
制
裁
の
ほ
か
に
新
た
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な
制
裁
が
、
後
の
罪
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
な
い
と
き
、
又
は
④
精
神

医
学
的
保
護
又
は
身
体
機
能
障
害
者
支
援
及
び
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

法
律
（
一
九
九
三
年
法
律
三
八
七
号
）
に
よ
る
措
置
が
行
わ
れ
る
と

き
、
並
び
に
本
人
を
再
犯
を
防
く
た
め
又
は
そ
の
他
の
事
情
か
ら
公

訴
の
提
起
が
明
ら
か
に
不
必
要
な
場
合
に
公
訴
の
放
棄
が
な
さ
れ
る
。

（
（6
）　

坂
田
、
前
掲
家
庭
裁
判
月
報
三
三
巻
一
一
号
、
一
五
七
頁
以
下
。

（
（（
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	s.（1:	52.

（
（8
）　N

orström
,	Carl	et	al.,	a.	a.,	20e	uppl.,	s.（6（f.

（
（9
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	s.（1:	59,	s.（8:	5	cf.	

（
80
）　Jareborg,	N

ils:	A
llm

än	krim
inalrätt,	Iustus,	2001,	

s.（59.

（
81
）　

チ
ン
ベ
リ
ー
、
前
掲
書
、
六
七
頁
以
下
。

（
82
）　W

ennberg,	Suzanne:	Psykisk	störning,	brott	och	ansvar	

―	För	och	em
ot	Psykansvarkom

m
itténs	betänkande,	

SvJT
	8（,	2002,	s.5（8.

（
8（
）　
「
責
任
能
力
概
念
は
、
罪
の
水
準
か
ら
制
裁
の
水
準
に
移
さ
れ

た
。」（Jareborg,	N

ils,	a.	a.	s.（59.

）
た
だ
、
責
任
能
力
概
念
の

問
題
は
現
在
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。W

ennberg,	Suzanne,	a.	a.	
ss.	5（6ff.,	SO

U
	1996:	185,	Straffansvarets	gränser	(D

el	I),	
ss.（21-6,	ss.（6（-8,	ss.（91-（,	SO

U
	2002:	（,	Psykisk	störning,	

brott	och	ansvar,	ss.	（（-9,	229-250,	D
s	200（:	5,	Påföljder	

för	psykiskt	störda	lagöverträdare,	ss.9（-98

等
を
参
照
。
現

段
階
で
は
ま
だ
責
任
能
力
概
念
の
復
活
は
意
図
さ
れ
て
い
な
い
と
考

え
ら
れ
る(D

s	200（:	5,	s.95.)

。

（
8（
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	ss.（0:	（6,	（1:	65	cf.

（
85
）　

坂
田
仁
、「
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
」（
仮
訳
）、

法
学
研
究
七
六
巻
五
号
、
平
成
一
五
年
、
一
〇
〇
頁
、
注（
（
）参
照
。

一
九
九
一
年
の
刑
法
及
び
精
神
障
害
者
法
制
の
改
正
は
、
そ
れ
ま
で

別
々
で
あ
っ
た
深
刻
な
精
神
障
害
の
概
念
を
両
者
に
共
通
の
も
の
と

し
て
定
義
し
た
。
な
お
、
坂
田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委

員
会
報
告
書
概
観
（
一
九
九
三
年
）」、
法
学
研
究
六
八
巻
七
号
、
平

成
七
年
、
一
〇
八
～
一
一
四
頁
参
照
。

（
86
）　Socialstyrelsen,	Psykiskt	störda	lagöverträdare	---	

Socialstyrelsen	följer	upp	och	utvärderar	2000:	2,	s.9.	

坂

田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
『
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
』

及
び
『
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
』（
仮
訳
）」、
法
学
研

究
七
六
巻
九
号
、
平
成
一
五
年
、
八
五
～
六
頁
。

（
8（
）　

坂
田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
刑

法
上
の
処
分
―
二
〇
〇
八
年
の
刑
法
一
部
改
正
に
つ
い
て
―
」、
前

掲
、
慶
應
の
法
律
学
・
刑
事
法
、
九
七
頁
以
下
参
照
。
こ
こ
に
は
、

SO
U
	1996:	185,	ss.（6（-（68

、SO
U
	2002:	（,	ss.（（-（1.

及
びD

s	
200（:	5,	ss.21-2（.

の
諸
提
案
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
88
）　

坂
田
仁
、「
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
社
会
防
衛
処
分
―
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
動
き
」、
Ｊ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
一
〇
四
号
、
平
成
二
一
年
、
一

五
頁
以
下
参
照
。
こ
の
処
分
に
関
す
る
結
論
も
ま
だ
出
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
後
述
第
九
の
二
参
照
。
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（
89
）　SO

SFS	(Socialstyrelsens	författningssam
ling)	2008:	18,	

Psykiatrisk	tvångsvård	och	rättspskiatrisk	vård,	ss.15-16.	
こ
れ
は
、
坂
田
、
前
掲
法
学
研
究
七
六
巻
五
号
、
一
〇
一
頁
、
注

（
（
）で
引
用
し
たSO

SFS	2000:	12

の
改
訂
版
で
あ
る
。

（
90
）　SOSFS	2000:	1（(M

),	Kom
petenskrav	för	läkare	som

	avge	
utlåtande	enligt	lagen	(1991:	11（（)	om

	rättspsykiatrisk	
undersökning	och	intyg	enligt	lagen	(1991:	20（1)	om

	
särskild	personutreding	i	brottm

ål	m
.m

.

に
資
格
要
件
（
法

精
神
医
学
の
特
別
資
格
を
も
つ
者
及
び
法
精
神
医
学
的
調
査
の
経
験

の
あ
る
一
般
精
神
科
医
学
又
は
児
童
・
少
年
精
神
医
学
の
特
別
資
格

を
も
つ
者
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
91
）　

坂
田
仁
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法

律
の
改
正
―
開
放
的
保
護
の
導
入
」、
法
学
研
究
八
一
巻
一
〇
号
、

五
三
頁
以
下
。
こ
の
と
き
の
改
正
で
、
特
別
解
除
理
由
審
査
付
き
の

法
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
委
託
の
判
決
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
審
理

は
主
席
上
級
医
師
の
申
請
に
よ
り
行
政
裁
判
所
が
行
う
と
改
正
さ
れ

た
。
同
時
に
治
療
活
動
は
、
病
棟
の
内
外
（
通
院
又
は
入
院
）
で
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
刑
法
自
体
の
改
正
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、Grönw

all,	Lars	et	al.:	Psykiatrin,	tvånget	och	lagen,	
N
orstedts	juridik,	1992,	ss..261-（	cf.

（
92
）　SO

SFS	1996:	1（(M
),	Rättspsykiatrisk	undersökning.	

こ

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
大
要
下
記
の
事
項
を
定
め
て
い
る
。

①　

法
精
神
医
学
的
調
査
の
目
的

　

法
精
神
医
学
的
調
査
は
、

　

a.　

被
疑
者
が
深
刻
な
精
神
障
害
の
影
響
の
も
と
に
罪
を
犯
し

た
か
否
か

　

b.　

被
疑
者
を
刑
法
三
一
章
三
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護

に
委
託
す
る
た
め
の
医
学
的
要
件
が
存
在
す
る
か
否
か

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ｂ
の
場
合
に

は
、
特
別
な
解
除
事
由
審
理
を
伴
う
保
護
の
た
め
の
要
件
を
含

む
べ
き
か
否
か
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

危
険
性
の
判
定

　

危
険
性
の
判
定
は
、
刑
法
上
の
制
裁
の
根
拠
を
提
供
す
る
ほ

か
、
実
際
に
被
告
人
の
暴
力
行
為
を
阻
止
す
る
目
的
を
も
っ
て

お
り
、
被
調
査
者
が
暴
力
行
為
を
行
う
可
能
性
、
暴
力
行
為
の

種
類
、
そ
の
重
大
性
、
そ
れ
が
誰
に
向
け
ら
れ
る
か
、
暴
力
行

為
へ
の
対
処
手
段
、
危
険
性
を
増
大
さ
せ
る
状
況
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③　

再
犯
危
険
性
の
判
定
の
基
礎
要
因

　

a.　

精
神
医
学
的
基
準

　

妄
想
、
幻
覚
、
反
社
会
的
人
格
障
害
、
境
界
性
人
格
障
害
、

強
迫
又
は
衝
動
性
を
伴
う
障
害
、
放
火
癖
、
性
倒
錯
、
病
的

薬
物
反
応
、
脳
外
傷
な
ど
。

　

b.　

そ
の
他
の
基
準

　

性
、
年
齢
、
知
能
、
過
去
の
攻
撃
行
動
、
薬
物
乱
用
、
過

去
の
人
身
犯
、
特
定
人
物
へ
の
脅
迫
、
武
器
へ
の
過
度
の
関
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心
な
ど
。

　

特
に
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
、
感
情
移
入
能
力
の
極
端
な
障
害
、
倒

錯
、
解
離
性
障
害
及
び
精
神
病
質
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
再
犯
の
危
険
性
と
と
も
に
危
険
性
減
殺
の
可
能
性
が

重
要
で
あ
る
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
要
因
に
重
点
を
お
く
。
即
ち
、

投
薬
に
よ
る
治
療
、
犯
罪
的
生
活
を
破
棄
す
る
本
人
の
態
度
、

社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
親
類
縁
者
に
た
よ
る
可
能
性
な
ど
。

④　

再
犯
の
危
険
性
判
定
の
基
礎
は
判
定
の
た
め
の
テ
ス
ト
と
臨

床
診
断
よ
り
な
る
。

　

a.　

体
系
的
な
判
定
用
具
（skattningsinstrum

ent

）

　

1.　

PCL-R,	(eller	PCL:	SV
)	

精
神
病
質
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

（Psychopathy	Checklist	Revised

）

　

2.　

SCID
-I

（
臨
床
症
状
）och	SCID

-II

（
人
格
障
害
）

　
　

こ
れ
に
よ
る
構
造
化
面
接
の
訓
練
が
医
師
と
心
理
士
に
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

（.　

H
CR-20

（
将
来
の
暴
力
危
険
性
判
定
基
準
）

　
　

退
院
又
は
休
暇
の
場
合
に
実
施
し
て
い
る
。

　

（.　

V
RA

G

（
暴
力
行
為
危
険
性
評
価
ガ
イ
ド
）

　

5.　

SV
R-20

（
性
暴
力
判
定
基
準
）

　

6.　

SA
RA

（
配
偶
者
暴
力
判
定
基
準

　

b.　

臨
床
診
断
（kliniska	bedöm

ningen

）D
SM

-IV
-T

R

も
使

用
さ
れ
て
い
る
。

⑤　

再
犯
危
険
性
の
報
告
方
法

a.　

特
別
な
解
除
事
由
審
理
つ
き
の
処
分
を
決
定
す
る
の
は
裁
判

所
で
あ
る
。

b.　

危
険
性
は
量
的
に
、
段
階
的
に
表
示
さ
れ
る
。

c.　
「
危
険
性
」
の
判
定
と
「
危
険
性
減
殺
手
段
」
の
判
定
を
同
時

に
行
う
。

d.　

短
期
間
の
直
接
的
予
測
を
目
的
と
す
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
当
時
の
報
告
書
式
は
、
坂
田
、
前
掲
法
学
研
究
七

六
巻
九
号
、
八
八
～
九
一
頁
に
採
録
し
て
あ
る
。
そ
の
全
体
は
、

フ
ェ
ー
ス
・
シ
ー
ト
、D

SM
-IV

-T
R

に
よ
る
診
断
、
社
会
調
査
、

心
理
調
査
、
医
学
・
精
神
医
学
的
調
査
及
び
看
護
調
査
、
並
び
に

所
見
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
9（
）　Belfrage,	Henrik	&

	Fransson,	Göran:	HCR-20

―Bedöm
ning	

av	risk	för	fram
tida	våld,	（e	uppl.,	Rättspsykiatriska	

regionkliniken,	2002.

（
9（
）　V

ictor,	D
ag	et	al.,	a.	a.	ss.（1:	（6f.	cf.

（
95
）　N

ya	påföljder,	SO
U
	2012:	（（,	D

el.	I-IV
.

（
96
）　Psykiatrin	och	lagen,	SO

U
	2012:	1（,	2	volym

.	

坂
田
仁
、

「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
の
改
正
」、
法

学
研
究
八
一
巻
一
号
、
平
成
二
年
、
六
九
頁
注（
58
）参
照
。

（
9（
）　

刑
罰
体
系
の
改
革
（Ett	reform

erat	straffsystem
	D

el	
1-（,	SO

U
	1995:	91

）
Ⅰ
―

Ⅲ
巻
。	

（
98
）　SO

U
	1995:	91	D

el	2,	ss.15,	（2.
（
99
）　

そ
の
理
由
は
答
申
「
新
制
裁
」（N

ya	påföljder,	SO
U
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2012:	（（,	D
el	2.

）、
一
六
〇
頁
以
下
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。SO

U
	

1995:	91	D
el	2,	ss.1（6ff.	

（
100
）　

注（
（1
）参
照
。

（
101
）　

松
沢
伸
、
前
掲
罪
と
罰
五
一
巻
三
号
、
平
成
二
六
年
、
七
六
頁

以
下
及
び
中
村
秀
次
、「
刑
の
量
定
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
量
刑
改
革

提
案
の
評
価
」、
熊
本
法
学
六
二
号
、
三
九
頁
以
下
参
照
。

（
102
）　SO

U
	2008:	85,	Straff	i	proportion	till	brottets	allvar.

（
10（
）　

刑
法
二
九
章
一
条
二
項
に
「
行
為
が
人
の
生
命
も
し
く
は
健
康

又
は
人
の
平
穏
に
対
す
る
深
刻
な
攻
撃
を
意
味
し
た
か
否
か
を
特
に

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
の
規
定
が
追
加
さ
れ
る
等
の
改

正
が
行
わ
れ
た
（
二
〇
一
〇
年
法
律
第
三
七
〇
号
）。
松
沢
、
前
掲
、

罪
と
罰
五
一
巻
三
号
八
九
頁
参
照
。

（
10（
）　K

om
ittédirektiv	(D

ir.	2009:	60).

（
105
）　N

ya	påföljder,	SO
U
	2012:	（（	D

el	（,	ss.56-58,	specially	
s.5（	cf.

（
106
）　Ibid.,	ss.51-68.

（
10（
）　SO

U
	2012:	（（,	D

el.2,	ss.	155ff.

注（
98
）参
照
。	

（
108
）　Ibid.,	D
el	2,	ss,12（-128.

い
わ
ゆ
る
罪
種
犯
罪
（A

rtbrott
）

は
混
乱
の
元
凶
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
（Ibid.,	ss.122f.

）。

（
109
）　Ibid.,	D

el	2,	ss.16（ff.	

（
110
）　Ibid.	D

el	1,	s.（（,	s.191.

（
111
）　Ibid.	D

el	1,	ss.（（-99,	D
el	（,	ss.（1-92.

（
112
）　Ibid.,	D

el	2,	ss.169ff.

（
11（
）　Ibid.,	D

el	2,	s.1（6.

（
11（
）　Ibid.,	D

el	2,	s.1（9.

（
115
）　Ibid.,	D

el	2,	s.180.

（
116
）　SFS	2015:	（8.

（
11（
）　SO

U
	2012:	（（,	D

el	（,	ss.195ff.

（
118
）　SO

U
	2005:	11（	cf.	

衡
平
理
由
に
つ
い
て
は
、
特
にD

o,	
ss.1（-16.

（
119
）　SFS	2015:	80.

（
120
）　

制
裁
調
査
会
は
、
条
件
付
拘
禁
に
関
す
る
法
律
草
案
の
施
行
期

日
を
二
〇
一
五
年
七
年
一
日
と
し
て
い
る
（SO

U
	2012:	（（,	D

el.	
1,	s.（86.

）。

（
121
）　Grönvall,	a.	a.,1992,	ss.11-（8	cf.	

紹
介
・
坂
田
仁
、「
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観
（
一
九
九
三
年
）」、
法

学
研
究
六
八
巻
七
号
、
平
成
七
年
、
一
〇
八
頁
以
下
。

（
122
）　

注（
2（
）参
照
。
現
在
は
犯
罪
捜
査
科
学
に
つ
い
て
も
調
査
・
研

究
を
行
っ
て
い
る
。
二
億
一
千
萬
ク
ロ
ー
ネ
の
予
算
と
四
五
〇
人
の

職
員
（
う
ち
二
五
〇
人
は
法
精
神
医
学
部
配
属
）
を
有
し
、
全
国
的

に
均
質
な
調
査
を
行
う
体
制
を
と
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
（Lidberg,	

Lars:	Svensk	rättspsykiatri,	Studentlitteratur,	Lund,	2000,	
s.1（6.

）。

（
12（
）　

本
稿
注（
92
）参
照
。

（
12（
）　SO

U
	2012:	1（,	V

ol.1,	ss.51f.	

精
神
責
任
委
員
会
の
答
申
の

掲
げ
る
改
正
草
案
文
言
は
下
記
の
通
り
で
あ
る(Psykisk	
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störning,	brott	och	ansvar,	SO

U
	2002:	（,	ss.（（f.)

。

「
一
章
、
罪
、
罪
の
制
裁
及
び
社
会
防
衛
措
置
等
、

　

二
条
の
二　

あ
る
行
為
は
、
深
刻
な
精
神
障
害
、
一
時
的
な
錯

乱
状
態
、
重
い
発
達
障
害
又
は
深
刻
な
痴
呆
状
態
（
認
知
症
）

の
結
果
行
為
の
内
容
を
洞
察
し
も
し
く
は
そ
の
洞
察
に
自
ら

の
行
為
を
適
合
さ
せ
る
能
力
を
欠
如
し
て
い
た
者
に
は
責
任

を
も
た
ら
さ
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
、
行
為
者
が
そ
の
行
動
に
関
連
し
て
自
ら
酩

酊
又
は
そ
の
他
の
同
様
な
方
法
で
能
力
の
欠
如
を
招
い
た
場

合
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。」

　

坂
田
仁
、
前
掲
・
慶
應
の
法
律
学
・
刑
事
法
、
一
〇
三
頁
注

（
（（
）参
照
。

（
125
）　

坂
田
仁
、
同
上
書
、
九
九
な
い
し
一
〇
〇
頁
参
照
。

（
126
）　

坂
田
、
前
掲
Ｊ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
一
〇
四
号
、
一
八
頁
以
下
参
照
。

（
12（
）　
「
深
刻
（
重
篤
）
な
精
神
障
害
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
坂
田
、

前
掲
法
学
研
究
七
六
巻
五
号
、
一
〇
〇
頁
注（
（
）を
参
照
。
こ
こ
に

引
用
し
たSO

SFS	2000:12	Psykiatrisk	tvångsvård	och	rätts-
psykiatrisk	vård

は
、
注（
89
）で
述
べ
た
通
り
、
改
正
さ
れ
て
い

る
。

（
128
）　SO

U
	2002:	（,	ss.（1-（（.

（
129
）　SO

U
	2012:	1（,	vol.1,	ss.102-125.	

（
1（0
）　

精
神
医
学
法
制
調
査
会
は
、
答
申
の
中
で
社
会
防
衛
措
置
に
関

す
る
法
律
草
案
の
施
行
期
日
を
二
〇
一
六
年
一
月
一
日
と
し
て
い
る
。

Ibid.,	s.12（.

（
1（1
）　B

orgeke,	M
artin	&

	M
ässon,	C

atharina:	D
en	nya	

lagstiftningen	om
påföljder	för	unga	lagöverträdare,	SvJT

	
92,	200（,	s.19（.

（
1（2
）　U

lväng,	M
agnus,	Brottsbekäm

pning,	rättssäkerhet	
och	integritet

―	vad	är	det	som
	har	hänt	och	vad	skall	vi	

göra?,	SvJT
	92,	200（,	ss.1-16.	

こ
の
論
文
は
、
二
〇
〇
六
年
一

〇
月
に
に
開
催
さ
れ
た
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
で
あ
り
、
予
防
主

義(preventionism
en)

と
プ
ラ
イ
バ
シ
ィ
の
防
衛(integritets-

skydd)

と
を
対
立
概
念
と
し
て
、
現
在
の
犯
罪
対
策
を
論
じ
て
い

る
。

（
1（（
）　

例
え
ば
、Psykisk	störning,	brott	och	ansvar,	SO

U
	

2002:	（,	ss.（（,	2（5-250.

（
1（（
）　

坂
田
仁
、
犯
罪
者
処
遇
の
思
想
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
昭

和
五
九
年
、
一
五
二
頁
。
筆
者
の
犯
罪
者
処
遇
思
想
の
展
開
を
図
示

す
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

悪
の
原
因

対
策
の
基
礎

制
度
的
表
現

1.　

怠　

惰

労
働
の
賦
課

懲
治
場

2.　

罪
深
さ

宗
教
的
悔
悟

独
居
拘
禁

（.　

個
別
的
不
適
応
社
会
的
再
適
応
制
裁
体
系
（
処
遇
理
論
・

一
般
及
び
個
別
予
防
主
義
）

　

こ
の
図
は
刑
法
学
上
の
教
育
刑
論
、
応
報
刑
論
等
が
概
念
的
、

形
而
上
学
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
と
は
ま
っ
た
く
別
の
、
刑
罰
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実
務
の
担
い
手
の
行
動
の
原
理
と
な
っ
た
思
想
を
歴
史
的
に
分
析

し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
後
に
続
く

第
四
の
段
階
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
あ
げ
た
も
の
は
、
一
つ
の
仮
設
軸
で
あ
る
。

（
1（5
）　Sveri,	K

nut:	C
rim

inal	Law
	and	Penal	Sanctions,	

Scandinavian	Studies	in	Crim
inology,	V

ol.11,	N
orw

egian	
U
niversity	Press,	1990,	pp.1（-1（.

（
1（6
）　SO

U
	1995:	91,	D

el	I,	pp.1（f.

（
1（（
）　

坂
田
仁
、「
自
由
制
限
刑
の
提
言
」、
犯
罪
と
非
行
一
五
五
号
、

ひ
た
ち
未
来
財
団
、
平
成
二
〇
年
、
一
五
九
頁
以
下
。

（
補
注
1
）
　Sundell,	Jan	O

lof:	K
arl	Schlyter	

―	en	biografi	

―,	
uppl.1.1,	N

orstedts	Juridik,	1998.

（
坂
田
仁
、「
ス
ン
デ
ル
著

『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
―
一
つ
の
伝
記
―
』
を
読
む
」、
人
間
科

学
論
究
二
一
号
、
平
成
二
五
年
。）

（
補
注
2
）　

少
年
の
同
意
は
、
二
○
一
五
年
の
改
正
で
不
要
に
な
っ
た
。

本
稿
八
九
頁
下
段
及
び
注
（
119
）
参
照
。

（
補
注
（
）　

こ
の
語
は
熟
さ
な
い
語
で
あ
る
が
、
個
々
の
犯
罪
（
非

行
）
少
年
の
家
庭
裁
判
所
で
の
処
分
（
す
べ
て
の
決
定
を
含
む
）
回

数
の
分
布
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
ぼ
同
一
の
理
論
的
確
率
分
布
を

示
す
こ
と
を
発
見
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
犯

罪
（
非
行
）
現
象
が
犯
罪
（
非
行
）
に
対
す
る
個
人
的
・
環
境
的
な

何
ら
か
の
傾
向
を
示
す
特
定
の
人
間
集
合
の
存
在
に
依
存
し
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
犯
罪
（
非
行
）
は
、

あ
る
一
般
的
な
原
因
結
果
で
説
明
さ
れ
る
因
果
事
象
で
な
く
、　

偶

然
の
産
物
、
即
ち
確
率
事
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

坂
田
、「
非
行
少
年
の
出
生
年
別
に
み
た
家
庭
裁
判
所
体
験
（
2
）」、

人
間
科
学
一
○
巻
二
号
、
常
磐
大
学
、
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）、

及
び
、Sakata,	Jin:	M

ultiple	D
ispositions	on	Juveniles	by	

Fam
ily	Court

	

―Frequency	of	Reactions	on	Juveniles	in	
1（	Birth	Cohorts

―,	T
okiw

a	Journal	of	H
um

an	Science,	
N
o.	2	,	T

okiw
a	university	

（
人
間
科
学
論
究
第
二
号
、
常
磐
大

学
大
学
院
）,	199（

（
平
成
六
年
）
参
照
。
な
お
、
両
論
文
中
数
値

表
に
お
い
て
自
由
度
を
８
と
し
て
い
る
の
は
４
の
誤
り
で
、
こ
こ
で

訂
正
す
る
。
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付
表
Ａ
　
制
裁
制
度
の
変
遷
(1965-2015)

刑
法

制
裁

章
名

等（
1965）

62
刑

法
改

廃
現

刑
法

制
裁

章
名

等（
2015）

Påföljder
25

章
罰

金
1965-

2015
罰

金
Böter

26
章

拘
禁

1965-
2015

Fängelse

19（（-2011	施
設

内
矯

正
保

護
に

関
す

る
法

律
	

2011
拘

禁
法

2015
拘

禁
法

拘
禁

Fängelselag

199（-
2015

電
子

的
統

制
を

伴
う

強
化

観
察

Intensiv	ö	
vervakning	m

ed	
elektronisk	

kontroll	(IÖ
V
)

2（
章

条
件

付
判

決

1965-
2015

条
件

付
判

決
V
ilkorlig	dom

1989（
試

行
）	

1999-
2015

社
会

奉
仕

命
令

併
科

Sam
hälstjänst

199（-
2015

略
式

命
令

併
科

Strafföre-
läggande

28
章

保
護

観
察

1965-
2015

保
護

観
察

Skyddstillsyn

施
設

処
遇

併
科

1965-
19（9

廃
止

A
nstalts-

behandling
1980-

2015
拘

禁
併

科
Fängelse

1989（
試

行
）

199（-
2015

社
会

奉
仕

命
令

併
科

Sam
hälstjänst

19（9（
試

行
）

1989-
2015

契
約

治
療

保
護

併
科

K
ontraktvård

29
章

少
年

拘
禁

1965-
1980

廃
止

U
ngdom

sfängelse
1989-

2015
刑

の
量

定
Straffm

ätning

（0
章

保
安

拘
禁

（
抑

留
）

1965-
1981

廃
止

Internering

1989-
2015

制
裁

の
選

択
V
al	av	påföljd
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（1
章

特
別

保
護

へ
委

託

児
童

福
祉

法
1965-

1982
廃

止

特
別

保
護

へ
の

委
託

Barnavårds-
lagen

Ö
verläm

nande	
till	särskild	

vård

禁
酒

保
護

法
1965-

1982
廃

止
N
ykterhets-
vårdslagen

198（-
2015

薬
物

乱
用

者
保護

V
ård	av	

m
issbrukare

精
神

疾
患

者
保

護
法

1965-（（（（
V
ård	enligt	

sinnessjuklagen
196（-1991

閉
鎖

的
精

神
医

学
的

保
護

の
準

備
に

関
す

る
法

律

Lag	om
	

beredande	av	
sluten	

psykiatrisk	
vård	(LSPV

)
1992-

2015
法

精
神

医
学

的
保

護
に

関
す

る
法

律

Lag	om
	

rättspsykiatrisk	
vård	(LRV)

開
放

的
精

神
医

学
的

保
護

1965-
1991

廃
止

Ö
ppen	

psykiatrisk	
vård

198（-2006
社

会
サ

ー
ビ

ス
法

（
少

年
奉

仕
命

令
	

1992-2006）

Socialtjänst-
lagen

1999-2006
閉

鎖
的

少
年

保
護

Sluten	
ungdom

svård
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（2
章

公
務

員
の

刑
罰

及
び

軍
人

の
懲

戒
罰

1965-
1986

廃
止

Å
m
betsstraff	och	

D
isciplinstraff	av	krigsm

an

200（-
2015

社
会

サ
ー

ビ
ス

法
（

少
年

奉
仕

命
令

併
科

）
少

年
の

特
別

保
護

Socialtjänstlag	
(Ungdom

stjänst)
Särskild	vård	

av	unga
200（-

2015
少

年
の

保
護

vård	av	unga
200（-

2015
少

年
奉

仕
命

令
U
ngdom

stjänst
200（-

2015
閉

鎖
的

少
年

保
護

Sluten	
ungdom

svård

（（
章

制
裁

の
軽

減
及

び
除

外
1965-

1988
廃

止
N
edsättning	och	uteslutande	

av	påföljd
1989-

2015
勾

留
及

び
拘

置
期

間
の

本
刑

算
入（

減
殺

）
A
vräkning	av	anhållnings-

och	häktes	tid

（（
章

罪
の

競
合

及
び

制
裁

の
変

更
に

関
す

る
規

定

1965-
2015

罪
の

競
合

及
び

制
裁

の
変

更
に

関
す

る
規

定

Sam
m
anträffande	av	brott	

och	förändring	av	påföljd

（5
章

制
裁

の
時

効
1965-

2015
制

裁
の

時
効

Bortfallande	av	påföljd

（6
章

没
収

及
び

そ
の

他
の

特
別

法
律

効
果

1965-
198（

改
正

Förverkande	av	egendom
	och	

annan	särskild	rättsverkan	av	
brott

198（-
2015

没
収

、
企

業
罰

金
及

び
そ

の
他

の
特

別
法

律
効

果

Förverkande	av	egendom
,	

företagsbot	och	annan	särskild	
rättsverkan	av	brott

（（
章

委
員

会
1965-

2015
委

員
会

N
äm

nderna
（8

章
訴

訟
法

規
定

1965-
2015

訴
訟

法
規

定
Rättegångsbestäm

m
elser

＊
　

62
刑

法
は

1965
年

施
行

当
時

の
刑

法
典

、
現

刑
法

は
2015

年
１

月
１

日
現

在
の

刑
法

典
。
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付
表
Ｂ
　
刑
法
の
変
遷（
1965-2015）

刑
法

標
題（

1965）
62

刑
法

改
正

年
主

要
改

正
改

正
年

主
要

改
正

現
刑

法
標

題（
2015）

刑
法

Brotsbalken

１
章

罪
及

び
罪

の
制

裁
1965-

1988
制

裁
適

用
原

則
の

改
正

199（
罪

刑
法

定
主

義
の

徹
底

2015
罪

及
び

罪
の

制
裁

１
章

Brott	och	
brottpåföljder

２
章

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

法
の

適
用

1965-
2015

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

法
の

適
用

２
章

T
illäm

pligheten	av	
svensk	lag

３
章

生
命

及
び

健
康

に
対

す
る

罪
1965-

2015
生

命
及

び
健

康
に

対
す

る
罪

３
章

Brott	m
ot	liv	och	

hälsa

４
章

自
由

及
び

平
穏

に
対

す
る

罪
1965-

2015
自

由
及

び
平

穏
に

対
す

る
罪

４
章

Brott	m
ot	frihet	
och	frid

５
章

名
誉

毀
損

1965-
2015

名
誉

毀
損

５
章

Ä
rekränkning

６
章

道
徳

に
対

す
る

罪
1965-

６
章

Sedlighetsbrott
198（-

性
犯

罪
2005-

性
犯

罪
2015

性
犯

罪
Sexualbrott

７
章

家
族

に
対

す
る

罪
1965-

2015
家

族
に

対
す

る
罪

７
章

Brott	m
ot	fam

ilj

８
章

窃
盗

、
強

盗
、

そ
の

他
の

盗
犯

1965-
2015

窃
盗

、
強

盗
、

そ
の

他
の

盗
犯

８
章

Stöld,	rån	och	
andra	

tillgreppsbrott

９
章

詐
欺

及
び

そ
の

他
の

不
正

行
為

1965-
2015

詐
欺

及
び

そ
の

他
の

欺
瞞

９
章

Bedräggeri	och	
annan	oredlighet

10
章

横
領

及
び

背
任

1965-

10
章

Förskingring	och	
annan	trolöshet

2012-
横

領
及

び
そ

の
他

の
背

任
並

び
に

賄
賂

罪

2015
横

領
及

び
そ

の
他

の
背

任
並

び
に

賄
賂

罪

Förskingring	och	
annan	trolöshet	

och	m
utbrott

11
章

債
務

に
関

連
し

た
罪

1965-
11

章
Gäldenärsbrott

1986-
債

権
者

等
に

対
す

る
罪

2015
債

権
者

等
に

対
す

る
罪

Brott	m
ot	

borgenärer	m
.m

.
12

章
損

害
を

加
え

る
罪

1965-
2015

損
壊

の
罪

12
章

Skadegörelsebrott

1（
章

公
共

の
危

険
を

伴
う

罪
1965-

2015
公

共
に

危
険

な
罪

1（
章

A
llm

änfarliga	brott

1（
章

偽
造

、
変

造
の

罪
1965-

2015
偽

造
に

関
す

る
罪

1（
章

Förfalskningsbrott
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15

章
偽

証
、

虚
偽

訴
追

、
及

び
そ

の
他

の
不

正
の

陳
述

1965-
2015

偽
証

、
虚

偽
訴

追
及

び
そ

の
他

の
不

実
陳

述
15

章
M

ened,	falskt	åtal	
och	annan	osann	

utsaga

16
章

公
共

の
秩

序
に

対
す

る
罪

1965-
2015

公
共

の
秩

序
に

対
す

る
罪

16
章

Brott	m
ot	allm

än	
ordning

1（
章

公
共

の
活

動
に

対
す

る
罪

1965-

1（
章

Brott	m
ot	allm

än	
verksam

het
19（5-

公
共

の
活

動
等

に
対

す
る

罪
2015

公
共

の
活

動
等

に
対

す
る

罪
Brott	m

ot	allm
än	

verksam
het	m

.m
.

18
章

反
逆

罪
1965-

2015
反

逆
罪

18
章

H
ögm

ålsbrott

19
章

王
国

の
安

全
に

対
す

る
罪

1965-

19
章

Brott	m
ot	rikets	
säkerhet

201（-
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
の

安
全

に
対

す
る

罪
2015

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

の
安

全
に

対
す

る
罪

Brott	m
ot	Sveriges	

säkerhet

20
章

公
務

に
お

け
る

罪
1965-

20
章

Ä
m
betsbrott

19（6-
職

務
過

誤
等

	
2015

職
務

過
誤

等
T
jänstefel	m

.m
.

21
章

軍
隊

の
隊

員
に

よ
る

罪
1965-

198（-
罪

の
内

容
の

変
化

2015
軍

人
の

罪
21

章
Brott	av	krigsm

an

22
章

戦
争

に
関

す
る

条
項

1965-
22

章
K
rigsartiklar

198（-
戦

時
反

逆
罪

2015
戦

時
反

逆
罪

Landsförräderi

2（
章

未
遂

、
予

備
、

謀
議

及
び

共
犯

1965-
2015

犯
罪

の
未

遂
、

予
備

、
予

謀
及

び
共犯

2（
章

Försök,	
förberedelse,	

stäm
pling	och	

m
edverkan	till	

brott

2（
章

正
当

防
衛

及
び

そ
の

他
の

必
要

行
為

1965-

2（
章

N
ödvärn	och	

annan	nödhandling
198（-

刑
事

責
任

欠
如

の
一

般
的

根
拠

2015
刑

事
責

任
欠

如
の

一
般

的
根

拠
A
llm

änna	grunder	
för	ansvarsfrihet

＊
1965

年
の

章
名

邦
訳

は
宮

澤
浩

一
訳

『
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
刑

法
典

』
に

よ
る

。
2015

年
の

標
題

は
独

訳
。
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付表Ｃ　精神鑑定と社会調査の展開（1929-現在）
精神障害者 精神障害犯罪者 法精神医学的調査（精神鑑定） 判決前調査

精神疾患者法（1929.9.19 公布、19（1.1.1 施行） 刑事訴訟事件における特
別事前調査に関する法律

精神疾患者法第６章「刑
事訴訟事件等における精

神鑑定」<（1-50 条 >
19（（（特別事前調査に関
する法律）

SOU19（2:59	法精神医学専
門医団体の設立

Lag(19（9.12.21) 退院委員会
の制度化

195（（人格調査
に関する法律）

医師の簡易鑑定

Lag(1959.5.28)

任意入院制度
（第 9 章 55 条 ,	
55 条の２及び
３）

人格調査に
関する法律
Lag(196（:5（2)

（ 条診断書

閉鎖的精神医学的保護の準備に関する法律（LSPV	
1966:29（,	196（.1.1 施行）

刑事訴訟事件における法精
神医学的調査に関する法律
（1966:（01,	196（.1.1 施行）

196（ 社会庁と医
務庁の統合

法医学庁創設（1991:9（（,	
1991.（.1 施行）

精神医学的強制保護に関する
法律（1991:1128,	1992.1.1 施行）

法精神医学的保護に関する法
律（1991:1129,	1992.1.1 施行）

法精神医学的調査に関する法
律（1991:11（（,	1992.1.1 施行）

刑事訴訟事件における特
別人格調査に関する法律

（1991:20（1,	1992.1.1 施行）
1996	社会防衛処分の提案（SOU1996:185	刑事責任の限界） 1992 （ 条診断書
2002	社会防衛処分の提案（SOU2002:（	精神障害、犯罪
及び責任）
2008	精神医学的強制保護
に関する法律	改正

（2008:（15,		2008.9.1 施行）

2008	法精神医学的保護に
関する法律	改正

（2008:（16,		2008.9.1 施行）

2008	通常行政裁判所法の改正（2008:（1（,	2008.9.1 施行）

解除理由審査を必要とする事件（刑法 （1 章 2 条）につ
いては、主席上級医師の申請により行政裁判所がその
審理と決定を行う。精神医学的強制保護及び法精神医
学的保護に開放保護（通院保護）を導入する。この開放
保護は刑法上の制裁ではない。
2012年現在　SOU2012:1（精神医学及び法律（Psykiakrin	
och	lagen,	2vols.）・本稿第九の二参照。
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付表Ｄ-Ⅱ　同（1972-1980）
19（2 19（（ 19（（ 19（5 19（6 19（（ 19（8 19（9 1980

（1（（8 （129（ （0815 （（195 （6（86 25（（（ 2（6（5 19（85 196（1 1
9169 8（（（ （055 （882 6892 6（（0 6282 6（（2 6（（（ 2
2（19 2521 1（91 21（（ 1829 15（（ 1（12 116（ 1005 （

1220（ 11865 1159（ 11629 116（（ 12（5（ 129（9 1（11（ 1（505 （
0 0 2 0 1 0 1 6 2 5

6
（（9 （（6 （51 （11 （（9 （82 （5（ （（9 （60 （

8
9

16 （0 2（ 15 1（ 1（ 1（ 11 1（ 10
5681 5260 5（5（ 51（8 52（1 5860 6（29 （01（ （（59 11

12
6925 65（1 628（ 6（65 6162 6026 60（（ 5295 6029 1（
（82 （29 291 （05 （9（ （18 256 201 1（

（05 15
16
1（

56 55 （（ （（ （8 （1 （5 15 15 18
21（ 196 119 109 10（ 8（ （（ （ 19

20
21

99（ 918 89（ 8（1 692 （6（ 8（6 8（（ 9（0 22
2（
2（
25

（58 （51 （26 （0（ 289 20（ 212 192 211 26
12 18 26 15 2（

（（8 288 2（9 1（（ 181 186 182 15（ 161 28
（918（（ （（2（（8 （600（8 （（8180 （（（511 （690（8 （（（（99 （08990 （（5（9（ 29
588（0 611（8 5890（ 58（00 559（6 （（000 （（（1（ （（（（（ （8690 （0

1669（2 189（26 200（00 199159 191（6（ 152292 110（（0 9（929 9（5（（ （1
（2

166052 191（（（ 2008（（ 190（21 190108 169（（6 18（（55 1（（（2（ 202559 （（
（（

1（（ （8 68 （（ （（ 20 1（ （（ （9 （5
（986 （0（（ （80（ （91（ （1（（ （665 （（10 （196 （101 （6
26（ （（（ 29（ （11 （（8 （（9 （96 （92 （8（ （（

（8
212 266 190 222 1（9 162 1（2 （（ 11 （9
（8（ 50（ （61 （52 （9（ （58 （2（ 28（ 259 （0

2988 2880 2810 2882 （206 （659 （680 （2（0 （266 （1
（8 50 （9 （（ （6 （（ 68 11（ 81 （2
2（ 10 11 1（ （ 1（ 11 15 8 （（
（6 （8 59 （9 9（ 8（ （（ 68 （（ （（

ほぼ同一。　＊BvLは1965年より1981年まで。1982年よりLULに規定内容が移る。ともに専門施設入所少
年対象の公訴放棄。　＊199（年の終身拘禁、199（-9（年の数値の一部及び1995-2005年の秩序罰の数は、
ホーフェル教授（Prof.	H.v.Hofer）及びBräからのメイルによる。　＊罰金の換刑処分は198（年より拘
禁として扱われる。　＊（）内の制裁等の数	は内数。　＊BrBは刑法の、m:nはm章n条の略。
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付表Ｄ-Ⅰ　犯罪により司法処理された者（1965-1971）
1965 1965 1966 196（ 1968 1969 19（0 19（1

制裁等の内容
1 公訴放棄 25988 （0025 （002（ （0556 2（90（ 261（1 29（00
2 （LUL	1条） （9（1 6011 61（2 6（08 （（52 （（51 8856
（ （BvL	69条） 182（ 1952 2222 222（ 2（51 2（16 2616
（ 拘禁 9（88 10（65 11160 11（（（ 11202 11（65 1061（
5 （終身拘禁） （ 1 （ 1 （ 0 2
6
（ 閉鎖的精神医学的保護 （（（ （（0 （01 （（0 （（0 （1（ （（5
8
9

10 開放的精神医学的保護 92 58 56 5（ （0 （8 28
11 条件付判決 21（0 28（6 （（98 （869 （0（6 （525 （628
12
1（ 保護観察 56（9 629（ 6565 6552 6（11 6（65 65（（
1（ （施設内処遇） 519 （（（ （55 （81 （（9 （（2 （（（
15
16
1（
18 保安拘禁（抑留） 15（ 11（ 12（ 110 120 8（ 66
19 少年拘禁 （85 （21 （1（ （10 260 2（5 185
20
21
22 児童福祉委員会 （（2 8（0 91（ 1062 11（（ 1089 1029
2（
2（
25
26 禁酒保護委員会 111 18（ （28 （（（ （58 （9（ （18
2（ 免職等 15 16 2（ 21 1（ 11 1（
28 懲戒罰 9（1 92（ （68 （（2 611 618 （0（
29 罰金総数 （15（1（ （（（（2（ （（2290 （0982（ （（（201 （6（1（2 （68（21
（0 （判決罰金） 8916（ 9（128 102（12 9（660 6（825 61（21 51（18
（1 （略式命令） 2261（（ 2（9595 29290（ 22（8（6 12（690 15098（ 165156
（2
（（ （69（（ 8（288 1（8686 150（（（ 151（（（
（（
（5 （換刑処分・拘禁変換） 160 1（0 28（ 26（ 205 1（（ 12（
（6 刑法 （（ 章 1 条適用総数 1086 1（（9 2886 （001 （1（9 （（（（
（（ （拘禁） 15（ 2（8 2（0 （（（ （60 （（（ （（（
（8
（9 （少年拘禁） 1（0 182 208 191 188 19（ 205
（0 （保安拘禁／抑留） （6（ （86 56（ 6（1 60（ 55（ 5（8
（1 （保護観察） 286 821 1（19 1（0（ 181（ 202（ 2188
（2 （条件付判決） 6 12 16 26 （6 （5 （0
（（ 制裁免除（BrB	（（:2） （5 （0 15 16 1（ 1（ 11
（（ 制裁猶予（BrB	（（:（） （2 55 55 52 90 52 （2

＊1965年より199（年までは、SCB、Rättsstatistisk	Årsbok各年版の、199（年以降は、Brå、	Kriminalstatistik
各年版のぞれそれ関連統計表による。統計作成主体の異動により一部統計数値は欠落している。　＊LVM
は薬物乱用者の保護に関する法律、BvLは児童福祉法（1960-1981）、LULは少年法律違反者に関する特別規
定のそれぞれ略称。LUL（196（年制定）は、改正を繰りかえしているため条番号が変動しているが、内容は
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付表Ｄ-Ⅳ　同（1991-1999）
1991 1992 199（ 199（ 1995 1996 199（ 1998 1999

1（695 16118 1（9（2 1（501 1（090 1228（ 1（6（1 1（8（（ 11209 1
6（（2 500（ （（（9 （（（（ （（81 （115 （8（2 （（68 2590 2
2（（ 225 189 1（9 165 99 9（ 9（ 65 （

1（（1（ 158（2 158（2 151（8 1（（0（ 1（550 1（（1（ 1（566 1256（ （
6 （ 1（ （ 1（ 11 9 10 18 5

69 6
290 （

（（0 （（2 （91 （6（ （（0 （8（ （（2 （00 8
9

11 10
1（5（2 128（9 11916 10802 985（ 8652 （952 （952 905（ 11
（06（ （（82 （685 （298 22（6 12
68（（ 6（22 62（（ 68（（ （090 6（（9 6161 6290 6（06 1（

1（
598 52（ 509 （9（ （01 28（ 2（1 28（ 21（ 15
（11 （20 620 1029 120（ 1219 1012 959 1008 16

（10 512 5（（ 5（5 50（ 5（（ 8（0 1（
18
19
20
21
22

1（2（ 1（2（ 1（80 16（（ 2（（6 21（（ 2150 2229 218（ 2（
252 2（

（8 28 （0 26 （1 1（ 10 15 9 25
26
2（
28

（28（（0 （0（（（（ （10（0（ （29（05 28291（ 2（02（6 2698（（ 262（96 26（（（6 29
（18（1 （6029 （5808 （（（8（ （066（ 2（（0（ 21529 21220 2（069 （0
（81（9 （（65（ （5（52 668（9 59568 （8951 5600（ 55（（9 （（96（ （1

1（（ 6（0 906 （2
218（50 19（660 1991（（ 22（（82 1926（9 196882 192（（1 1858（（ 191（00 （（

（（
（5

（188 （09（ 2880 286（ 2（（8 2520 221（ 219（ 185（ （6
5（2 592 606 600 518 （5（ （01 （1（ （1（ （（

（ （8
（9
（0

2（（0 2（2（ 211（ 2129 2122 1959 1（（1 1（05 1（6（ （1
1（6 1（（ 160 1（5 108 10（ 81 （8 68 （2

5 （ 1（ （ 6 （ 2 （ 6 （（
51 5（ （0 61 （（ （1 2（ 2（ （（ （（
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スウェーデンの制裁制度・二〇一五年

付表Ｄ-Ⅲ　同（1981-1990）
1981 1982 198（ 198（ 1985 1986 198（ 1988 1989 1990

1 212（（ 218（0 22601 208（1 2（1（9 21618 20（（8 19（（（ 19200 1（（59
2 （（61 （（08 （2（9 6222 5（（0 （69（ （6（（ （989 60（1 6628
（ 10（0 815 55（ （9（ （90 （（（ （（5 28（ （00 21（
（ 1（（05 1（921 15（20 1（（1（ 1（959 1（525 156（0 16520 166（5 1552（
5 1 （ （ （ （ （ （ 6 1（ 5
6
（ （10 （5（ （69 （06 290 （12 2（2 （1（ （0（ （22
8
9

10 19 15 1（ 16 1（ 20 10 12 12 9
11 9180 10169 111（（ 110（（ 10（（2 1062（ 10（（2 10（19 1095（ 12281
12
1（ 665（ （0（9 6（（2 59（6 61（（ 6（（6 62（2 6（61 6（2（ 6（29
1（
15 909 11（2 90（ 818 80（ 858 81（ 86（ 662 68（
16 （06 （22 （05
1（
18 （
19
20
21
22 10（8
2（ 811 （（9 65（ 601 68（ （6（ 908 1088 12（2
2（
25 29 （9 （6 25 22 19 2（ （0 （0
26 191
2（
28 12（ 129 9（ 92 （（ 60 20
29 （562（6 （5（（6（ （（921（ （210（0 286810 288508 29（0（2 （00（0（ （1（8（5 （1（102
（0 （9095 （099（ （0519 （6（51 （1（（2 29（（（ （0（66 （0151 （0（（6 （065（
（1 101（80 9（190 9026（ 8（（（（ （（900 （5820 （（（92 （55（（ （8889 （9801
（2
（（ 215801 22（1（6 218（28 2008（5 1（（1（8 182915 18928（ 195008 2085（0 2026（8
（（
（5 50 （（ 9
（6 （159 （（55 （（（6 （198 （690 （（28 （（（6 （181 2999 29（6
（（ 520 52（ 610 590 505 （68 （（9 （89 （56 （99
（8
（9
（0 121 11
（1 （（10 （658 （6（（ （（91 （01（ 281（ 2805 25（（ 2（12 2（18
（2 108 1（6 16（ 21（ 168 1（（ 122 1（9 1（1 129
（（ 1（ 1（ 1（ 12 9 （ 1（ 8 6 1（
（（ 8（ 9（ 81 98 68 50 56 60 （5 （6
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付表Ｄ-Ⅵ　同（2009-2014）
2009 2010 2011 2012 201（ 201（ 200（-2015

制裁等の内容
2682（ 2（9（（ 2（1（（ 21（52 1（596 16（88 公訴放棄 1
5（80 （99（ （（1（ （5（8 （（0（ （02（ （LUL	1（条） 2

0 0 0 0 0 0 （LUL	9条） （
1（56（ 12（（2 12682 121（6 11212 1089（ 拘禁 （

1（ （ 5 6 5 9 （終身拘禁） 5
100 8（ 82 58 （2 51 閉鎖的少年保護 6

（
2（5 2（（ 29（ 219 28（ 261 法精神医学的保護 8
181 18（ 210 1（6 212 1（（ （解除理由審査） 9

10
111（8 11（58 11（9（ 11161 10512 96（0 条件付判決 11
（550 （696 （（52 （5（1 （26（ （859 （社会奉仕命令） 12
（（0（ （299 （280 68（8 6（1（ 6028 保護観察 1（

1（
195 192 22（ 18（ 1（（ 1（0 （拘禁の併科） 15

1191 1091 996 85（ 882 （5（ （契約治療保護） 16
1（02 1（0（ 1（95 1（（5 1296 115（ （社会奉仕命令） 1（

18
19

1550 1（56 1（（2 1590 1（08 1（（1 少年の保護 20
2916 2816 2（（（ 1821 1（92 1（00 少年奉仕命令 21

22
0 社会サービス法 2（
0 （少年奉仕命令） 2（
0 15 9 1（ 8 15 薬物乱用者保護への委託 25

26
2（
28

（95（5（ （（26（9 （01（21 （8（（（9 （（（800 （（996（ 罰金総数 29
（2（99 （6091 （52（（ （520（ （1162 292（5 （判決罰金） （0
（（0（9 （96（9 （851（ （（2（2 （（6（0 （2（（6 （略式命令） （1
1921 1986 22（（ 22（（ 2（12 2（22 （条件付判決に併科） （2

（19619 266899 （2（66（ （1226（ （0（968 2（5226 秩序罰（人員） （（
（（1285 2（8（（1 （（2801 （26501 （22599 2882（6 秩序罰（件数） （（

拘禁として処理 （5
19（2 19（0 20（（ 20（（ 1820 156（ 刑法 （（ 章 1 条適用総数 （6
（00 （09 （89 （2（ （66 （（1 （拘禁） （（

5 6 （ 2 6 2 （閉鎖的少年保護） （8
（9
（0

1（（2 1（85 1561 1（96 1（（（ 11（（ （保護観察） （1
95 108 122 12（ 11（ 100 （条件付判決） （2
（ 1（ （ 6 5 8 制裁免除（BrB	（0:6） （（

25 29 （（ 21 （2 92 制裁猶予（BrB	29:6） （（
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スウェーデンの制裁制度・二〇一五年

付表Ｄ-Ⅴ　同（2000-2008）
2000 2001 2002 200（ 200（ 2005 2006 200（ 2008

1 2012（ 1（985 1（591 1（828 1（（8（ 16250 181（6 21（（9 2（9（（
2 2（6（ 2（25 20（5 2052 2（8（ 2090 （6（0 （（（（ 5216
（ 82 （（ 29 18 28 2 0 0 0
（ 12265 1250（ 1（（65 1（90（ 1511（ 15（（5 1（598 1（9（（ 1（269
5 1（ 10 16 9 2（ 21 21 12 10
6 115 102 11（ 11（ 1（5 1（0 99 89 9（
（
8 （6（ （65 （80 （（9 （80 （0（ （26 （1（ 298
9 222 210

10
11 9166 9（（（ 9888 9（81 960（ 96（（ 9918 101（（ 11050
12 （06（ （（82 （685 （298 （（02 （（（（ （6（（ （995 （519
1（ 610（ 6（29 6659 6（9（ 62（5 622（ 650（ 6（（1 6810
1（
15 258 265 2（8 220 218 211 210 16（ 1（2
16 9（（ 950 98（ 1010 1001 111（ 1159 112（ 1181
1（ 865 9（8 1018 896 985 1000 105（ 10（（ 1206
18
19
20 1（（6 16（8
21 2（88 290（
22
2（ 2（11 2（1（ 26（（ 2551 265（ 290（ （089 （9 （
2（ （（（ （（（ （6（ 529 （8（ 592 681 19 5
25 1（ 15 12 15 10 1（ 18 1（ 15
26
2（
28
29 2（1959 26（（15 2899（（ 299（5（ （20（6（ （（12（8 （（8680 （（6266 （16516
（0 2（219 22188 21（02 219（2 226（9 2（（28 2（192 25（09 （0229
（1 （（0（（ （（（（2 （0112 （8285 （88（1 （9（8（ （085（ （1（12 （1061
（2 1086 109（ 1186 11（9 1（（（ 15（（ 1651 1620 189（
（（ 20566（ 205155 228（29 2（952（ 25891（ 2（8（6（ 28（6（（ 2（95（5 （（0（8（
（（ （00（5（ 2919（9 （（5226
（5
（6 1811 1862 18（8 1819 1（50 1（52 188（ 1918 209（
（（ （（6 （61 （56 （（2 （2（ （（5 （88 516 501
（8 6 12 8 6 1（ 11 （ 8 （
（9
（0
（1 12（9 1（15 1（08 1（05 1255 12（（ 1（0（ 1291 1（69
（2 80 （（ 66 65 5（ （2 88 10（ 118
（（ 6 （ （ 2 1 （ 2 （ 10
（（ （（ （6 （（ （1 28 2（ 2（ 25 （1


